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予算・決算委員会 

                  日時 令和６年３月15日（金曜日） 午前９時00分 開会 

                  場所 議場 

 

本日の委員会に付した事件 

 １ 議題 

   第２０号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第２１号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第２２号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第２３号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第２４号議案～第３９号議案                  「質疑・討論・採決」 

   第４０号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第４１号議案                         「質疑・討論・採決」 

   第４２号議案・第４３号議案                  「質疑・討論・採決」 

   第５８号議案                         「質疑・討論・採決」 

 

出席委員（16名） 

 委員長 丸山隆弘  副委員長 鈴木達雄 

 委 員 カークランド陽子  今泉吉孝  小林秀德  竹下修平  齊藤竜也 

     佐宗龍俊  鈴木長良  浅尾洋平  柴田賢治郎  小野田直美 

     山田辰也  村田康助  山口洋一  中西宏彰 

 議 長 長田共永 

 

欠席委員（１名） 

 滝川健司 

 

説明のために出席した者 

 市長、副市長、教育長、課長職以上の関係職員 

 

事務局出席者 

 局長 田中秀典  議事調査課長 阿部和弘  書記 山本弘美  書記 髙橋加奈 
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   開 会 午前９時00分 

○丸山隆弘委員長 ただいまから予算・決算

委員会を開会いたします。 

 本日は、滝川健司委員から欠席届が提出さ

れておりますので御報告いたします。 

 本日は、３月13日の本会議におきまして本

委員会に付託されました第20号議案 令和６

年度新城市一般会計予算から第43号議案 令

和６年度新城市下水道事業会計予算まで及び

第58号議案 令和６年度新城市一般会計補正

予算（第１号）の25議案を審査します。 

 審査は説明を省略し、直ちに質疑に入りま

す。 

 質疑は、お手元に配付の質疑通告順序表に

従って発言を許可します。 

 質疑者、答弁者とも予算審査の趣旨に添っ

て、簡潔明瞭にお願いをいたします。なお、

２問目以降の質疑は、答弁に疑義のある場合、

質疑を行うものとし、新規の質疑は行わない

ようお願いいたします。 

 第20号議案 令和６年度新城市一般会計予

算を議題とします。 

 これより歳入１款市税の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、小林秀德委員。 

○小林秀德委員 歳入となります。 

 １款１項１目個人、全体、17ページでござ

います。 

 令和５年度よりも１億5,253万７千円と大

幅な減額を見込んでいるが、その要因を伺い

たいと思います。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 令和６年度に実施され

ます定額減税の影響額を１億9,200万円と見

込みまして、個人市民税の収入見込額から減

額しまして、同額を11款１項１目地方特例交

付金、定額減税減収補填特例交付金に計上し

ております。このため、個人市民税の予算計

上額は大幅な減額となっておりますが、減額

した定額減税分を含めた額は、景気の回復、

雇用・所得環境の改善等を考慮いたしまして、

前年度比較で微増としております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小林秀德委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、お願いします。 

 歳入１款１項２目でありますが、資料17ペ

ージであります。 

 法人市民税が前年比20.2％の増加をしてお

ります。これの理由についてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 法人市民税につきまし

ては、市内主要企業へのアンケート調査及び

令和５年度決算見込みに加えまして、国内の

景気回復の状況や、海外景気や中東をめぐる

情勢、物価上昇などの下振れのリスクを考慮

しまして計上したところであります。 

 なお、現年度分の令和５年度の決算見込額

は、補正予算第14号に計上しました５億

6,867万３千円でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 景気は徐々に回復傾向にあ

りますし、株価も４万円を超えたというよう

な状況の中でありますので、かなり期待され

る部分があるということであります。そうし

た意味で、ここは今、佐藤課長からお話いた

だきましたように、堅実な積算がされている

と理解をしました。 

 では、続きまして、１款５項１目に参りま

す。資料19ページでお願いします。 

 この項目では、入湯税の滞納繰越分があり

ます。現年課税分の前年比3.2％の理由。 

 そして、滞納繰越分についての徴収の見込

みについてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 それでは、まず現年課

税分についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の

位置づけが５類に移行しまして、経済活動、
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さらに観光についてもコロナ前に戻ってきた

ことを鑑みまして、令和５年度決算見込みと

同程度の利用人数と推計しまして、前年度比

3.2％の増、47万４千円の増額としたところ

であります。 

○丸山隆弘委員長 白井債権管理室長。 

○白井薫債権管理室長 続きまして、入湯税

の滞納繰越分の徴収の見込みにつきましては、

これまでの納税相談時の状況や納付状況から

判断して徴収できると見込んでおります。こ

れからも、定期的に納税折衝を行い、自主納

付を促すことを継続し、徴収につなげていき

ます。 

 しかしながら、再三の催告や納付折衝等に

もかかわらず、自主納付に応じない場合は、

差押えなどの滞納処分による徴収を進めてま

いります。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 現年課税分について、令和

５年度のどうする家康の効果というのを期待

している部分であったということであります

し、令和５年度ベースでということですが、

新城に来てよかった、温泉に入ってよかった

ということであれば、もう少し入湯税、これ

多分、前年度の部分でありますのであれです

が、見込んでもいいのかなという理解をした

んですが、その点はいかがなものでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 令和５年度になってか

ら、毎月毎月入湯税というのが、人数で把握

できておりますが、４月以降、前期分はかな

り前年度より伸びてはきておりましたが、後

半になって、また前年度の数値より悪いよう

な具合になっておったものですから、前年同

額で、同程度で利用人数が10万３千人程度で、

現在見込んでおるところであります。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、繰越滞納分、今、白

井室長のほうからお話をいただきましたが、

令和５年度は21万２千円だと理解をしており

ます。令和６年度は４万７千円ということで

すが、令和５年度に予算を立てた21万２千円

については、完全に徴収された後の差額と、

多分、令和５年度に滞納してる部分を含まれ

たということで理解してもよろしいんでしょ

うか。 

○丸山隆弘委員長 白井債権管理室長。 

○白井薫債権管理室長 歳入予算の計算につ

きましては、調定見込額に過去５年の徴収率、

これ平均なんですけども、それを乗じて計算

しておりますので、４万７千円という金額に

なったということでございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 ということは、過去５年間

云々ですが、入湯税が徴収できてないという

部分は、歴年ずっと同じような傾向が続いて

るわけでありますが、令和５年度に予算計上

されたものは徴収できたのか、できなかった

のか。 

 逆に言うと、徴収できなかったので、５年

平均をやってその分について不納欠損したか

ら減ったという理屈になるのかどうか、ちょ

っとその点だけ。 

○丸山隆弘委員長 白井債権管理室長。 

○白井薫債権管理室長 令和５年度の滞納繰

越分の納付実績につきましては、18万円ほど

納付がされておりますので、その分は減って

いるという状況でございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 次に、３番目の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、歳入１款１項１

目個人の分になります。17ページです。 

 １、個人市民税が、前年度よりも７％減の

20億3,735万４千円とした根拠を伺います。 

 ２、定額減税の対象者数と影響額を伺いま

す。 

 先ほど、１億９千万円何がしと言ったと思

いますが、また金額をゆっくり教えていただ

きたいと思います。 
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○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 １問目の個人市民税の

減額の根拠につきましては、先ほど小林委員

へ御答弁申し上げたとおりでございます。 

 ２問目の定額減税の対象者数と影響額につ

きましては、定額減税の対象者につきまして

は、納税者本人と扶養親族分を含めまして約

３万３千人、市民税への影響額につきまして

は１億9,200万円と推計し、予算計上をして

います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 まず、この市民税についてお聞きしますが、

令和４年度との比較では0.7％減の21億

8,989万１千円ということで、令和６年度は

20億円ということですが、これは令和３年度

含めて年々減っていくという状況なのか、伺

いたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 年々減っていくという

ところで、先ほど小林委員のところで申し上

げましたように、現年課税分のところですけ

れども、定額減税分の１億9,200万円を戻し

ますと、総額として現年課税分が22億900万

円ほどになります。ですので、前年の当初予

算計上額、令和５年度の分と比較しますと、

やや増えているような予算計上をしておりま

す。 

 それについては、昨今の景気の動向等、企

業さんの個人への昇給も進んでおりますので、

多少なり増えておるのではないかということ

で推計をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 そしたら、自分としては人口減少だとか、

現役世代が今どんどん新城市内は減っていく

というところがあって、減っていくのかなと

思ったんですが、でも、景気がよくなって、

所得が今、企業もよくなっていく、所得も上

がっていくという中で、今回、減税分差し引

いたというか、トータルで考えても、22億円

ということで、トータルでは市民税というの

は上がってるよというような認識ということ

でいいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 委員、おっしゃったよ

うに、生産年齢人口というのを昨年度も当初

予算のときに御説明申し上げてると思うんで

すが、その部分は減少は確かにありますけれ

ども、令和５年度の決算見込みを考えまして

も、それほど影響額もなく、定年65歳以上の

方も今働かれているという状況も多々あるも

んですから、その辺がカバーしておるのかな

というところと、企業さんの昇給の関係もあ

りますので、増ということで考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 なるほど、分かりました。

いろいろな、65歳以上も働いているというこ

とも含めてトータルで上がってるんじゃない

かということで理解いたしました。 

 あと１つ、教えてほしいんですが、この定

額減税の特例交付金に入れていくよというこ

とだと感じるんですけど、これというのは、

もう特例交付金に入れたら市が使えるものと

いう理解でいいのか、それか、国に戻さなく

てもいいのかというようなところの使い方、

利用の仕方を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 定額減税につきまして

は、昨年11月に国の総合経済対策の中で決ま

ったところでございます。それを受けまして、

市民税を課税している市町村のほうでその定

額減税を行いなさいということで国のほうか

ら来とるもんですから、予算計上させていた

だいております。 

 その市民税に係る影響額というのが、先ほ

ど申し上げた１億9,200万円ですので、その



－5－ 

部分については、本来市民税として納入、収

入できていたものが減税によって振り替えら

れる、入ってこなくなった分を国がその分補

填しますということで、地方特例交付金とし

て市に入ってきますので、その部分は使途に

ついては一般財源ということで考えていただ

ければ結構だと思います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳入１款市税の質疑を終了します。 

 歳入15款使用料及び手数料の質疑に入りま

す。 

 質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 お願いします。 

 15款１項１目、資料27ページでお願いしま

す。３点あります。 

 Ｓバス回数券使用料の減少の理由でありま

す。 

 ２点目、駅前駐車場使用料の増加の理由。 

 そして、３点目、Ｓバス１日利用券使用料

の積算の根拠についてお伺いをします。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 私のほうから、

（１）と（３）、２つお答えさせていただき

ます。 

 まず、１番目のＳバス回数券使用料の減の

理由につきましては、Ｓバス回数券使用料に

つきましては、前年度の利用実績により積算

しております。 

 減額の理由につきましては、令和５年度の

当初予算ではＳバス回数券使用料の中にＳバ

ス１日利用券使用料を含んでおり、令和６年

度当初予算では別枠とした分、その分が減っ

ております。 

 それから、（３）番のＳバス１日利用券の

使用料の積算根拠につきましては、令和５年

10月からの実証実験による実績により換算し

て積算しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 私からは、（２）につ

いて回答させていただきます。 

 駐車場使用料増の理由はということですが、

令和５年４月から９月までの利用実績から見

込んでおります。 

 こちら利用される方の増加に伴いまして使

用料を増額しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、再質疑をさせていた

だきます。 

 １点目の回数券の使用料の減った理由とい

うのが、１日券を別枠にしたということであ

りますが、本来、会計上は継続性の原則を取

り入れていくということであれば、むやみに

変えることはと思うんですが、１日券制度に

ついては新たに含まれたものでありますので、

当該令和５年度については一括としていたん

だけど、令和６年度からは別枠としてしっか

りとした実績管理をしていくという理解をす

ればよろしいんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 おっしゃると

おりでございます。回数券と１日の利用券を

しっかりと分けて管理したいということでご

ざいます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 駅前駐車場の件であります

が、令和５年度の４月から９月、要するに上

半期の実績を基に次年度の計画をつくったと

いうことでありますが、これ34％ほど増えて

いるんですが、下期のものについては、もう

これ３月でありますので、それらを含めると、

実際には令和５年度、当初予算108万円を組

んでいるわけですが、それに結びつくのかど
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うか。 

 そして、34％増えるということは、当初計

画100万円が既に上期においても、30％から

40％増えていたという理解をすればよろしい

んでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 こちらは、１台当たり

払ってくれる方は、その利用時間によって変

わってきますので、金額的にはちょっと何と

も言えないところがあるんですけども、確実

なところとしまして、利用していただける台

数、課金するほうですね、お金を取る台数が

順調に増えておるというような傾向がありま

すので、そちらを見込んで今のような算定と

なっております。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、15款１項６目商工使

用料をお伺いしたいと思います。これについ

てもいろいろ問題があったようには伺ってお

るとこであります。31ページでお願いします。 

 板敷使用料ということで、過年度分の徴収

の見込みについてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 徴収の見込みにつきま

しては、これまでも折衝を続けておりますが、

成果として結びついていないのが現状であり

ます。 

 今後も引き続きお支払いいただけるように

折衝を続け、徴収につなげていきます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 何か利用していただける方

と本市とのボタンの掛け違いというのか、そ

ういうことがあっての原因なのかと思います

が、実際に、ここの施設を利用してみえる方

のお考えというのは、今、一生懸命に折衝を

されるということは確認をしましたが、やは

りそういう意思がない限りは、折衝しても大

変なんですが、ある程度ここまで来れば強行

的なことをする必要もあるのかなと思います

し、ここを利用されてみえる方の事業的な部

分も含めて、地域の方に認められて、それな

りの成果が上がってるということであれば、

やはりその部分としては当然収めていただく

のが本来だと思いますが、そういった理論的

な、相手の感情を害さないような形の中の交

渉というのはされてみえるのかどうか、お伺

いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 横山観光課長。 

○横山和典観光課長 この施設、地域の方も

よく利用されておりますし、学校とかでも研

修として使われておりますので、そういった

部分では必要な施設かなと思っております。 

 また、相手の気分を害さないようにという

ことがありますので、そこら辺も気をつけな

がら、今、折衝しているところであります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 なかなか払うという意思が

薄い方と交渉するというのは大変なんですが、

やはり金額の大小にかかわらず公平にしてい

ただくというのが本来であると思いますので、

さらなる御努力をお願いしたいと思います。 

 続きまして、15款１項９目に参ります。資

料33ページでありますが、ここに教育使用料

というのがございます。 

 １点目は、設楽原歴史資料館観覧料であり

ますが、長篠・設楽原の戦い450年と、本年

度行われたどうする家康の効果を根拠とした

ものであるかどうか。 

 そして、２点目ですが、長篠城址史跡保存

館観覧料、これも同じような考え方かどうか

ということをお願いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 湯浅生涯共育課参事。 

○湯浅大司生涯共育課参事 設楽原歴史資料

館の入館者は、大河ドラマどうする家康の放

映終了後、例年並みに落ち着いてきておりま

す。このため、令和５年度のような入館者数

を見込むことができないながらも、放映によ

る効果はある程度は残っていくものと考えて

おります。 
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 さらに、令和７年度につきましては、長

篠・設楽原の戦い450周年という大きな節目

を迎えることから、来年度、積極的にＰＲを

してまいりますので、そういった面も加味し

て積算をいたしております。 

 引き続きまして、長篠城址史跡保存館観覧

料の算出根拠につきましても、設楽原歴史資

料館と同様でございますが、大河ドラマ放映

によりまして、鳥居強右衛門の知名度が全国

区になりました。それによる入館者数等も令

和５年度の段階で確認できておりますので、

その部分につきましても加味して積算をいた

しております。 

 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 特に、450年という大きな

節目、そして、長篠城址史跡保存館について

は60周年というようなイベントを組もうとし

ています。 

 そうした中で、長篠城址史跡保存館のほう

が509万３千円、令和５年度は480万円という

ことで20万円少々しか増えてないということ

でありますので、これはあくまでも積算した

結果だと見ますが、いかに500万円を上回る

事業の展開をするというものについては、

後々60年で確認しますが、その点については、

その部分も含んでということで見込んでみえ

るのかどうか確認をさせていただきます。 

○丸山隆弘委員長 湯浅生涯共育課参事。 

○湯浅大司生涯共育課参事 長篠城址史跡保

存館につきましても、委員おっしゃられたと

おり60周年という節目の年になります。こち

らのほうにつきましても、イベント等を考え

ておりますので、その分も含んでやっていき

たいと思いますし、できるだけ大勢の方にお

越しいただけるような取組を今後も進めてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解させていただきました。 

 続きまして、15款２項４目土木手数料、資

料35ページをお願いします。 

 ここでは、屋外広告物の関係のものであり

ますが、屋外広告物許可手数料が減っている

理由についてお伺いをします。 

○丸山隆弘委員長 権田都市計画課参事。 

○権田晃明都市計画課参事 屋外広告物許可

手数料につきましては、新規に屋外広告物の

許可を申請するとき、または既に許可を受け

ている広告物の許可を更新するときに受け取

る手数料となります。 

 令和６年度の予算につきましては、当該年

度に更新時期を迎える予定の屋外広告物を基

に算定をさせていただいております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 といいますと、屋外広告物

許可手数料というのは３年、４年という年限

があって、偶然、本年度は更新が減ったとい

う理解をする、広告自体は同じようにありま

すよということでよろしいんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 権田都市計画課参事。 

○権田晃明都市計画課参事 委員おっしゃら

れるとおり、広告物につきましては、簡易な

ものを除き３年以内ということになっており

ますので、おおむね３年ごとに更新されると

考えます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳入15款使用料及び手数料の質疑を終了し

ます。 

 歳入16款国庫支出金の質疑に入ります。 

 質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 16款２項４目であります。

資料39ページをお願いをしたいと思います。 



－8－ 

 農林水産費国庫補助金、美しい森林づくり

整備基盤交付金が増えておりますが、これに

ついての要因をお願いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 井上森林課長。 

○井上尚子森林課長 美しい森林づくり整備

基盤交付金の増の理由になりますが、国から

交付されておりますこの交付金につきまして

は、主に市有林の整備のほうに充当しており

まして、林業経営体さんへの補助の財源とし

ても利用しております。 

 令和６年度は、その財源充当分、市有林の

整備事業の面積等が増える、経営体さんへの

充当が増えるという点で増額となっておりま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解をしましたが、金額が

倍近くになっている。本年度の事業計画が

1,100万円でありましたが、2,200万円という

ことで、約204％に増えたということでお聞

きしました。 

 やはり、美しい森と緑をつくるという基本

的なものでこれを進めていくということであ

りますが、何か新しい仕事がこれに入ってい

るのかどうか確認したいと思います。 

○丸山隆弘委員長 井上森林課長。 

○井上尚子森林課長 全く新しい場所という

わけではございませんが、経営体さんの希望

が増えている、あと市有林の整備の面積も増

やしていきたいというところで、予算として

は、去年よりも増額で要求させていただいて

おります。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳入16款国庫支出金の質疑を終了します。 

 歳入18款財産収入の質疑に入ります。 

 質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 お願いします。 

 18款１項１目財産貸付収入、資料53ページ

であります。 

 行政財産貸付収入というのがありまして

125万９千円であります。これは、実は令和

４年度、令和５年度というときには、予算の

積算がなかったわけでありますが、この行政

財産貸付収入の貸付けをする財産というのは

どういったものになるのか、お伺いをしたい

と思います。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 行政財産貸付収入の元

となる財産ですけれども、まず本庁舎内に設

置されました自動販売機２台になります。そ

れから、広告付案内看板の設置スペース。そ

れから、鳳来総合支所別館で新城森林組合が

使用します事務所のスペースになります。 

 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、18款２項１目、同じ

く53ページでありますが、不動産売払収入と

いうのがございます。 

 土地だとか立木の売上代金が年々減少して

いるという状況であります。ちなみに、令和

５年度予算は5,864万５千円であったものが、

令和６年度は4,900万円ということでありま

す。それはどういった要因なのか。 

 木材価格が下がってるというのも理解をで

きないわけでありますが、土地などについて

は、比較的平行、横流れのものだと言えます。

予定をする、あくまでも予算として上げたと

いうことであればあれなんですが、見通し的

についてどうなのか、こういった分について

お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 井上森林課長。 

○井上尚子森林課長 立木売払代金が減額と

なっている理由につきましては、搬出する木

材の量は間伐する山林の地形や木の生育具合

によって大きく変動いたします。 
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 令和３年度は、搬出に向いた地形の山から

比較的良質な材を搬出できたために、

1,500万円ほどの歳入がございましたが、令

和４年度に間伐を行った山は、予算の見込み

と違いまして木が細くて搬出に向かない山だ

ったために、伐採面積のほとんどを切捨間伐

で対応させていただいた関係で、歳入のほう

が減ったという現象が起きております。 

 令和６年度予算といたしましては、現在

495立米ほど排出できるんではないかという

ことで予算を見させていただいておりますが、

こちらも実際のところ、切ってみないと分か

らないというところもございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳入18款財産収入の質疑を終了します。 

 歳入20款繰入金の質疑に入ります。 

 質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、お願いします。 

 20款１項１目の繰入金であります。資料

55ページであります。 

 公共施設管理基金繰入金として１億

2,592万８千円が盛られておりますが、これ

多分、本定例会の第３号議案の中で、新庁舎

建設基金の設置及び管理に関する条例の名称

変更というか、一部改正がなされるというこ

とでありますが、それと一致しているのか。 

 一昨日の本会議の中でも、議員のほうから

そういう質疑があったわけでありますので、

その中でいただいたお答えは、現行の庁舎の

関係の基金の残高は４億5,100万円余あると

いうことであったわけでありますが、それを

４月１日に条例の改正をされたものとしてこ

こに１億2,500万円を取り崩し、繰入金を打

つという理解でよろしいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 山口委員の御質疑

については、委員のお見込みのとおりです。 

 条例の一部改正の議案提出をさせていただ

いておりますが、この基金を、令和６年度当

初予算の２款１項９目企画費、鳳来総合支所

周辺整備事業に充てるため、１億2,592万８

千円を繰り入れするものです。 

 これについては、新年度に入ってから早々

に繰入れを考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳入20款繰入金の質疑を終了します。 

 歳入22款諸収入の質疑に入ります。 

 質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 こういった予算の中で一番

問題になるのが諸収入であり、また諸収入の

内訳の中でも、雑収入というのが明朗会計と

いうのか、そういったものになかなか起因を

しない部分もあるというとこからお伺いをし

ておくわけであります。 

 まず、22款３項１目でありますが、貸付金

元利収入というのがあります。63ページであ

ります。 

 ここで、鳳来未利用資源活用協議会事業運

営資金貸付金というのが、元利金ともで

998万５千円というものが盛られております。 

 ここでお伺いします。協議会の貸付金の額

及び償還の期限、そして、協議会の構成員と

その998万５千円を貸し付けして、元利とも

ですが、その成果についてお伺いをしたいと

思います。 

○丸山隆弘委員長 安藤産業政策課長。 

○安藤映臣産業政策課長 それでは、まず１

点目の協議会への貸付金の額と償還期限であ

ります。 
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 貸付金の額につきましては、この予算額と

同額となります。 

 それから、償還期限でありますが、この協

議会事業につきましては、国の交付金を活用

し、事業完了は令和７年３月31日を予定して

おりますけども、その交付金は事業完了後の

精算払いとなりますため、償還期限は出納整

理期間の令和７年５月31日を予定しておりま

す。 

 ２点目の協議会の構成員と事業効果であり

ます。 

 協議会の構成員につきましては、新城市、

新城市商工会、愛知東農業協同組合、新城森

林組合及び新城・北設広域鳥獣害対策協議会

の５団体となります。 

 事業効果といたしましては、鳳来地区の特

色ある地域資源を活用した商品等を開発し、

販路を開拓することで、地域経済の活性化と

農林業者の所得向上、また雇用の場の創出が

見込まれます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 先ほど、貸付金は998万５

千円と同額だと言いましたけど、ここでお聞

きしているのは、元利金という予算のもので

ありますので、元金が幾らなのか、そして、

その間の利息は幾らなのかとお答えいただけ

るかなと思ったんですが、今998万５千円は、

貸付額相当額だとお答えいただきますと、ち

ょっとその辺がいいのかなと思いますが。 

○丸山隆弘委員長 安藤産業政策課長。 

○安藤映臣産業政策課長 この貸付けにつき

ましては、無利子貸付けを予定しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 分かりましたが、無利子で

あるならば、元利収入となってますので当該

貸付金の返還については利息は無利子だとい

うふうなことを、庁内では分かるんですが、

我々議員が見ただけでは不明瞭な点があると

いうことでありますので、そういった若干補

足的なものもここに記載していただければと

思います。 

 次年度については、そういう形の中で計上

していただければと思いますので、これはお

願いでありますので、よろしくお願いします。 

 では、雑収入の22款４項２目に参ります。

資料は67ページです。 

 ここにありますように、移動販売事業の車

両購入費等補助金返還金（過年度分）という

のがあります。403万４千円の内容及び徴収

の見込みについてお伺いをします。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 403万４千円の

内容につきましては、新城市移動販売事業車

両購入費等補助金交付要綱に基づく当該補助

金の交付について、補助対象者の要件及び交

付の条件等に違反していることが明らかにな

った補助金の返還金です。 

 徴収見込みにつきましては、令和６年度中

の全額返還が本来ではありますが、当該事業

者の返還能力等も鑑みつつ、定期的な折衝を

続け、早急の回収に努めてまいります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 ということは、当初交付し

たこの補助金については、一部が返還をされ

てみえるということの理解をしてもいいのか、

また、税だと半年以内7.3％、半年越すと

14.6％という滞納の部分のペナルティーがか

かるわけでありますが、それを含めて403万

４千円なのか、お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 返還していただ

く全額に対しまして、令和４年度中と令和５

年度中に多少の返還をしていただいておりま

す。その金額を差し引いた金額になっており

ます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 
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○山口洋一委員 じゃあ、これには、返還金

の元本というのか、元金の残だけであるとい

うことであって、税金を滞納しますとそれな

りの課徴金があるんですが、その部分はない

ということでよろしいのか。 

 市民のお金を使って、こういった公金を出

しました。ところが、先ほどお話いただいた

ように、若干、移動販売事業としては違反的

なものがあるから、これは事業として成立し

ないからお返しいただきたいということでお

願いをしてるわけですが、そうした場合は当

然そういったものが含まれているということ

だと思いますが、その点はどうなんですか。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 令和６年度の当

初予算に見込んだものについては、あくまで

も元本のみになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 ちなみに、本市には４車両

ぐらいの移動販売車が当該の事業を受けて地

域の方のために御足労いただいておると理解

をしますが、違反条項というのはどういった

ことであったのか。 

 それから、現にこの車を使ってみえるのか、

この補助金でもって購入された車両は現存し

てるということですよね、現存して使ってみ

えるのか、もう既に車両は本市にはないのか

ということについてお伺いをしたいと思いま

す。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 違反については

２点確認しておりまして、年間200日以上継

続的な営業をしなければならないということ

ができていなかったことが１点と、耐用年数

が経過するまでの間、市長の承認を得ず譲渡

してはならないという２点について、違反を

確認いたしました。 

 先ほど、委員がおっしゃられた当該車両に

つきましては、市長の承認なく譲渡、売却を

したということが確認できましたので、それ

について違反と考えまして、交付の取消しを

したものとなります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 200日以上については、事

業者によっては難しい部分もありますが、そ

こは運用の中でできると思いますが、市長に

無断で譲渡をしてしまった、要するに補助金

で取得した資機材を他人に与えてしまったと

いうことでありますので、既に現物はないと

いうことであります。 

 そうした中で、これも回収していこうとい

うことは大変な仕事だと思いますので、後藤

課長のとこだけで処分ではなくて、債権管理

室も含めて、これは共同で解消していくとい

うことにならないとなかなか難しい部分だと

思いますが、その点の庁内の一体協力という

のはお考えなんですか。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員に申し上げ

ます。 

 質疑が返還金の予算計上になっております

ので、今、再質疑があった中身については決

算の状況に踏み込まれているように思います

ので、その辺ちょっと整理をしていただきた

いと思いますが、よろしいですか。 

 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 徴収の見込みと伺っており

ますので、徴収の手法をどうするかというこ

とで、例えば、債権管理室と一緒になってや

ったらどうかという提案をしたのみでありま

すので、今、委員長おっしゃるようなことに

は触れていないと理解をしますがいかがでし

ょうか。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 今現在も、積極

的な納付折衝をしておりまして、継続的な機

会を逃すことなく、徴収の努力をしておりま

すが、既に、債権管理室とも一緒に連携をし

てアドバイスをいただいておりますので、今
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後もそのように続けていきたいと思います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、22款４項２目の雑入

の69ページをお願いします。 

 ここでは、看護師修学資金貸付返還金（過

年度分）、これも同様な案件だと思いますが、

学校を卒業されて、その前に修学資金を御利

用いただいた。ところが、この返還がされて

いない245万円ということでありますが、そ

の内容及び徴収見込みについてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 鈴木地域医療支援室長。 

○鈴木英乃地域医療支援室長 245万円の内

容につきましては、新城市看護師修学資金貸

与条例に基づき、退学等により貸与契約が解

除された場合には貸与された修学資金を全額

返還していただくことになりますが、対象者

として３名、その貸与した修学資金の総額と

なっております。 

 徴収見込みにつきましては、返還計画書に

基づきまして、令和６年度中に全て徴収でき

るものと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解をしました。 

 続いて、資料71ページに参ります。22款４

項２目であります。 

 公共補償金2,149万円の内容及び雑入とし

た理由についてお伺いをします。 

○丸山隆弘委員長 澤上消防署副署長。 

○澤上幸男消防署副署長 公共補償金2,149 

万円の内容につきましては、新城市黄柳野地

内における主要地方道豊橋下吉田線の道路改

築工事に伴う移転補償となります。 

 具体的には、既設防火水槽解体工事及び耐

震性貯水槽新設工事費として2,106万５千円、

工事に伴い支障となるＮＴＴ電柱支線の移設

費として42万５千円を計上しております。 

 雑入としている理由につきましては、他の

歳入科目の区分に該当しないため、諸収入の

消防費雑入として予算計上をしています。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解しました。 

 防火用水が道路のために収用されるという

か、施設として機能しなくなるから、その分

の補償をいただいたということで、当然、代

替施設というのは、イコール、地域の方が困

らないような施設についてお考えになってみ

るということでよろしいんですよね。 

○丸山隆弘委員長 澤上消防署副署長。 

○澤上幸男消防署副署長 代替地施設として

は、既設防火水槽の直近約10メートルの位置

に設置する予定ですので、範囲等あまり変わ

らなく住民たちが困らないような位置として

想定しています。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解させていただきました。 

 続いて、同じく22款４項２目の雑収入であ

ります。同じく資料は71ページになるかと思

います。 

 ここで、学校給食費収入ということで、１

億2,146万６千円が盛られております。この

ことについて、これを雑収入とした理由。 

 そして、ここで１つだけ質疑として入れて

ありますが、市民の大きな期待と、また、反

面不安な部分もあるということは既に御存じ

だと思います。 

 そこで、収支状況を明らかにすべく、把握

できる会計処理、公会計を適用していくとい

うことは伺っておりますが、もう少し費用対

効果が出る、そして、減価償却のものが分か

るというようなこういったものの経理として

やっていくべきではないのかなということを

感じましたが、その２点についてお伺いした

いと思います。 

○丸山隆弘委員長 菅野学校給食課長。 

○菅野裕也学校給食課長 １点目の雑入とす

る理由でございますが、地方自治法施行規則
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第15条第１項に示されております歳入歳出の

予算の款項目の区分にのっとり、教育費雑入

としたものです。 

 ２点目でございますが、保護者からの給食

費につきましては、学校給食費収入として歳

入いたしまして、学校給食共同調理場運営事

業の賄材料費へその全額を充当するように予

算を組んでおります。 

 したがいまして、給食費の処理につきまし

ては、予算・決算上においても、歳入歳出の

収支状況は明確に把握できるものと考えてお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 これは、あくまで歳入の項

目でありますのであれですが、あと歳出のほ

うでもお伺いしていくわけでありますが、や

はり大きな金額を投下している、庁舎という

ものではない。庁舎は事務機能しかなくて、

そこから、言い方悪いんですが、利潤という

ものは出てこないわけでありますが、給食施

設でありますと、やはりそれなりの資産、資

本、負債というものをしっかりとしていくと

いうことからいきますと、どうかなというこ

とでありますが、一応、地方自治法の流れの

中で、この項目を使ったということでありま

すので、あれですが。 

 多分、供用開始になってどんどん進んでい

きますと、議会からはそういった完璧な収支

を出せということが出てくると思いますので、

課として、公営企業会計の適用がいつでもで

きるような準備をしておいてはどうかという

ことでありますが、この部分は、ここまで行

きますとまた質疑内容がおかしいと言われま

すので、そういった心構えをしておいてくだ

さい。 

 必ず、議会から質疑がありますので、減価

償却は、公会計をやってませんので分かりま

せんとかいうことをお答えにならないように

していただきたいというお願いでありますの

で、先にお願いをしておきます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員、回答はよ

ろしいですか。 

○山口洋一委員 恐らく答えないと思います

ので。 

○丸山隆弘委員長 いいですか。分かりまし

た。 

 山口洋一委員の質疑が終わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳入22款諸収入の質疑を終了します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ここで説明員入替えのため､しばらく休憩

をいたします。再開を10時05分といたします。 

 

   休 憩  午前９時54分 

   再 開  午前10時05分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 歳出２款総務費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、竹下修平委員。 

○竹下修平委員 それでは、２款１項９目企

画費、施設予約システム導入事業109ページ

です。 

 ２点ございます。 

 （１）委託料（一般分）、賃借料の詳細を

伺う。 

 （２）システム導入後の継続的な維持管理

費の見込みを伺う。 

 お願いします。 

○丸山隆弘委員長 中島情報政策課長。 

○中島紳之情報政策課長 委託料（一般分）

につきましては、システム構築及び設定、導

入後円滑に運用できるようにするためのマニ

ュアル作成、職員研修などに係る費用となり

ます。 
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 賃借料につきましては導入後に毎月発生す

るシステムの使用料になります。 

 ２つ目の御質疑のシステム導入後の継続的

な維持管理費につきましては、先ほどお答え

したシステムの使用料となります。これには

セキュリティー対策に要する費用や問合せに

対応する費用なども含みます。 

 システム導入後の施設の追加や削除、内容

変更などは職員が行うことを想定しておりま

すので、維持管理費としてはシステム使用料

である賃借料のみを見込んでおります。 

 以上になります。 

○丸山隆弘委員長 竹下修平委員。 

○竹下修平委員 おおむね理解をさせていた

だきました。 

 その上で、（２）のところで再質疑なんで

すが、職員による追加、削除等もできるとい

うことで、例えば、対象、この施設予約シス

テムで管理をする事業の場所、公共施設が増

えたり減ったり、そういったところは職員に

よるメンテナンスで対応が常に可能という認

識でいいでしょうか、確認です。 

○丸山隆弘委員長 中島情報政策課長。 

○中島紳之情報政策課長 システム選定時に

そういうことが可能なものを選定することを

想定しております。 

○丸山隆弘委員長 竹下修平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、歳出２款１項７目

財産管理費、公共施設マネジメント推進事業

105ページです。 

 １、委託料（一般分）501万６千円の委託

内容は。 

 ２、新城市公共施設等総合管理計画の見直

しポイントと新城市公共施設個別施設計画

（第二期）の策定ポイントは。 

 以上お願いします。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 委託料（一般分）

501万６千円の委託の内訳につきましては、

公共施設マネジメント支援システム保守業務

管理委託として68万２千円、新城市公共施設

個別施設計画（第二期）策定等支援業務委託

として433万４千円となっております。 

 １つ目の公共施設マネジメント支援システ

ム保守業務委託は、新城市が保有する公共施

設に関する情報をデータベース化したシステ

ムについて、運用環境の保守、システム障害

への対応、施設情報のデータ更新支援等の委

託をするものです。 

 ２つ目の新城市公共施設個別施設計画（第

二期）策定等支援業務委託は、個別施設計画

（第二期）の新規策定に必要な施設の現況と

課題の整理、施設評価の実施、施設配置計画

の作成及び第二期計画の新規策定に伴う公共

施設等総合管理計画の見直しに係る業務を委

託します。 

 ２点目、公共施設個別施設計画の策定ポイ

ントについてお答えします。 

 公共施設個別施設計画（第一期）における

公共施設配置基準では、耐震性がないものや

災害の危険性があるものなど、安全性が確保

されていない施設を廃止対象とし、それ以外

の施設は避難所や地域拠点としての必要性の

有無や利用状況などにより維持または長寿命

化の対象としていますが、今後策定する第二

期計画では、現在維持の対象としている施設

も機能集約等による縮減の対象とすること、

機能集約による移転先施設を具体的に示すこ

と、機能集約により利用施設までの距離が遠

くなるといった課題を解消するための公共交

通との連携、民間施設等での機能提供で充足

するかなどを検討し、実効性のある計画を目

指します。 

 次に、公共施設等総合管理計画の見直しの

ポイントについてお答えします。 

 公共施設等総合管理計画は、公共施設個別

施設計画の上位計画に当たるため、新たに策

定される公共施設個別施設計画（第二期）の
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内容を反映した計画となるよう見直しをする

ものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 １番目から再質疑します。 

 令和６年度は、策定にかかる予算として

433万４千円でした。これ継続費として３年

で1,823万８千円の予算が組んであるんです

ね。これらは全て個別施設計画（第二期）策

定のための委託費となるのかどうかお伺いし

ます。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 ３か年の継続費に

つきましては、個別施設計画（第二期）策定

と、その上位計画の総合管理計画の見直しに

係る費用になります。 

 令和６年度については、計画を作成するた

めのデータベースというか、施設の情報等を

整理することがメインになりますが、令和７

年度以降については、地域での市民とのワー

クショップ等々の経費のほうも見込んでおり

ます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 これは、コンサルに入っ

てもらうということでよろしいですか。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 委員のお見込みの

とおりです。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 そうすると、なかなかの

予算が取ってあるということで、コンサルの

形態としては伴走型のコンサルと考えてよろ

しいですか。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 全国的に実績のあ

るコンサルを選定できるように考えておりま

して、こちらの考える最終目標30年30％に加

えて、いかに市民合意を得られるかどうかと

いうところで、いろんな手法を提案していた

だく。それから各施設の価値とか魅力ですね、

第三者としての意見も提案できるようなコン

サルを考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、２番目のところで

再質疑したいんですけど、今後、こども園の

再編計画も、こちらのほうも入れて考えてい

くと思うんですけど、学校の統廃合のほうに

向けても教育委員会と一緒に考えていくのか

どうか、ここまでやるのかどうか、お伺いし

ます。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 市の方向性として

30年30％の縮減というのを挙げさせていただ

いておりますが、学校、それからこども園等

については、利便性というか、効率のみで縮

減を進めていくべきではないと考えておりま

すので、30年30％という目標を念頭に置きな

がら、学校、それからこども園の計画を策定

していただいて、それを公共施設のほうの計

画に反映させたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 分かりました。 

 では、続きまして、２款１項９目企画費、

政策検討プロジェクト実施事業113ページで

す。 

 １、事業提案の経緯は。 

 ２、政策立案能力やコミュニケーション能

力を上げるためとの説明であったが、具体的

にどのように行うのか。 

 以上、お願いします。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 １点目の事業提案

の経緯につきましては、現在、職員の人材育

成の一環としまして、政策の企画立案に関す

る人材育成プロジェクトに取り組んでいます

が、今後は政策検討に主眼を置き、プロジェ

クトの名称を人材育成プロジェクトから政策
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検討プロジェクトに変更します。この方針転

換により政策検討プロジェクト実施事業を新

設した次第です。 

 次に、２点目の政策立案能力やコミュニケ

ーション能力を上げるための具体的な手法に

つきましては、各プロジェクトに専門知識や

技術、経験などを有する政策アドバイザーを

配置し、政策アドバイザーの助言・指導を受

けながら実践を通して、職員の能力を開発し

てまいります。 

 具体的には、民間の戦略を勉強し、民間企

業の経営感覚を兼ね備えた職員を育成します。

また、部署や世代の垣根を超えた、つながり

を持った職員を育成し、庁内組織のコミュニ

ケーションの活性化を図ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、２のほうで再質疑

します。 

 それで、来年度、見込まれる成果、ここま

ではやるというようなものがありましたらお

願いします。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 来年度の成果につ

きましては、まだプロジェクトの具体的なと

ころは今、検討中でございますので、見込み

につきましても今後の予定となっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員の質疑が

終わりました。 

 次に、３番目の質疑者、小林秀德委員。 

○小林秀德委員 同じく２款１項９目企画費、

自治体ＤＸ推進事業109ページとなります。 

 委託料（一般分）がなくなったということ

は、アドバイザーによる検討や指導が終了し

たのか伺いたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 中島情報政策課長。 

○中島紳之情報政策課長 アドバイザーにつ

きましては、来年度も今年度と同様に継続を

お願いしていく予定です。 

 そのための経費については、今年度と同様、

報償費及び費用弁償にて対応したいと考えて

おります。 

○丸山隆弘委員長 小林秀德委員の質疑が終

わりました。 

 次に、４番目の質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、お願いします。 

 ２款１項１目一般管理費の多文化共生事業、

資料87ページからお願いします。 

 委託料（一般分）、この委託の内容につい

て。 

 そして、事業達成目標と期待するその効果

についてお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 ２点、御質疑

ありましたので順にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目の委託料（一般分）につきま

しては、３つの事業について予算を計上させ

ていただいております。 

 １つ目は、ポルトガル語心理相談運営委託

料で26万４千円を計上しております。内容に

つきましては、本市の外国人市民で人口が一

番多いブラジル人に対しまして、ブラジル人

心理士がポルトガル語で心理相談や児童の教

育サポートを行うものでございます。 

 ２つ目は、多文化共生事業委託料で66万４

千円を計上しております。内容は、これまで

実施してまいりました日本語教室に加えまし

て、令和６年度からスタートする初期日本語

教室の運営、外国人市民を対象とした防災に

関する啓発や支援事業、外国人生徒と保護者

を対象とした教育相談会の開催、外国人市民

と日本人市民が相互に交流するイベント等の

開催及び乳幼児期の子育て世代の市民間の交

流事業の開催などを実施してまいります。 

 ３つ目ですけれども、生活オリエンテーシ

ョン動画の作成委託料で112万８千円を計上

しております。内容につきましては、ポルト

ガル語、ベトナム語、タガログ語、中国語、
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英語、やさしい日本語の６つの言語で、外国

人市民が日本の生活に適応ができるような動

画を作成させていただきまして、市役所の転

入手続の待ち時間等を使いまして視聴してい

ただいたり、ホームページで配信できるよう

に努めてまいります。 

 １点目は以上です。 

 ２点目の事業達成目標と効果ですけれども、

こちらは、令和６年４月から施行します新城

市多文化共生推進プランに基づきまして、多

文化共生事業を計画的、継続的に実施するこ

とで、外国人市民の日常生活における不安の

軽減を図って、国籍だとか民族にかかわらず、

日本人も外国人も地域の一員として認め合い

まして、お互いに安心して暮らせる地域社会

となるよう図ってまいりたいと考えておると

ころでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 委託料の詳細については、

確認をさせていただきました。 

 そして、目的、効果についても期待される

ものと思いますが、ここ全体で多文化共生事

業に１千万円、実は盛り込みがされておりま

す。人件費等も含めての話でありますが。 

 当初、示された主な事業の中の抜粋の事業

がありまして、資料の４ページでありますが、

ここには多文化共生事業オリエンテーション

動画ということで、令和６年度事業に143万

１千円というのがありますが、ここで示して

いる主事業の内容と、先ほど牧野課長おっし

ゃられた112万８千円は計上されているんで

すが、後のほうが全くないという87ページと

の整合性がないわけでありますが、その辺は

どうなっているのかなということでお伺いを

したいと思います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 御質疑の

143万１千円というものは、明細につきまし

ては、財政課が示していなかったといったと

ころがありまして、主な事業については、主

立った部分と言ったらいいんでしょうか、そ

の部分を説明させていただいたところでござ

います。 

 その委託料のほかのところには、タブレッ

トだとか、翻訳の委託費というのが含まれて

おるところでございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 多分、ここの４ページの主

な事業の中では、動画をつくる費用がこのぐ

らいかかるということだけを示しているとお

答えいただけばよかったんです。 

 多文化共生事業として1,000万円盛ってお

いて、主な事業の中で140万円しか使わない

というような表現をされていたので、これで

いいのかなということで確認をさせていただ

きました。 

 恐らく26万４千円とか60何万円幾らとか、

112万８千円をやって、委託をして、総額

1,000万円に、人件費とかそういうものを含

めて1,000万円かけて多文化共生事業をやる

よということで理解をすればよろしいんです

よね。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 おっしゃると

おりでございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、資料89ページに移り

ます。２款１項１目一般管理費、公共施設管

理基金積立事業であります。 

 ここで、8,880万７千円の積立金を盛って

歳出をしようという予算立てでありますが、

その積立ての目的。 

 それから、8,880万７千円の根拠について

お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 １点目、積立ての

目的になります。 

 こちらにつきましては、新城市公共施設等

総合管理計画及び新城市公共施設個別施設計
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画による公共施設の整備、更新、改修、除却

等の管理に充てるための財源確保です。 

 ２点目、積算金の 8,880 万７千円の積算根

拠につきましては、三遠南信自動車道建設発

生土受入分として 2,318 万円、普通財産の土

地賃借料収入として 2,197 万円、土地売払代

金 4,365 万７千円となっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 多分、これも条例の議案第

３号に関与して名称が変わるという部分だと

思いますが、４億５千数百万円あるお金の中

から１億 2,500 万円を旧鳳来総合支所庁舎の

解体費に使うということで繰入れをされてお

ります。 

 それで、後々にあります歳出のほうでは、

同額が費用として見ておられますが、そうし

ますと、まだ２億数千万円残っているのに、

あえて 8,800 万円積むということ、今お話が

あったように、三遠南信だとか土地代だとか

いうことでありますが、それを目当てとして、

将来、そのお金を使っていくということで、

基金に積増しをしますので、だったら最初か

ら基金に積まずして、こうこうこういうお金

をこういうところに使うということではいけ

ないのかな。 

 それから、三遠南信の発生土を受け入れる

のにお金が必要だから積み立てたということ

なんですが、発生土の受入れをするに、これ

はちょっとおかしな話なんですが、この基金

をもって払っていくという考えになるのです

か。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員、１点目、

２点目、まず合わせて質疑されてるわけです

ね。 

 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 そうです。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 まず、最初１点目

の基金の積立てについて、最初からこの事業

に使うというふうな積み方ではどうでしょう

というお話ですが、公共施設の建設、それか

ら更新、改修、除却に関しましては、旧鳳来

総合支所以外にもたくさんの施設がございま

す。 

 その状況等によって、どこのその施設を優

先的に除却等々していくかというところがま

だ明確に定まっておりません。ただ、その改

修やら除却等に係る経費というのは大変莫大

になることが予想されまして、その財源の確

保も難しいところでありますので、こうした

土地の賃貸借であるとか売払代金等々、そう

いったものを積立てをしていくというところ

で、当初から、これに使うというふうな施設

の限定は少し難しいのかなと考えております。 

 ２点目の発生土の積立てにつきましては、

公共施設の総合計画等が建設系の建物から本

来はインフラのほうの計画も含んでおります。

今現在、基金のほうは、建築物系の管理のほ

うにお金を充てることを想定しておりますが、

公共施設という範囲ではインフラも含んでお

りますので、こちらの道路の関係に関した収

入についても基金のほうに積立てをしたいと

考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山本財政課長。 

○山本浩志財政課長 財政課のほうでも、予

算編成の際にこの積立金のほうを、今まで財

政調整基金のほうに積立金として上げさせて

いただきましたけども、今後の公共施設の整

備等に費用が要するということで、次年度か

ら積立金をこちらのほうに計上させていただ

いたとしております。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 恐らく、将来に対しての積

立をしておいて、それに充てるためのものを

つくっておく、別建てで管理をしたいという

ことであるのだというふうな理解をしたいと

思います。 

 そうしますと、残高が必然的に４億
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5,000万円から１億2,500万円抜きますので、

３億2,500万円で、また４億円ぐらいになる

という、最終的にはこの基金の残高がそうい

うふうに動くという理解をすればよろしいん

ですよね。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 令和６年度予算に

ついては、委員のお見込みのとおりです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、続いて、91ページを

お願いしたいと思います。 

 ２款１項１目一般管理費、共通管理費であ

りますが、水光熱費が前年比ですごく減額を

されてます。4,700万円盛ってあったのが

2,800万円ということでありますが、これで

いいのかなということであります。 

 前回の補正ように、水光熱費余ったから別

に積み立てたという案件もあったわけであり

ますが、これは確定した数字なのか、ちょっ

とその辺をお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 通告に基づいて回答さ

せていただきます。 

 光熱水費の積算の根拠ですけれども、主に、

電気料金を今年度分、令和５年度実績を基に

積算しましたので、前年比と比べて減となっ

たものでございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解しました。 

 では、次に、参ります。 

 ２款１項１目、資料95ページをお願いしま

す。ここで、一般管理費、新城市制施行20周

年記念事業ということであります。 

 まずここで示されております総額26万２千

円でありますが、報償費20万円の内訳。 

 そして、事業内容と期待するその効果につ

いてお伺いをします。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 まず、１点目の報

償費の内容でございますけども、こちらにつ

きましては、市制施行20周年記念式典検討委

員会委員への謝礼となります。 

 具体的には、委員８名で１回当たり５千円、

計５回の会議を予定しておるところでありま

す。 

 ２番目の内容と期待する効果ですけども、

事業内容につきましては、令和７年10月に新

城市は合併して20周年となることから、記念

式典の開催を予定しております。その式典の

内容を検討するため、委員会を組織するもの

であります。 

 期待する効果といたしましては、幅広い構

成の委員で内容を検討することによりまして、

記念式典を市民にとってよりよいものとでき

ると考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 20周年ということでありま

すので、それなりのものでありますが、ここ

で、今言われた８名の委員さんに対する費用

弁償が26万２千円の内訳の主な支出でありま

す。 

 そして、委員が幅広く対応できる委員さん

だと伺いましたが、ちなみにその幅広い委員

さんはどういう方を選ぼうというお考えであ

るのか、ちょっとそこだけお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 予定しております

委員の構成でございますけども、まずは代表

区長会の方１名、それから新城市商工会から

１名、新城青年会議所から１名、新城市の学

校教育課から１名、それから新城市の若者議

会連盟から１名、それから市議会議員から１

名、あと国際交流協会から１名となっており

ます。予算上では８名となっておりますけど

も、当初老人クラブのほうを考えておりまし

たけども、御承知のとおり、老人クラブ連合

会が解散するということになりましたので、

現状は７名で考えておるところでございます。 
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○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 20周年に向けて立派な行事

が催行できるような下支えをしていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 では、２款１項６目の103ページをお願い

します。 

 ここでは、会計管理費として会計管理一般

事務経費の手数料欄を見ますと、非常に金額

があれなんですが、大幅に増えたその要因に

ついてお伺いをしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 大橋会計課長。 

○大橋健二会計課長 手数料の増額の要因に

つきましては、指定金融機関に対して支払う

振込手数料487万３千円を新たに計上したこ

とによるものです。 

 積算の内容としましては、指定金融機関の

口座への振込み１件当たり50円、その他の金

融機関の口座への振込につきましては１件当

たり150円、税込みではそれぞれ55円、165円

となりますが、これを有料化となります令和

６年10月からの半年分見込んだ額となってお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 指定金融機関にしろ収納代

理金融機関にしろ振込手数料というのがなか

なか官公庁から取れなかったという状況の中

であります。特に、金融機関、調達と運用と

いう仕組みの中で運営をしておりますので、

今はっきり言って、どこの金融機関さんもあ

る程度、調達資金をたくさん持ってても運用、

貸出しの部分で運用できないと、それだけの

利ざやが稼げないという状況の中であります

ので、じゃあ何にシフトしたかというと、ど

うしても手数料収入しか入るものはない。 

 今、コンピューター、ＡＩの進歩によって

物すごくお金がかかるということで、このも

のだと思いますので、やはりこういったとこ

ろは唐突にぽっと出すんではなくて、いろん

な中で、そういったものを見込んで基金を積

むというようなことをしておかなくてはいけ

ないのかなと思います。 

 これは、当然、かかる費用でありますので

致し方ないわけでありますが、やはりしっか

りと内容を精査して、極力お金がかからない

ような仕組みをつくられるのがいいのかな。 

 例えばですよ、いろんな口座振替をする、

資金を振り込むという場合に、分かりません

よ、これはどういう仕組みなのか他行か分か

りませんが、例えば、○○銀行○○支店、新

城支店の中で、本市がお金を100人の方に入

れてください。それは全て○○銀行新城支店

の預金者であれば、多分、手数料はかからな

いというのが内国為替取引の規定にあります

ので、そこらよく精査をしながら、やみくも

に600円だから50円で幾らだねということに

ならないような、やはり配慮も必要なのかな

と思いますが、その点についてのことは、大

変な仕事なんですが、やはりその辺は金融機

関と調整しながら対応していただくというこ

とでお願いしておきますが、その点いかがで

しょうか。 

○丸山隆弘委員長 大橋会計課長。 

○大橋健二会計課長 ただいま、委員がおっ

しゃいました内国為替制度ですか、指定金融

機関から他の金融機関へ送金する場合の銀行

間の手数料負担というのが、先ほど申し上げ

ました令和６年10月から有料化が決まってお

るということで、こちらの対象になるものに

ついては、市としても、１件150円を負担す

ることとなりました。三菱ＵＦＪ銀行内の処

理としましては１件50円ということで、今そ

ういう調整となっております。 

 その負担額を決めた上で、今後、電子化等

によって、効率化を図っていきなさいという

ような総務省のほうからの通達といいますか、

文書に基づいて進めておるところでございま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 
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○山口洋一委員 理解しました。時流という

のか、時の流れだということでありますので、

お願いをしたいと思います。 

 続きまして、２款１項８目、資料107ペー

ジをお願いします。 

 ここでお伺いするのは、車両管理費であり

ます。車両管理事業として備品購入が載って

おります。987万５千円盛ってありますが、

その内容とその使途についてお伺いをしたい

と思います。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 備品購入費の内容とい

うことでお答えさせていただきます。 

 公用車４台の更新費用になります。車両の

内訳を申しますと、軽乗用が１台、軽の貨物

が２台、軽の電気自動車１台となります。 

 使途ということですけども、使途としては

主に職員が公用車として利用するものでござ

います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解しました。 

 次、続きまして、２款１項９目についてお

願いします。 

 先ほど、後でお聞きするよといった部分で

ありますので、よろしくお願いします。 

 ここでは、企画費、鳳来総合支所周辺整備

事業として１億2,592万８千円を盛っており

ますが、これが繰入金と同額というのはどう

いったことなのかということが１点。 

 それから、資料ちょっと戻ってもらいます

と、106ページに、繰入金が、これ全体の２

億3,422万４千円の中の財源の内訳として繰

入金が、その財源として１億6,400万円の内

訳として繰入金を打たれているわけでありま

すが、これとの関連についてお伺いをしたい

と思います。 

○丸山隆弘委員長 長坂鳳来総合支所地域課

長。 

○長坂茂英鳳来総合支所地域課長 １点目で

ございます。 

 公共施設管理基金繰入金の１億2,592万８

千円と同額の理由につきましては、先ほど歳

入20款１項１目基金繰入金で、資産管理課長

が説明したとおりでございます。 

 続きまして、２点目でございます。 

 繰入金の１億 4,745 万６千円の中に、鳳来

総合支所周辺整備事業に係ります公共施設管

理基金繰入金としまして１億 2,592 万８千円

が含まれているというものでございます。 

 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 繰入金は、令和６年度予算

で盛ってあるのが13億4,500万円ほどありま

す。その中には、財政調整基金からだとか減

債基金だとか公共施設云々で、交通安全推進

の関係の1,353万２千円を含めてありますが、

今おっしゃるように１億4,700万円を、当該

の款項で歳出として入れておくということで

ありますので、残りの7,700万円ぐらいがあ

るんですが、１点だけお伺いします。 

 今回の３月定例会で２億200万円でしたか

な、２億350万円の、鳳来の関係の解体工事

アスベストとかいう工事請負契約の案件が上

がっておりますが、これとこの１億2,500万

円との整合性というのか、その辺はどうなっ

ているんでしょうかね。 

○丸山隆弘委員長 長坂鳳来総合支所地域課

長。 

○長坂茂英鳳来総合支所地域課長 今、言わ

れました２億2,000万円という予算額は、継

続費ということになってございます。２か年

度で２億2,000万円ほどになります。 

 ということで、その中の継続費ということ

ですので、令和６年度から工事着手しまして、

令和７年度にかけて工事が完了するというこ

とになってございますので、その令和６年度

中に実施する工事分につきまして１億

2,592万８千円を計上しておるということで

ございます。 
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 以上でございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 そうしますと、当該の１億

2,500万円に２億350万円を加算をしたものが

関係する現況の庁舎の解体費だとか、整地だ

とか、そういうのにかかるという理解をすれ

ばいいのか。逆に、２億300万円から引くの

か、多分２億300万円は予算に盛ってありま

せんので。 

○丸山隆弘委員長 山本財政課長。 

○山本浩志財政課長 先ほど鳳来地域課長が

説明したとおり、この解体事業２か年の継続

費となっております。令和６年度で予算化す

るのが１億 2,592 万８千円で、令和７年度に

契約金額からこの金額を減額した分を、また

予算化させていただくということになってお

ります。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 続きまして、115ページの

２款１項11目地域振興費に参ります。 

 地域集会施設整備支援事業ということで、

補助が881万円、盛られております。これを

どうしても御都合悪ければ、相手先について

は結構ですが、その相手方とその内容。 

 そして、800万円補助金を打って、それに

対する期待される効果について。 

 ２点お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 この補助事業

ですけれども、行政区や自治会が地域集会施

設を新築だとか、増改築、改修をする場合に

かかる費用に対して補助するものでございま

す。今回の申請は、全て修繕に当たりまして

18地区を見込んでおるところでございます。 

 具体的な内容でございますけれども、外壁

の塗装だとか、屋根の塗装・屋根の張替え等

外構工事に係る修繕が11地区625万円、床だ

とか床下の修繕、畳の張替え、手すりの付設

等内装工事に係る修繕が５地区で77万円、そ

の他ＬＥＤ化、トイレの洋式化の設備に係る

改修が２地区で79万円でございます。また、

緊急修繕が必要になった施設のために一応

100万円を計上しております。 

 次の２問目ですけれども、期待する効果で

すが、地域の自治活動やコミュニティ活動の

活性化を図るため、地域集会施設の環境整備

に対して支援を行うことにより、地域内のコ

ミュニティ活動の促進につながると考えてお

るところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 それぞれ外構であるとか、

内装であるとか、それから備品、消耗品と資

産、施設であるとかいうことでありますが、

これちなみに補助金をお出しするわけであり

ますが、これは例えば外壁を直すに、Ａとい

う施設が100万円かかりましたよ。そのうち

の何％は補助しますよ、残りの何％はそれぞ

れの地域で御負担をいただきたいという受益

者負担というのはあるんですか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 補助金交付要

綱に従いまして計算してまいります。 

 均等割に世帯割というものを加えた額、ま

たは施設の整備にかかる補助対象経費の３分

の１のいずれか少ない額ということで出して

おります。 

 金額については、1,500万円以内というこ

とで、出させていただいております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、それぞれ該当する地

域の集会施設の地域の方の御負担があるとい

うことで理解をすればいいということですよ

ね。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 おっしゃると

おりでございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 施設をしっかりとしていた
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だいて、地域のコミュニティをしっかり取っ

ていただく、そして、地域が明るく元気な地

域になるということを願っておるところであ

ります。 

 続きまして、資料の117ページに参ります。

ここで、２款１項12目路線バス運行費につい

てお伺いします。 

 委託料（一般分）の主な詳細内容。 

 そして、高速バス山の湊号の内訳が、実は

一本化されてると思うんです、広域幹線道路

の関係の助成金が出ているからということで、

恐らく一本化された会計の予算盛りがされて

ると思うんですが、単独で山の湊号には、委

託料がどのぐらいかかるのかということにつ

いて、２点お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 ２点、まとめ

てお答えさせていただきます。 

 委託料につきましては、Ｓバスの運行及び

整備、高速バスの運行、海老デマンドバスの

実証運行に係る委託経費として総額で１億

6,057 万円を計上しております。 

 個別で、Ｓバス北部線につきましては

1,047万６千円、西部線が878万３千円、中宇

利線が1,428万８千円、吉川市川線が864万９

千円、長篠山吉田線が822万４千円、秋葉七

滝線が822万４千円、布里田峯線850万１千円、

塩瀬線822万４千円、作手線2,578万４千円、

つくでのデマンドバスが1,595万３千円、デ

マンドバスの予約に係る委託料が349万７千

円、バス整備管理費としまして鳳来、作手合

わせて16万円、高速バスの委託料が2,437万

５千円、収入差額の清算として662万５千円、

海老のデマンドバス実証運行につきましては

798万６千円、海老デマンドに係る予約の委

託料として82万１千円でございます。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 個々の各路線ごとの提示を

いただきましたので、確認をさせていただき

ました。 

 そこで、市民の方が非常に関心を持ってお

見えになる高速バスの件であります。御利用

される方は若干増えたというような報告をい

ただいておるところでありますが、今おっし

ゃられた2,437万５千円、そして、差額精算

だと思うんですが662万５千円ということで

あります。 

 これは、令和４年度、令和５年度、そして

令和６年度予算額と比較して、どのような推

移を示しているんでしょうか。上げ気味なの

か下げ気味なのか、スライド法なのか、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 申し訳ござい

ません。手元に詳細な金額の分かる資料がご

ざいませんので、あれなんですけれども、運

行経費は上がっておりますので、人件費であ

ったりとか、燃料費の分が上がっております

ので、上昇傾向ではございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 委託業者さん、当然所有し

ている財産は減価償却してますので、その部

分だけは減っていくんだと理解します。そし

て、前々から実は申し上げてきたんですが、

地域幹線になったから、これ一緒にしてるよ

というような、いつも御答弁いただくんです

が、やはり、市民からのいろんなお話を伺う

中で、我々議員も高速バスはさてどうなのか

なっていうときに、一緒になってるから分か

りませんということは答えにくいんですよね。 

 だから、これをやはり通常の路線バス、Ｓ

バス、デマンドバスと高速バスと分けていた

だいたほうが、我々が説明責任として果たす

材料になると思うんです。今、恐らく

2,437万５千円かかりますよといったところ

で、じゃあ内訳どうなのといったら、また困

るんですよね。 

 だから、毎年毎年この分は申し上げてると

思うんですが、以前のように別建てをしてい
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ただけるということをお考えになぜならなか

ったのかなということだけをお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 予算の事業の

組立ての中で、バスの運行に関わるものと、

公共交通計画を推進していくバスの運行に直

接関わるというものではなくて、いわゆる計

画であったりそれを推進していく部分のもの

と分けさせていただいたという形でございま

す。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 あまり不明瞭なものである

と、非常に市民の皆さんに不信感を抱かせて

しまうということはないのかなという観点で

ありますので、やはり、これも先ほどの学校

給食ではないんですが、我々議会としてそう

いう提示を求めた場合には、高速バスについ

てはこうなんですよ、こうなんですよ、過年

度からいくとこうなんですよ、当初計画をし

た2,400万円に対して、さらに600万円ほど払

いますよというようなことのやっぱり明確な

回答がすぐできるような準備をしておってい

ただく必要があると思いますので、業務多忙

の折、そういったことはなかなか大変だと理

解をしますが、そういった御準備をいただい

ておけば幸いかなと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 続きまして、賦課徴収費に移ります。２款

２項２目、149ページでお願いします。 

 ここでは、固定資産税の家屋全棟調査とい

うことであります。委託料の詳細の内容及び

予定される委託の相手先、ちょっと相手先は

すぐには難しいと思いますが、お願いしたい。 

 そして、それに期待する効果についてお伺

いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 佐藤税務課長。 

○佐藤浩章税務課長 １点目の委託料の内容

及び委託先ですけれども、固定資産家屋全棟

調査事業につきましては、令和６年度からの

新規事業として計上しておりまして、内容と

しましては、家屋課税台帳と現地で照合が取

れていない家屋の調査を行いまして、既に取

り壊されている家屋や増築、それから、未調

査等によって課税漏れとなっている家屋を特

定しまして、現地において家屋評価を行う業

務でございます。この現地調査の部分を業務

委託する予定です。 

 予定される委託先ですけれども、補償コン

サルティング業務を行っている事業者を想定

しておりまして、本業務と同様の事業実績が

他市等でございますので、そういった事業者

を選定する予定でございます。 

 ２点目の期待する効果ですが、令和８年度

まで３年間で市内全域を調査する予定でござ

います。この事業を行うことによりまして、

これまで既に課税されている所有者の方との

公平性を担つことができることと、適正な固

定資産税の賦課事務を行うことができるとい

うことが効果でございます。 

 また、課税漏れとなっている家屋を、今回

評価することになりますので、今後この面の

固定資産税がさらに追加されるということで、

多少ですが増加が見込まれる予定でございま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 しっかりとした課税をとい

うことでありますし、優れたコンサルティン

グが入ってやっていただけるということであ

りますので、調査漏れのないように、また公

平な評価をしていただきたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ここで､休憩を取りたいと思います。11時

10分まで休憩とさせていただきます。 

 

   休 憩  午前11時02分 

   再 開  午前11時10分 
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○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き、質疑

を行います。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 次に、５番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、お願いします。 

 第20号議案、歳出の２款１項１目一般管理

費、ニューキャッスル会議共同声明実現事業

89ページ。 

 期待する効果を伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 それでは、お

答えさせていただきます。 

 令和６年度のニューキャッスル会議共同声

明実現事業では、これまでに引き続きグロー

バルな社会で活躍できる人材を育成すること

を目的に、主には高校生海外派遣を実施して

まいります。 

 近年では、ニューキャッスル・アライアン

ス会議の中でも、若者同士の交流は重要な施

策として位置づけられておりまして、加盟都

市間での若者交流を受け入れる体制が構築さ

れてきております。異国の同世代の学生と交

流しまして、自分のまちや学校について積極

的に意見を交換することで、他国の文化だと

か、伝統、生活習慣を知り、生きた英会話を

体験しております。英語に触れることができ

まして、生徒の夢を抱くきっかけづくりを担

う事業となっております。 

 こうした経験が、グローバルな視点で活躍

できる人材の育成や、国際間交流や協力の活

性化につながると期待しておるところでござ

います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 グローバルな視点から社会

に貢献するということは理解できるんですが、

これもう1998年頃から見ますと26年間ぐらい、

このニューキャッスルにかかる、先ほどあり

ましたけど、外国との多文化共生というのも、

今回出てますが、４つの目的があったという

ことですが、文化、観光、教育、経済、この

ことの効果があまり出てないんじゃないかと

いう声が市民からあります。 

 この４つの文化、観光、教育、経済につい

て、どのような今までの成果を見て、次の効

果を狙っているか伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 主に教育の点

のところが多く、高校生海外派遣のところで

は効果は生まれてきてるかと思います。 

 近年では、高校生のビデオ交流だとか、あ

るいはオンラインの英語レッスン、中学校の

ビデオ交流、そういったところで教育のほう

について、他国を知ることによって自分も外

国へ訪れてみたいというような子どもたち、

中学生や高校生の育成につながっておるかと

思います。 

 それから、経済につきましては、実際のと

ころは、もう地元の企業とドイツの林業関係

のところとつながりがあったりだとか、過去

にはイギリスの研修生が市内の企業に実習生

として見えたりしておるというところが挙げ

られるかと思います。 

 そういったところで、大きな効果というの

はなかなか見えづらいんですけども、少しず

つ広がりを持ってきておるのかなと考えてお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 市民の中からは、これはお

祭り気分がまだ続いてるんじゃないかと。こ

の前は、市長が行かれたチェコ、これ観光で

ビールがおいしいとこなんだそうなんですが、

今年はモンテネグロ、よく私、分からないん

ですが、こういうところに、高校生とか中学

生も海外を知るのは大事なんですが、今、グ

ローバル社会と言われてますけどインターネ

ットで用は足りるというところを、私すごく

感じるんです。 

 先ほど、ビデオはオンラインでって、英語
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って言いますけど、今、英語だけではない、

多国籍な人が多くなってるもんですから、も

う少し異なる文化、習慣が、そういうものか

ら、新城市のためになる、効果を狙うような

ものをもう少し考えていただきたいと思いま

すが、４つの効果だけではなく、何か物すご

く期待できるというところは、今のところ考

えておられますでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 おっしゃると

おり、ウェブだとかいったところでつながり

を持ってというところが、昨年、その前から

コロナ禍もあったりした関係で大事だといっ

たところは見えております。 

 ただ、今回高校生を派遣するに当たっては、

やはり生の体験といいますか、このモンテネ

グロにおきましては、母国語が英語ではござ

いませんけれども、お互いの自分のまちだと

か風習、習慣だとか、文化というものを一生

懸命英語を使って会話することで、英語教育

につながっていくということを考えて、今年

度につきましてはこの高校生海外派遣を考え

ておるところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、次、行きます。 

 ２款１項８目車両管理費、車両管理事業

105ページ。 

 先ほど、山口委員の質疑で、購入する車の

ことが４台分かったんですが、この中の公用

車のＥＶ化の必要性があるということで、１

点ありますけど、この点お願いします。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 それでは、公用車で１

台、電気自動車を購入していく予定だという

視点で回答させていただきます。 

 今後、自動車が電動化をしていくという大

きな流れがございます。この中で、今後の電

気自動車の必要性を検討して我々計画してい

くためには、実際に職員に電気自動車を体験

してもらうということが大変重要だと考えて

ます。そのためにも、複数台の所有が必要で

すので、今回１台を予算化するというもので

ございます。 

 また、電気自動車に関しましては、本年１

月１日の能登半島地震の被災地においても、

一部地域で停電が続く中、自動車メーカーが

避難所へ電気自動車を派遣しまして非常用電

源として活用しているという事例もございま

すので、市としても、災害発生時の備えとし

ても電気自動車というものが活用できると考

えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 環境への理解が深まってい

る現在なんですが、ＥＶ、電気充電して使う

んですが、最近よく見ますが、新城市でも軽

のＥＶを随分前から使っておりますけど、で

は環境とかいろんな問題を考えてこのＥＶの

自動車ですね、今まで新城市で活用されてき

たことを、これと同じような効果が見込まれ

るというわけでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 現在、市役所の行政課

が管理してるものの中には、ＥＶは２台あり

まして、１台はちょっと大変古いものになり

ますので、現実ちょっと使うのが難しくなっ

てくるのかなと思います。 

 そういった意味で、新たに２台を入れて、

今までと同じように電気自動車として活用し

ていきたいと考えております。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 今、世界的にＣＯ２削減の

件は分かるんですが、このＥＶ、果たしてＣ

Ｏ２削減に役立っているのかという点から見

ると、今回の災害でも使うという話もありま

したが、喫緊では冬の大渋滞では使えないと

いうことがありました。 

 ですから、このＥＶは公用車ですけど、市

内全般を回る近距離のところを使うというこ
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とで使われるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 電気自動車の使い道で

すけれども、基本的には、行政課で各課に貸

し出しております公用車ということで使いま

すので、皆さん乗って経験していただいても

らって、どういうように使うのが一番いいの

かというのをそれぞれ職員が知って、それに

合った使い方をしていただくというのが一番

いいと思って考えております。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長、先ほど、

２台の購入ということで回答を述べておられ

ましたが。 

○松井哲也行政課長 すいません。購入数、

私が多分間違えて発言したと思います。今回、

購入するのは、ＥＶは１台です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、次の２款１項９目企

画費、鳳来総合支所周辺整備事業については、

山口委員からの説明で理解できましたので、

これは取り下げます。 

 次の２款１項９目企画費、ふるさと納税推

進事業109ページ。 

 期待する効果と計画内容を伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 ふるさと納税推進

事業の効果及び計画でございますけれども、

令和６年度は、新たに楽天ポータルサイトの

導入を予定しておるところです。このポータ

ルサイトは、近年、全国的に寄附者の方が利

用される人気の高いサイトでございますので、

このポータルサイトを通じた本市への寄附額

の増加を期待をしているというところです。 

 令和６年度の当初予算における寄附金の受

入額につきましては、この楽天ポータルサイ

トによる寄附が令和６年度寄附全体の約30％、

1,500万円、これまでのふるさとチョイスで

あるとか、さとふる等で約70％の3,300万円、

合計で4,800万円の寄附額を見込んでいると

いうところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 新城市のふるさと納税は、

一般質問でありましたように、かなり少ない

と。これ、企画ですから、もう少し目新しい

ものをつくっていただかないと、どんどんお

金が出ていっちゃうという、そういう話があ

りました。 

 また、企業版ふるさと納税を活用したドロ

ーン・リバーというの、後でドローン・リバ

ー出てくるんですが、この企業版ふるさと納

税を活用したというのは、これを同じように

期待する効果というところはどのようなお考

えでしょうか伺います。 

○丸山隆弘委員長 今のは答弁の中には入っ

てないんですけれども、再度、確認お願いし

ます。 

 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 すいません、これ書き忘れ

たんですけど。 

 中、読みましたら、要は物を売るだけじゃ

なくて、企画もの、特に新城市のいいところ

を紹介するとか、自然を守りたいとか、そう

いうものが結構いろんなとこありました。 

 例えば、最近ですと一日設楽町長というの

がテレビで取り上げられたんですが、物を売

るほうばっかりに頭が回ってて、鳳来牛とか

そういう商品に力を入れ過ぎているような点

があるんですが、ふるさとですから、物を売

り買いするだけじゃなくて、新城市から出て

行った人たちのために何か企画をしてほしい

と思うんですけど、そのような期待するよう

な計画、お考えがあるんでしょうか、伺いま

す。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 令和６年度の計画

している内容ということで御答弁させていた

だきます。 

 令和６年度につきましても、これまでと同

様になりますが、今、山田委員が言われた企
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画ものという、いわゆるふるさと納税の返礼

品の中では、旅行型というものだったり、体

験型というものだったり、新城市にお越しい

ただいて、新城市でいろいろ経験、体験して

いただくという、そういったものを返礼品と

して、新城市としても幾つか用意しておりま

すので、そうした返礼品を選ぶ方というのも

一定数おりますので、そうした部分の返礼品

につきましても今後さらに増やしていきたい

なと、そんなような計画をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 ふるさと納税、頑張ってア

イデアを出していただきたいと思います。 

 では、次に行きます。 

 同じ２款１項９目企画費、若者が活躍でき

るまち実現事業111ページ。 

 事業の内容と期待する効果を伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 それでは、御

答弁させていただきます。 

 若者が活躍できるまち実現事業の主な内容

は、３つの事業となります。 

 １つ目は、若者議会の運営に関する事業で

す。第10期若者議会の開催や若者議会のホー

ムページの維持管理、年度末の第11期若者議

会の委員募集などの経費507万７千円を計上

しております。 

 ２つ目は、若者総合政策の実施に関する事

業でございます。若者チャレンジ補助金、

25歳成人式開催補助金の実施などの経費

130万円を計上しております。 

 ３つ目は、第９期若者議会からの答申に基

づき実施する事業でございます。今年度答申

のありました農業、若者議会、まちづくりに

関する３つの提案された政策を実施するため

の経費として395万６千円を計上しておりま

す。 

 期待する効果といたしましては、若者自身

がまちづくりの主体であるということを認識

し、市の文化や歴史、地域の課題について知

り、考えながら、若者目線の政策を考える中

で、若者自身の成長、本市への愛着心、まち

づくりの意識が醸成されまして、自主的に取

り組む活動へつながることを期待しておると

ころでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 市民の中からは、若者議会

とか企画しているものに疑問な点も結構ある

んですね。 

 先ほどの農業の点については、これはいい

視点で、議会議員との交流の中で、その農業

の点について着目していただき、以前も有機

農業とかいろんな農業についてのお話があっ

て、大変有意義な考えもあったんですが、そ

の新城市に愛着を持つような企画があまりな

くて、どうも今までは何かを買って物をつく

るとか、物を置くとかそういうのが多かった

もんですから、先ほど言った愛着が持てるよ

うな企画のことについては、今後期待すると

ころですけど、いかがでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 若者の提案す

る政策につきましては、若者自身が考えて地

域のことをいろいろ考えてくださっておりま

す。その中で、地元を何とかしようだとか、

何とかこういうふうにしたいというようなと

ころがありますので、事務局当局としまして

も、愛着心を持つために、自分たちで何とか

しようとかいう、自主的な取組というのか、

そういったものを育てるような活動を今後期

待したいと考えておるところです。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 新城市の将来を担う若者が、

課題等の解決をしっかり考えていただきたい

と私は思います。せっかく新城の空気のおい

しい、自然の多いところに、先日の一般質問

でもありましたけど、大きな風車が建ってし

まうようなことがないように、若者たちにも
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新城市のことを考えていただきたいと思いま

す。 

 では、次に入りたいと思います。 

 ２款１項９目企画費、東三河ドローン・リ

バー構想推進事業111ページ。 

 事業の内容と期待する効果を伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 事業内容について

ですが、東三河ドローン・リバー構想推進協

議会への負担金となります。 

 この東三河ドローン・リバー構想推進協議

会につきましては、新産業の集積を図り、地

域経済の活性化と課題解決に取り組むことを

目的に、令和２年８月に発足をして、令和６

年度は５年目を迎えるということになります。

地域の経済活動を支える多様な団体と行政が

一体となった官民連携事業であるとともに、

豊川市と新城市による自治体間連携を行って

いる協議会でございます。 

 令和６年度につきましても、実証実験の実

施であるとか、その成果を踏まえまして、ド

ローンの社会実装モデルの構築を推進してい

くこということであるとか、企業の事業拡大、

それから新規参入に資する情報提供をさらに

進めていく予定でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 このドローン・リバー構想

には、代議士も先頭切って入っていて、豊川

市、新城市もいろいろ大いにやっていただき

たいと思うんですが、推進はしてるんですが、

実際、地域の活動とか自治体とか企業との将

来性について、具体的にどのような会議がさ

れて、期待を持たれておりますでしょうか、

伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 この協議会につき

ましては、協議会が関連したものとして、例

えば新城市におきましては、新城市域内を実

証実験の場所として、令和５年度につきまし

ても実証実験を数回行っております。 

 令和６年度につきましても、同様に実証実

験の場所として新城市内の場所を提供しなが

ら、協議会に参加している事業者さん等が行

う実証実験に、市としても支援をしていきた

いなと考えておるところです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 結構大きなドローンだった

と思うんですが、災害とかそういう復旧や、

遭難者を助けたりするのに使えるというふう

に、非常に期待しているところです。 

 その中で、先ほどちょっと先に勇み足で言

ったんですが、ふるさと納税を活用したドロ

ーン・リバーって書いてあったもんですから、

いろんな人たちからの協力を得ているんです

が、こういうところを活用したドローン・リ

バーとして市民に周知されておりますでしょ

うか。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 先ほど、山田委員

がおっしゃられた企業版ふるさと納税である

とか、それにつきましては、豊川市にも新城

市にも、企業版ふるさと納税制度を活用した

寄附というのをいただいておりまして、それ

ぞれホームページで、寄附いただいた金額だ

ったり、事業者名だとかというのを、了承を

得て掲載をしておるという状況で公開をさせ

ていただいておりますので、そちらを御覧い

ただければと思います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 ちょっと不勉強ですいませ

んでした。 

 では、２款１項９目企画費を続けて、元新

城東高等学校用地管理事業113ページ。 

 管理事業の内容と今後の予定について伺い

ます。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 管理事業の内容に
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つきましては、現在、スポーツ開放を行って

いるグラウンドの草刈りが主な内容です。こ

のほかにフェンス等に巻き付いたつるの除去

やグラウンド周辺における樹木の剪定を行う

予定です。 

 今後の予定につきましては、４月１日に愛

知県教育委員会と単年度契約である元教育施

設管理運営委託契約を締結し、今年度に引き

続きスポーツ開放を行います。 

 また、グラウンド等の環境整備といたしま

して、年度当初に草刈り等の業務委託を発注

し、状況に応じて年３回の草刈り作業等を実

施する予定です。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 この管理事業、前回予算の

ときもいろいろ問題があって、大分追及され

たと思うんですが、学校の用地を使うという

のはみんな望んでいることかと思います。ス

ポーツ開放が少し遅かったもんですから、草

刈りをしないとグラウンド等も使えない状態

になっていますが、現在、体育館がいろんな

点では問題がありますが、早く使わせてほし

いという話があるんですけど、委託業務先と

の調整というのは、今後どのような方向に向

かわれておるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 山田委員、管理の面での

委託先への来年度の計画ですね。 

 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 はい。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 令和６年度の管理

の委託先につきましては、市内の造園事業者

等を考えておりまして、体育館等とは関わり

がございませんので、そういった状況でござ

います。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 分かりました。ちゃんと使

えるように契約していただいて、早く市民に

開放していただきたいというのが希望です。 

 次、２款１項９目同じ企画費で、移住定住

ＯＳＩ事業113ページ。 

 移住促進等の期待する効果を伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 移住促進等の効果

につきましては、今年度に引き続き、インス

タグラムで本市の魅力発信や東京都での移住

イベントに参加をし、シティプロモーション

を行うことによりまして、観光等で本市に来

訪いただく関係人口の増加を期待していると

ころです。 

 移住につきましては、強制をするというも

のでもございませんので、まずは本市に来訪

いただいて、本市を好きになって、その先の

移住へとつなげてまいりたいと考えています。 

 また、移住者の増加により、地域の活性化

と地域の担い手確保といった効果も期待をし

ているところです。 

 また、移住者が次の移住者を呼び込むとい

った流れも生まれておりますので、長期的な

施策として今後も積極的にシティプロモーシ

ョンを行ってまいります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 新城市、人口が減って、水

道料金も上がって住みにくい、税金も高いと

か、市民からそういう声があるんですよね。

でも、東京とか名古屋とか大阪からは、移住

してる、そういう希望があるということで、

ポータルサイトも使われているということで、

このポータルサイトを活用していただく時代

になったと思うんですが、実際、問合せ等は

前からあるかと思うんですけど、今後増えて

いくという考えがありますでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 やはりこのポータ

ルサイトというか、令和４年度に、定住促進

係というのを新設をしまして、ポータルサイ

トとかインスタグラムを開設して、これで１

年と少しになるわけなんですが、移住に関す
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る相談というのは、問合せも非常に多くなっ

てきておるというのが、現状でございます。 

 その中で、例えば、住む場所を探すのにち

ょっと市役所に相談したりとか、そうした窓

口として、こちらの定住促進係が新城市では

窓口としていろんな情報を集約して、まずは

ここに聞いてくださいということをＰＲして

おりますので、今、企画調整課にございます

けれども、そちらを窓口にいろいろな移住定

住に関する問合せを受付をして、新城市にお

越しいただけるようなことを支援していきた

いと考えているところです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 よくあるのが、街で住んで

て、大きな会社を退職してゆっくり余生を送

りたいということで、名古屋市から作手に引

っ越してきたり、神奈川県から作手、環境の

いいところに来たりするんですが、若い人で

すと５年くらいで出ていく人が多いというこ

とをよく聞きます。 

 これは、思ったより生活しにくいとか、古

民家が思ったよりお金がかかるとか、いろん

なそういう細かい点もあるんですけど、いい

とこだけ宣伝するだけではなく、特に田舎は、

うちのほうもそうなんですけど、人間関係が

難しかったり、いろんな点も多いと思います。 

 このポータルサイト上では、この宣伝だけ

ではなく、実際の住んでる人のお話とか、心

配事とかそういうものを、ある程度把握され

ておりますでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 移住定住のポータ

ルサイトのほうにも、実際にその辺り正直な

本市の魅力といったらいいでしょうか、包み

隠すことなく、地域でのことも正直にこうい

うことがあるよということでお話をさせてい

ただいておりますし、移住された方のそうし

たインタビューも実際にサイトのほうには掲

載をさせていただいておりますので、そちら

を御覧いただいたりすれば、参考になるのか

なと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 本当に、新城市にたくさん

の人が来てほしいんですが、先日も住んでい

る近くに大量の太陽光発電パネルができて、

もうせっかく移住してきたのに嫌になっちゃ

うという若者がおったもんですから、また、

余生を暮らしたいということで、せっかく移

住してきたところに、200メートルの高さの

風力発電所ができちゃうとか、そういういろ

んな課題があるもんですから、少しずつ解決

して、移住定住を強行に進めていっていただ

きたいと思います。 

 では、２款１項11目地域振興費、めざせ明

日のまちづくり事業115ページ。 

 補助金の算出根拠をお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 それでは、こ

の補助金の400万円という金額についての算

出根拠になりますけども、令和５年度の実績

を参考に算出しておるところでございます。 

 令和５年度の実績がコミュニティビジネス

創業事業の枠で２件172万２千円、広域課題

解決型の事業、この枠が６件で219万１千円、

合計で391万３千円でしたので、400万円を計

上させていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 やる気のある人が新城市を

つくるということで、市民自治の点からも活

動していただきたいと思いますけど、先ほど

のコミュニティビジネスでしたね、これは具

体的にどんなビジネスがあったんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 山田委員、これ予算の質

疑でありますので、どういうふうな算出根拠

のところですね、そこを確かめたいわけです

か。 

 山田辰也委員。 
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○山田辰也委員 そうです。 

 このめざせ明日のまちづくりですね、前か

ら時々話があるんですけど、起業したいとか、

ビジネスをしたい人も分かるんですが、使い

方については活動交付金のときもこの話があ

ったもんですから、この補助金の算出根拠で

すが、活動交付金のほうとは重なるようなこ

とはないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 めざせ明日の

まちづくりのほうの補助金と交付金の違いと

いう形のお答えになるかもしれませんが、め

ざせ明日のまちづくり事業のほうの補助金の

払い方ですけれども、そちらを説明させてい

ただきますと、もちろん市のほうの予算で定

められたところで払わせていただくんですけ

ども、広域課題解決事業につきましては、補

助率10分の10のものに対して、上限50万円と

いう形でお願いしておるところです。 

 逆に、コミュニティビジネス創業事業につ

きましては、これは向こう５年の中での話に

なるんですけども、１回目が補助金10分の９

のものに対して上限100万円、２回目が補助

率３分の２のものに対して上限80万円、３回

目が補助率３分の１のものに対して上限40万

円というような形で交付をさせていただいて

おる内容になります。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 理解しました。 

 まちづくりが自治からスタートして、市民

がつくっていただくのは大変期待しておりま

すので、次の質問にいきたいと思います。 

 ２款１項11目地域振興費、地域集会施設整

備支援事業115ページ。 

 どの地域のどのような整備でしょうか、伺

います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 御質疑のあり

ました内容につきましては、先ほど山口委員

のほうからも質疑ありましたけれども、今回

18地区ということで見込んでおります。 

 先ほどは、地区別ということでは申し上げ

なかったんですけども、大きく新城、鳳来、

作手という形で分けさせていただいてお話し

させていただきますと、新城地区が10地区、

鳳来地区が４地区、作手地区が４地区という

ような内訳になりまして、具体的な整備内容

は、先ほど山口委員の答弁のところと一緒で

ございますので省略させていただきます。よ

ろしくお願いします。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、次お願いします。 

 ２款１項12目路線バス運行費、公共バス運

行事業117ページ。 

 １、デマンドバス運行による利便性等の期

待する効果の内容を伺います。 

 ２、高速バス事業名がなくなりましたが、

令和６年度の計画と乗客予定数を伺います。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 では、１点目、

デマンドバス運行による利便性等の期待する

効果でございます。デマンドバス運行につき

ましては、決められた場所を、決められた時

間に走行し、利用者がそれに合わせるという

スタイルの定時定路線型の路線バスに対しま

して、利用者があらかじめ予約した上で利用

することによりまして、指定された場所から

目的地まで、利用者のニーズに合った運行が

できることが最大のメリットでございます。 

 海老地区につきましては、定時定路線であ

った四谷千枚田新城線の廃止代替路線となり

ます。四谷千枚田新城線は、バス停までの距

離が遠く、利用しづらいバスであったと思わ

れます。起伏のある海老地区の方にとりまし

ては、小回りの利く乗用車タイプの車両で御

自宅のそばで乗降できるようになりますので、

利便性が向上するものと考えております。 

 ２点目につきましては、運行計画につきま

しては、令和５年度と同様の運行計画を予定

しております。予定乗客数といたしましては、
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今年度以上の成果を目指して利用促進を行っ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 大分前からよく聞くんです

けど、市内の決められたところから乗るバス

ですね、千郷地域でも少し予約という形で変

わったんですが、いまだ利用客が少ないのが

現状です。 

 そして、市民からお金を使ってるのに空気

だけじゃないかとこういう言われ方をしてい

るもんですから、このデマンドバスの利点が

すごく今、説明で、利用者本位でメリットが

高いと。でもこれ思ったんですが、民間路線

と重なるところについては、例えば、千郷地

域だと路線が重なるようなところは、これは

採用、今後の期待はできないんではないかと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員に申し上げ

ます。 

 １番はデマンドバスの関係の質疑内容にな

っております。民間との競合についての質疑

はうたってありませんので、よろしくお願い

します。 

 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 随分前に、四国中央市に行

ったときも、民間の路線と重なるからこうい

うデマンドバスとかデマンドのタクシーの運

行ができないということをちょっと聞いたも

んですから、この大変利用性が高い、期待す

るところを、少し聞こうと思ったんですが、

その点については質疑通告してないもんです

から、今後、利用者本位で使っていただくと

いうことを期待したいと思います。 

 ２番目の再質疑に入りたいんですが、山口

委員の質疑の中でもバスのことがあったんで

すが、これいつも話に出るんですね。今回は

2,430万円、662万円の差がまた出てくるから

ということですけど、もともとこれ地方創生

からスタートしたもので、もう８年目をそろ

そろ迎えると思います。下江市長が立候補す

るときも、高速バスには課題があるから一度

検討したいということを期待しておったんで

すが、現状も走らせているということで、見

直しについて、そろそろ考える頃だとは思う

んですが、市民の中からはやめたほうがいい

とか、市内のバスに力を入れろとか、デマン

ドバス、デマンドタクシーに力が入らないの

かと、こういう意見があります。 

 また、ＣＯ２の削減の点からも、なかなか

事業の成果の評価が高いということは私は思

っていませんが、そこで思ったのは、このバ

ス、そろそろ10年ぐらいたちますと、減価償

却も終わって、そろそろ走行キロ数も200万

キロとか250万キロになると思うんですけど、

このバスをもしこのまま続けていく事業であ

るならば、その点は委託先との調整というの

は、今後どのような調整をするんでしょうか、

伺います。 

○丸山隆弘委員長 山田委員、質疑の中に整

合性がないんですけれども、令和６年度の計

画及び乗客予定数ということで、先ほど答え

ていただきました。それに対しての再質疑を

お願いします。 

 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 計画はもうずっとやってき

てるんですが、またあの目指した人数が当時

16人だったのが、現在500円の半額にしても

まだ増えてないんですね。この計画について、

見直し等はどのようにされているか、伺いま

す。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 高速バスの利

用者数につきましては、地域公共交通計画の

中でもうたっておりまして、実際に、利用者

自体は例年増えておる状況でございます。 

 ちなみに、令和４年度から今年度、令和５

年度につきましても現時点で２千人ぐらい増

えておるような形でございます。来年度につ

きましても、さらにそのぐらい増えるように
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努力したいと思っております。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 それが一番なんですが、そ

ういえばジブリパークの構想とか、それとの

関連性で乗客数を増やすような計画もこの中

に入っておりますでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 新年度の計画という立場

から答えていただけますか。 

 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 ジブリパーク

等につきましても、長久手市と協力しながら、

こちらから長久手市に行く、それから、逆に

長久手市からもこちらに来ていただけるよう

な協力をしながら、乗車数の増加に努めたい

と思ってます。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 どんどん人が増えてくれる

ならいいんですけど、見た目に減ってるとい

う意見もあったもんですから、頑張っていた

だきたいと思います。 

 では、２款１項16目地域自治区費、地域自

治区運営事業121ページ。 

 非常勤特別職の人数と報酬の内訳を伺いま

す。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 非

常勤特別職の人数と報酬の内訳につきまして

は、地域協議会委員が協議会等に出席した場

合の報酬で１回当たりの報酬額は３千円です。 

 内訳としては、地域協議会で委員237人、

856万２千円、地域協議会分科会で委員122人、

175万８千円、地域協議会会長会議に会長

10人の２回出席で６万円、地域協議会連絡会

議会長・副会長20人の２回出席で12万円です。 

 地域協議会及び分科会は、自治区によって

開催回数が異なりますが、地域協議会は、お

おむね月１回、分科会を設置している自治区

は４地区でおおむね３回から４回の開催で計

上しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 私も副区長やったりして、

区長の話を聞きまして、出ても何を言ってる

か分からないというのが現状だそうです。１

年２年やるとこの内容が把握できるんですが、

行って座ってるだけで３千円って、そういう

言い方はよくないんですが、実際そういう方

が多いと私も感じるんですね。 

 この報酬のことについては、話合いは、今

まで区のほうでも当然報酬があるもんですか

ら、市民自治の視点から考えますとボランテ

ィアとまでは言いませんけど、この報酬のこ

とについてのそういう話は今までなかったで

しょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 ３

千円の額につきましては、非常勤特別職とい

うことで条例に定められた額でお支払いされ

ております。 

 協議会の中で、そういった報酬について言

及されたということは、私としてはまだ認識

しておりません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 分かりました。報酬が欲し

くて出てるわけではないそうなんですけど、

なかなか区長さんたちも仕事が忙しいもんで

すから、そういうふうになってるなら仕方な

いところだと思います。 

 では、次の２款１項16目地域自治区費、地

域自治区地域活動交付金事業123ページ。 

 令和６年度事業目標は。伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 地

域活動交付金は、地域の課題解決や地域の活

性化のために、市民が主体的に取り組む活動

団体を市が資金的に支援するものです。 



－35－ 

 この制度を通して、地域で活動する人や団

体が増え、育成につながることを目標として

おります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 地域の活動のために頑張っ

ていただく人たちを助けるということで、非

常に、過去には問題がありましたが、これ、

いいことだと思っています。ただ、一度市民

から相談があったんですが、計画を組んで、

みんなも喜んでいただけると思ったところ、

活動交付金事業の算定でいろいろ細かいこと

で通らなかったという話があったんですよね。 

 どんどん活動をやっていただきたい中で、

審査会はあるんですが、その審査会の中でも、

もし審査で落ちても内容を変えて採用をして

いただけるような、そういうようなことをや

っていただきたいと私は思うんですけど、一

度活動交付金事業の審査落ちると、なかなか

出せないというんですけど、その辺はある程

度間口を広くしていただきたいとは思うんで

すけど、そういう話もなかなかされていない

ような感じですけどいかがでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 地

域活動交付金は、地域課題を解決するために

地域の活動団体や地域の方たちがいろいろ考

えてチャレンジするための支援金としてお支

払いしておりますので、ただ税金をやっぱり

使うという点で、いろいろな点で制限や何か

は当然かかってくるとは思いますけれども、

より活動団体の方や地域の方が活用しやすい

ような制度に、これから地域の方たちと一緒

に考えていく必要があるとは考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ここで休憩を取りたいと思います。再開は

１時からにさせていただきます。 

 

   休 憩  午後０時01分 

   再 開  午後１時00分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 次に、６番目の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、質疑通告に従い

まして質疑を順次、行っていきたいと思いま

す。 

 歳出の２款１項１目一般管理費、ニューキ

ャッスル会議共同声明実現事業で、89ページ

になります。 

 180万９千円の主な内容を伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 それでは、

180万９千円の主な内容でございます。 

 ニューキャッスル会議共同声明実現事業に

係る内訳につきましては、高校生海外派遣に

係る市職員の１名分の旅費40万円、それから、

高校生海外派遣に伴う委託料50万円、海外派

遣に参加する者10名分の補助金として50万円、

それから、ニューキャッスル・アライアンス

交流に係る委託料として、こちらは８万１千

円、ニューキャッスル・アライアンス加盟都

市負担金及び送金手数料等で32万８千円を計

上しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。180万円の

内訳等を言っていただき理解をいたしました。 

 今回は、主に高校生の海外派遣がメインの

ところかなと思うんですが、こちらのほうは、

職員が１名同行ということと、あと高校生は

10名、旅費のお金が出るということなのかな

と思うんですが、ここら辺の負担率というか

高校生は10人行きますよといったら10人、持

ち出しがなく市から出して行ってもらうとい
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うような想定なのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 参加の内訳を

簡単に説明させていただければよろしいでし

ょうか。 

 今、１名の市職員の随行という形で御説明

させていただいて、高校生は10名を予定して

おります。この事業につきまして、国際交流

協会と共同事業でやっていきたいと考えてお

りますので、職員としては、協会の職員も１

名お願いして、トータルで12名を想定してお

ります。 

 今、ここで上げておるものにつきましては、

旅費と委託料だけになりますので、実際のと

ころは、高校生の派遣に係る分については各

御家庭のほうで負担いただくわけなんですけ

ども、そのうちの１名当たり５万円を市から

補助させていただくというような形で考えて

おります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 内訳、さらに分かりました。 

 そしたら、この５万円の補助ということで

すが、行き先の場所が決まってたらその場所

と、家庭が持ち出すお金というのは大体どの

ぐらいが想定される金額なのかというのが分

かれば、教えてください。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 場所につきま

しては、モンテネグロのヘルツェグ・ノビ市

という都市になります。 

 募集等は、これから年度始まると同時ぐら

いにかけていく予定でおりまして、詳細等は

まだ申し上げることはできないんですけども、

事務局として考えてる状況では、おおよそ

30万円前後を各御家庭で負担していただくん

ですけど、先ほど申し上げたとおり、そのう

ちの５万円引いた25万円ぐらいを想定できれ

ばなと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。ちょっと感

覚的には、自分だったら出せるかなという、

30万円ぐらいのお金がないので、ちょっと思

ったんですが。 

 そういう状況で、いろんな条件があるのか

なというとこはあるんですが、このモンテネ

グロのほうに行くというこの目的というか、

行き先をどう決めたのかというところと、あ

と、どういったものを見ていく、効果として

考えているのか教えてください。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 ここの国に決

まったというのは、資料要求で提出させてい

ただいたところがありますけれども、10月に

開催されましたチェコの会議のときに、市か

ら派遣した一般枠で行かれた方が、チェコの

会議の中で知り合った先生と、先方も先生だ

ったんですけどこちらも先生で、先生同士の

話で、どうですかというような話が決まりま

して、持ち帰ってきまして、こちらのほうで

お話をしたところ、海外派遣へ行くという計

画がありましたので、その場所に決めていき

ましょうというような流れになったところで

ございます。 

 それと、もう１点、こちらのほうは、先ほ

ど山田委員のところでも話をさせていただい

たんですけども、やはり今回行くところにつ

きましては、母国語が英語じゃないという国

でありますので、顔を合わして、お互いに英

語を何とか駆使して、お互いの地域を知る、

文化を知る、あるいは交流を図るといったよ

うな形でできればなと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あと、この計画の中では高校生に限定をし

てるかなと感じるんですけど、これを決める

過程で、中学生とかも対象に入れたらどうだ

ったのかなと思った次第なんですが、韓国と
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かの交換派遣とか前はあったと思うんですけ

ど、今はなかったようにちょっと記憶してる

もんですから、高校生以下というかね、こう

いった中学生も、興味があればもう初めから

海外とのグローバルな人材を交流するという

ことはいいかなと思うんですが、そこら辺の

この流れで、高校生だけ、中学生はどうかと

いう話はなかったか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 コロナ禍にお

いて、オンラインでウェブ等で高校生もあり

ましたし、中学生についてもオンライン交流、

今回のチェコにおいてもオンラインで結ばせ

ていただきまして、すごく中学生が興味、関

心を持ったという話は聞いております。 

 この高校生海外派遣に、それでは入れます

かどうですかといったときには、ちょっとそ

こまで土俵には上がってこなかったんですけ

ども、もちろん中学生がビデオ交流だとかオ

ンライン交流したことによって、高校生にな

ったら頑張って行こうというような働きかけ

というんでしょうか、きっかけづくりという

のは積極的にやっておりますので、今回は高

校生を対象に考えて進めさせていただきまし

た。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。なるべく中

学生、オンラインも大事かと思いますが、そ

ういった幅を広げていくような施策の見通し

というか、そういった想定も必要ではないか

なと思って質疑をさせていただきました。 

 次の質疑に入りたいと思います。 

 ２款１項７目財産管理費、公共施設マネジ

メント推進事業105ページになります。 

 １点目、534万５千円の主な内容を伺いま

す。 

 ２点目、公共施設削減率の目標と現在の数

値を伺います。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 １点目、534万５

千円の主な内容になりますが、主な内容とい

たしましては、小野田委員の公共施設マネジ

メント事業で御回答差し上げた内容となりま

す。 

 今回の534万５千円の残りの計上分、32万

９千円になりますが、この部分については個

別施設計画の策定と、総合管理計画の見直し

のために組織する公共施設等総合管理計画策

定委員会委員に対する報酬等になります。 

 ２点目、削減率の目標と現在の数値になり

ますが、平成29年度から令和28年度までの

30年間を計画期間として、建築物系施設に係

る延床面積及び維持更新費用の30％縮減を目

標にしております。その上で計画期間の30年

間を前期、中期、後期の10年ごとに分け、各

期間中において10％ずつの縮減を目標にして

おります。 

 縮減率ですが、令和４年度末現在で算出し

たもので、1.36％となっております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。内訳等が理

解できました。まず、策定委員会、32万円が

報酬だよということ、また、今後は個別計画

の見直し、第二期ですかね、それが始まって

いくというところの予算だということは理解

できました。 

 策定委員会のメンバーとか、あと報酬は１

人当たり幾らなのかとかそういった細かな見

通しというか、計画というのはどういうふう

に考えているのか教えてください。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 策定委員会のメン

バーですけれども、学識経験者であったりと

か、各利用者の団体を代表する者であるとか、

あとは市の関係職員等で構成を考えておりま

す。 

 報酬の金額については、恐れ入ります、今、

手元に資料を持っていないのですが、市のほ

うで規定しておる学識経験者であるとか、そ
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ういった方々の基準的な決められた金額で積

算をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あと、策定委員会の人数というのは上限何

人ということを考えているのか、分かったら

教えてください。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 まだ、団体の方々

とか細かく決めていないというか諮ってない

ので、おおよそ８名から９名ぐらいで委員会

を構成するものと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 この８名から９名の方々に審議していただ

いて、大体１年かけながら第二期の計画をつ

くっていくというような内容かと思います。

そういうふうな内容でいいか伺います。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 見直しについては、

令和９年度から実施ができるように計画を作

成していきます。令和８年度の中盤を目指し

て策定していくのですが、令和６年度から令

和７年度、令和８年度と継続して計画を練っ

ていきますので、委員会としては２年超ぐら

いを予定をしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。２年、結構

長いスパンの委員会になって、審議を慎重に

進めていくのかなと理解をいたしました。 

 （２）の削減率の目標等聞かせてもらって、

再質疑に行きますが、現在、令和４年度は今

現在、1.3％の削減をしていますよというこ

とで理解をいたしました。 

 今回の公共やっていく中での前期、中期、

後期として、10、10、10ということで削減し

ていくという計画なんですが、今、内容とし

ては、中期に入ったというところの現在地な

のかというところと、あとは今年の削減する

ぞという目標数値というのを教えてください 

○丸山隆弘委員長 浅尾委員、新年度の目標

数値ですね。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 新年度です。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 10年ずつの前期、

中期、後期なんですけれども、最初の前期が

令和８年度までの期間となっておりますので、

現在は前期の計画で事務を執行しております。 

 それから、令和６年度の縮減の目標であり

ますが、取得を予定している学校給食共同調

理場の延床面積が、廃止する予定施設の延床

面積を上回るため、約0.5％の面積増となる

と見込んでおります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 そこが織り込み済みなのかなという形で、

今、質疑させてもらったんですが、そういう

形で0.5％増、学校給食センターが令和６年

９月に完成した暁にはというか、そういう結

果に対しては、トータル0.5％増えるよとい

うことで、この今、1.3％ということですけ

ど、0.8％とか、縮減率が後退するという理

解でしょうか。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 令和４年度末で

1.36％で、令和５年度、こちらも想定という

か予定の数字ですが、令和５年度は2.8％縮

減できると見込んでおります。 

 さらに、令和６年度になりますと0.5％増

えるといった内容になります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 そういうことですね、分か

りました。 

 ちょっと一進一退で、令和６年は2.3％、
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最終的に落ち着くかもしれないというような

想定かなと思いますが、それでいいのかとい

うことで、認識を伺います。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 令和４年度末が

1.36％、令和５年度でさらに2.8％縮減、そ

して、令和６年度で0.5％ほどの増を見込み

ますので、単純に計算しますと令和６年度末

で3.6％ぐらいの縮減率になる予定でありま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 そしたら、10％を目指すということであり

ますが、これは、令和６年で、あと２年、前

期ということですが、結構ちょっと差がある

かなと思うんですが、そこら辺の大きく削減

するという見通し、また、要というのは何か

今のところ分析、新年度では予定しているの

か教えてください。 

○丸山隆弘委員長 野澤資産管理課長。 

○野澤尚史資産管理課長 第１期の計画が令

和８年度までということで、まだ全ての削減

というか廃止予定の施設について、何年度に

廃止をするというところまで細かく決まって

いない施設があります。 

 利用者の方との協議を今、積極的に進めて

おりまして、その機能の移転先であるとか、

そういったところの話をしておりますので、

今現在、令和６年度までの目標というか予定

を述べさせていただきましたが、同時に進行

している地域の方、それから利用者の方との

協議のほうが進めば、少しずつ削減の時期、

廃止の時期が決まってくるかと思いますので、

令和８年度末、第１期の目標に向けて、しっ

かりと取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 利用者の方もいるということで、なかなか

こうするといって、廃止、分かりましたとい

うのがなかなかいろいろ歴史もあるので、地

域地域もありますので、難しいところはある

かなと思いますが、目標が達成できるような

形で、新年度しっかり取り組んでいただけれ

ばと思っております。 

 それでは、次の２款１項８目の質疑に入り

たいと思います。車両管理費になります。車

両管理事業105ページ。 

 公用車のＥＶ化に要する経費の内容を伺い

ます。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 電気自動車購入費用の

主なものを述べます。 

 備品購入費987万５千円のうち約390万円、

それと、工事請負費の19万５千円となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 これは、車体価格が390万円、大体300万円

ぐらいの車両本体を、軽自動車のＥＶ１台買

うという理解でいいですか。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 今、私が備品購入費で

述べた金額がＥＶの車両を購入するのに関す

る費用になります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 結構高いんじゃないかなと、軽自動車でＥ

Ｖで300万円以上、今はするのかなと思うん

ですが、そこら辺の見通しというか、算定根

拠を教えていただきたいのと、あとＥＶを導

入することによって、今まで削減されたガソ

リン代だとか、オイル代が要らないとかそう

いった経費の削減も、やはりＣＯ２の削減も

含めてですが、必要だよというような算段が

あるのか、教えてください。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 まず、車両の価格が高

いということですけれども、見積りをもらっ
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ております。そもそも車の価格が普通の軽に

比べて安いわけではないということに加えて、

ナビゲーションですとか、ＥＴＣとか、それ

なりのオプションをつけることになっていま

すので、こういった価格になっております。 

 それと、ガソリン等の経費の話ですけれど

も、今回は公用車を更新するに当たりまして、

そのうちの１台を電気自動車にするというも

ので、ガソリン等を換算して得だからこっち

にするというようなことではございません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 ＥＶだと、今、国の補助金とかもあって下

がるんじゃないかなと思いましたが、そこら

辺の経費は今言ったナビゲーションだとか、

ＥＴＣつけると、このぐらいに落ち着いてし

まうというような理解をしたんですが、それ

でいいのかということと、あとはタイプとい

うのはどういったものを考えていますか。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 国の補助金いわゆるエ

コカー補助ですけど、それは同時に進行して

いきますので、それを獲得できることができ

たら、この金額から差し引くということにな

ります。 

 あと、タイプですが、基本的に軽乗用とい

う形になります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。中古のＥＶ

しか乗ったことないので、そんなに今、高い

んだなと思って理解いたしましたが、バンタ

イプの軽バンもあるんですが、ここは乗用車

タイプということで理解いたしましたが、あ

と２台と、あとリーフが入っているので３台

になるのかなと思うんですが、そこら辺の充

電ケーブルとかの設備等は大丈夫なのか伺い

ます。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 充電設備に関しまして

は、それが、私が一番最初に述べた工事請負

費の19万５千円となります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ３台で同時に充電できると

いうような設備ができるのか、その設備だけ

で。 

 あとはテラモーターズからの、別個ですけ

ど、設備の充電機能もあるもんですから、そ

こら辺も併用してやるのか、そこら辺の充電

の考え方を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 充電は、新たに１つ追

加しますので、３台の車にそれぞれ１つずつ

あるという形になります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 充電が多分、普通充電、急

速じゃないので普通だと思いますけど、３台

回って、充電が３台とも足りなくなった場合

は、３台とも同時にできるという体制でいい

ですか。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 ３台分ありますので、

３台それぞれが足りなくなったら、３台それ

ぞれの場所で充電するということになります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あとは、新車ということですが、中古で安

く買おうというような考えはなかったですか。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 公用車を購入するとき

において、中古を買うということはあまり聞

かないですね。我々の公用車でもそうですし、

消防車ですとか救急車とかを考えても、基本

的には新車で、必要な条件の整備のあるよう

なものを買うということだと思います。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。新車だった

らいろんな設備とか新品だということで理解

いたしました。 

 では、ＥＶ化のほうよく進めていただきた
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いなと思って、次に行きます。 

 ２款１項９目企画費、自治基本条例運用事

業107ページです。 

 １、271万５千円の主な内容を伺います。 

 ２点目、令和７年度実施の公開政策討論会

に要する経費の内容を伺います。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 ２点、質疑い

ただきましたので順に説明させていただきま

す。 

 まず、１点目ですけれども、自治基本条例

運用事業の主な内容ですけれども、新城市市

民自治会議の開催、それから市民まちづくり

集会、女性議会の開催に係る経費といたしま

して238万２千円、それから、新城市市長選

挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会の

開催に係る経費としまして33万３千円を計上

しております。 

 次の２点目ですけれども、令和７年度に公

開政策討論会を実施するための令和６年度に

必要となる経費といたしましては、公開政策

討論会実行委員会開催時の委員の費用弁償

22万２千円と、この公開政策討論会開催に関

わる市民アンケート実施に係る経費として

11万１千円を計上しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 理解をいたしました。 

 市長の公開討論会のことでお伺いいたしま

すが、まず、令和６年の経費、実行委員会に

使うのが22万円ということと、あとアンケー

トも行うということで11万円ということであ

りますが、こちらのほうは前回と同じ経費の

金額等になるのか、それとも新たに追加した

項目等があるのか、そこら辺の新年度に向け

ての議論を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 この内容につ

きましては、基本的には費用弁償と印刷製本

費ですので、内容としては大きな違いはござ

いません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 こちらのほうは、いろんな

法的な関係も、私自身ちょっと心配なところ

をいろいろ前回も言わせてもらいましたけど、

現職の市長が、この公開討論会を開催すると

いうところで経費を出すというようなところ

で、公職選挙法も含めてですが、非常に心配

なところがあるんです。 

 そういったところも含めて、この実行委員

の人たちは、解釈等も含めて大丈夫な対応を

するということでいいんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 前回も多分、

同じ質疑をしていただいたと思うんですけど

も、確かに、この公開政策討論会は自治基本

条例による市民に開かれた内容で多様な参加

という機会を与えるためのものでありまして、

公職選挙法には当然のことながら当たらない

ような形で考えておりますので、ここでいう

報償費みたいなものについては支払うことは、

今現在、考えておりません。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。市民のほう

からそういった御指摘とかも多々ありますの

で、非常にここら辺はグレーゾーンというか、

非常に難しいところがあるんじゃないかなと

いうことは指摘をさせていただきます。 

 次に行きます。 

 ２款１項９目企画費、ふるさと納税推進事

業109ページになります。 

 １点目、2,377万３千円の主な内容を伺い

ます。 

 ２点目、ふるさと納税のＰＲ及び返礼品の

拡充を図るための経費とありますが、どのよ

うな内容か伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 １点目の2,377万
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３千円の主な内訳は、寄附者への返礼品の経

費としまして、報償費が1,440万円、ふるさ

と納税のＰＲのための広告料78万２千円、返

礼品発送料等の手数料が370万３千円、各ポ

ータルサイトへの委託料として470万６千円

となります。 

 ２点目、経費の主な内容としましては、ふ

るさと納税のＰＲのための新聞や雑誌への広

告掲載料及び本市の返礼品を紹介、掲載をす

る各ポータルサイトへの委託料となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 内訳をありがとうございま

す。ふるさと納税の事業でお金を使っていく

ということで理解をいたしました。 

 ふるさと納税のＰＲ、返礼品の拡充という

ことで、私も前の質問とかでも言わさせても

らいましたけど、東三河で、市の中では一番

少ないふるさと納税の額だよということで、

何とかそれらを拡充して、色とりどりの商品

にして納税していただくというふうなことが

必要ではないかと考えて質問をさせてもらっ

たこともあるんですが、そういう中でこの新

年度予算の中での色とりどりのこういった新

城市をアピールするというような商品開発と

いうか、そういったもの、打ち出しの骨太の

ものとかというのは、今どういうふうな計画

というか、今の状況、考えていますか。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 令和６年度におき

ましては、より多くの方に、新城市の特産品

であるものを、商品ではなくて返礼品として

お礼の品として提供できるように、いろんな

方が目に触れられるようにという意味を考え

まして、新たなポータルサイト、先ほど申し

上げましたが楽天ポータルサイトというとこ

ろを、新たに令和６年度開設をしていきたい

というところです。 

 これまでも、やはりいろいろな方、多くの

方に返礼品が目に触れることで、新城市への

寄附額も上がってくると考えておりますので、

新城の魅力をより多くの方に発信をしていき

たいという思いで、令和６年度も計画をして

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。やっぱり、

目を引きつける、また見てもらうということ

はすごく大事だと私も思います。 

 その中で、具体的に、私聞きたかったんで

すけど、そういったこのＰＲすることで、あ、

このまちいいじゃん、ここの新城市というと

ころに寄附しようと思ってもらうＰＲの商品

だとか返礼品というのが、やっぱり目を引く

ものが必要なんではないかと関連して、私は

思うんですが、そういう中で、例えば、保護

猫とか地域猫にお金を入れたいという寄附の

枠をつくるとか、あとは観光だとか、乳岩と

か、あとは長篠合戦のガイドツアーとか、そ

ういった体験版のものもそこのＰＲの中に返

礼品として入れるとか、そういったような考

えというのは、この戦略会議の中で、話し合

って、この新年度予算、作戦というのは、頭

の中にあるのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 特に、戦略会議と

いうものがあるわけではなくて、市のほうで

今担当している企画調整課だとか、関係する

部署の職員、それからやはり特産品を返礼品

として、ふるさと納税に上げていただけるか

どうか、開発するのは事業者さんであります。

ですので、事業者さんが、いろいろな特産品

を商品として開発されているものをふるさと

納税制度というのを使って、その事業所さん

の販路の１つとして、この制度を利用される

ということであれば、新城市としましては、

販路開拓のために返礼品を掲載をして支援を

していくという形になりますので、その中で、

先ほど委員言われた体験型につきましても、

今後、まだまだ埋もれているようなものがあ
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るのではないかと考えてはおりますので、新

たな返礼品の発掘といいますか、そうしたも

のを事業者さんと相談しながら、今後進めて

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 お願いします。やっぱり戦

略持ってやるというのは本当に必要だと思い

ますので、こういったＰＲ、外に打って出て

ＰＲの仕方というのを、他市町、成功してる

とこは本当に芯を持ってやってるというのは

感じますので、ぜひ新城市のアピールをどう

返礼品に生かしながら知ってもらうかという

ふうなところを考えていただきたいと思って

います。 

 事業者さんが開発するものと、返礼品のほ

うは言われたんですが、やはり山田委員も言

ってましたけど、観光だとか、そういった乳

岩のことだとか、湯谷温泉とかのそういった

引込みのものというのは、新城市の行政の関

わる施設も含めて、多分、返礼品をつくれる

と思いますので、ぜひそういったもの、ガイ

ドツアーの方も頑張ってやってる方もいます

ので、そういった組合せをぜひやっていただ

きたいと思います。 

 あともう１点、ここで、主婦の話を聞きま

すと、ふるさと納税をやって端数が残るみた

いで、あと千円とか２千円というような商品

がないと言われるんですけど、やっぱりそう

いったこのニーズに合ったような、小口の商

品みたいなものも、あわせて、この事業者と

一緒に開発して納税しやすいような返礼品と

いうのを考えたほうがいいんではないかとい

うような声もあるんですが、そういった細か

いところまでですが、戦略というのは今後、

考えていく予定が新年度あるのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 あくまで、これは

寄附でございますので、今の小口の千円とか

千円未満の端数が出るというのはちょっと分

からない部分がございます。 

 寄附としまして新城市を応援していただけ

るということで、いただいた寄附に対するお

礼の品として返礼品をお送りしていますので、

中には返礼品は要らないよという寄附者の方

もお見えになりますので、この制度にのっと

って、ふるさと納税制度を進めていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ぜひお願いします。 

 見てるかと思いますけど、いろんな商品あ

りますので、そういった中で千円とか、そう

いったものも、ほかの市町はやってるという

ことで紹介をさせていただきました。 

 では、次の質問に入ります。 

 ２款１項９目企画費です。元新城東高等学

校用地管理事業113ページです。 

 学校用地活用検討をはじめ施設管理運営委

託に要する経費とありますが、主な内容を伺

います。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 主な内容につきま

しては、山田委員への答弁のとおりでござい

ます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 それでは、再質疑に入りたいと思います。 

 こちらのほうは、グラウンドの草刈り、除

草剤を散布するよというようなものになるの

かなと思っておりますが、こちらのほうはス

ポーツ開放の利用の見込みということもある

のかなと思いますが、そこら辺の計画という

のは、あわせて伺います。 

○丸山隆弘委員長 浅尾委員、管理の委託の

範囲の中で、質疑、回答でよろしいですかね。 

 そういうような回答していただいて。 

 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 この３月から、ス
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ポーツ開放ということで、運営始めておりま

すけども、引き続き、愛知県と、また再委託

の契約を交わしまして、また４月から１年間、

スポーツ開放のためのグラウンド整備という

形で進めていきたいと考えております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 そのスポーツ開放のための

経費というベースがあるのかなと思いますが、

スポーツ開放で実績値というのが分かれば教

えてほしい。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 この３月から始め

て間もないもんですから、まだ実績というも

のが取りまとめていない状況でございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 まだ利用はないよというこ

とで理解いたしました。 

 この草刈りとか、除草剤を散布するよとい

うところは誰がやるというような予定で組み

込まれているのかというところが１点と、あ

と、以前から新城東高等学校のＯＢの方が草

刈りを一生懸命やっていただいてるという経

緯がありますので、そういった方との連携と

いうか立ち位置というのはどう整理されてい

るのか教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 草刈り等の実施者

につきましては、委託業務という形で発注し

たいと考えております。 

 あと、草刈りボランティアの方々との連携

につきましては、今年度も調整させて進めて

まいりましたので、来年度も引き続き同じよ

うな形で進めていきたいと考えております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。じゃあ、委

託の草刈の方もいらっしゃいますし、また別

の日では、ＯＢの方にも草刈りをやっていた

だくという算段でやっていくということで理

解いたしました。 

 ここの草刈の範囲というのは、県が言って

います最小限、利用していくところでいいよ

というふうな協議があったかと思いますが、

それにのっとった形でやっているという理解

でいいのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 委員のおっしゃる

とおりでございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あと、そういうふうになりますと、経費が、

前、事業者にお願いしたときは170万円か

130万円だったと思いますが、今回291万円と

いうことでちょっと高いのかなと思いますが、

そこら辺の誤差というのは、何か内訳という

のは分かりますか。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 今年度につきまし

ては、６月補正ということで、半ばから、具

体的には盆明けから始めましたので、草刈り

等の回数が少ないわけでございますけども、

令和６年度につきましては、当初から発注い

たしますので、その分の草刈り等の作業量が

増えているということで増額という形になっ

ております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 そういう形で量が増えてる

ということで、理解をいたしました。 

 それでは、次の質疑に入りたいと思います。 

 ２款１項９目企画費、政策検討プロジェク

ト実施事業になります。113 ページです。 

 市の課題解決に向けたプロジェクトの経費

とありますが、主な内容を伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 主な内容につきま

しては、小野田委員への答弁のとおりでござ

います。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 こちらのほうは、政策検討

プロジェクトということで、７つのプロジェ

クトがあるという理解でいいですか。 
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○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 ７つのプロジェク

トにつきましては、今年度実施したものでご

ざいます。 

 令和６年度につきましては、ただいま検討

中でございますので、まだどのプロジェクト

になるか、数等もまだ未定の段階でございま

す。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 そういうことですね。まだ

未定ということで、政策検討ということで重

要な検討がなされるんだろうなと思ってはい

るんですが、これから、課題を考えての会議

ということで理解をいたしました。 

 この予算要求の金額を教えていただきたい

んですが、アドバイザーの報酬が１年分とい

うのがあって、そこが幾らなのか、アドバイ

ザーというのは何人なのか、アドバイザーの

交通費、プロジェクトメンバーの旅費、視察

費、そこら辺を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 報償費につきまし

ては、ほかの自治体を参考にしまして月当た

り20万円の12か月で240万円、それと政策ア

ドバイザーにつきましては、現在１名の方に

お願いしておりますので、来年度も引き続き

その方にお願いしたいと考えております。 

 あと、委員、プロジェクトメンバーの旅費

につきましては、まだ詳細的なプロジェクト

の内容が決まっておりませんので、あくまで

も概算という形で、よろしくお願いいたしま

す。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。アドバイザ

ーに１年間分で240万円、月20万円というこ

とで理解いたしました。 

 私は、令和６年度始まるけれども、こうい

った内容がまだ決まってない中で、この政策

検討プロジェクトというのが本当に必要なの

かなとちょっと思った次第です。 

 このアドバイザーの方は、このまま引き続

きやるというんですが、アドバイザーの方と

いうのは、どういう経緯で入って、どういう

方が選任するというような、選定の条件なり、

誰が決めるのかというところを、段階とかと

いうのを教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 今年度お願いして

いますアドバイザーの方につきましては、観

光アドバイザーをやられている方でございま

す。企業のいろいろな取締役を経験しており

まして、全国的にも戦略的なアドバイスをさ

れている方でございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 じゃあ、この令和６年度、

新年度に向けてですけど、前回１年やったと

いうことで、そういった成果があって、さら

にその成果の上に、この１年、年度まだ計画

は決まってないけど、効果があるからやると

いうような認識でいいですか。 

○丸山隆弘委員長 杉下総合政策課長。 

○杉下成利総合政策課長 委員のお見込みの

とおりでございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。効果がある

ということで、やるということですね。はい、

分かりました。 

 次に入ります。 

 ２款１項12目路線バス運行費、公共バス運

行事業117ページです。 

 １、海老地区のデマンドバスの運行の内容

を伺います。 

 ２、利用者の見込みと運営形態を伺います。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 それでは、順

にお答えします。 

 海老地区デマンドバスにつきましては、海

老、四谷、連合地区内を運行区域として、本

年度、令和５年度10月より開始しました実証

運行の内容をベースに、令和６年10月からの
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本運行に移行するものでございます。なお、

現在行っております実証運行は、引き続き９

月末まで継続いたします。 

 ２点目、利用者につきましては、海老、四

谷、連合地区内にお住まいの方を中心に、例

えば、四谷の千枚田や川売の梅を目的とした

観光に訪れる方、これらも想定しております。 

 運行形態につきましては、この９月末まで

は実証運行を引き続き行い、10月からは市の

自家用有償旅客運送の登録に基づく運行に切

り替える予定でありますので、鳳来地区のほ

かのＳバスを運行していただく事業者に運行

を委託する予定でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。デマンドバ

スになったら近くまで来てくれるので、利用

者には非常に利便性が高いんじゃないかとい

うような、山田委員の質疑等で理解をいたし

ました。 

 こちらのほうのデマンドバスの運行であり

ますが、こうしたもの、電話で受け付けてい

くというような状況になるのか、前日、当日

でもいいのか、そういったところが分かった

ら教えてください。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 本年度、電話

の予約を前日までにしていただくようになっ

ております。これ、デマンドバス始めた当初

は、やはり前日でないとなかなか慣れるまで

は大変だということで、前日で行っておりま

す。今後、長く続けていった末に、当日対応

ができるようになろうかと思いますが、当面

の間は、そういった予定をしております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あと公共バス運行事業ということで、この

デマンドバス以外のバスの状況もあるかなと

思うんですが、先ほども議論出ましたけど、

高速バス事業というのがなくなったもんです

から、高速バス事業はないのかなと思ったん

ですが、この公共バス運行事業の中に入って

るという認識でいいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 浅尾委員、申し訳ないで

す。通告外になりますので、お願いします。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 そうですか。もうじゃあ公

共バス運行事業には高速バスが入ってないと

いうような認識で理解をいたしました。 

○丸山隆弘委員長 通告の中に書いてないも

んですから。海老地区のみですね。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 海老地区のデマンドバスの

運行は、大体何人ぐらいを今年度見込んでの

予算の計画をしてるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 貝崎公共交通対策課長。 

○貝崎禎重公共交通対策課長 運行の人数に

つきましては、今年度10月から２月の末まで

で、実績として377名の方が利用していただ

いてます。 

 ですので、おおよそ２倍強ですかね、来年

度は想定しております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。ぜひ、こう

いったデマンドバス、充実をしていっていた

だければと思っております。 

 それでは、次の質疑に入ります。 

 ２款１項16目地域自治区費、地域自治区運

営事業になります。121ページ。 

 3,041万９千円の主な内容を伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 地

域自治区運営事業につきましては、住民代表

で構成される地域協議会の運営により、地域

自治区予算の審議と提案、住民活動を助成す

る地域活動交付金の審査、市長からの諮問事

項に対する答申などを円滑に行うために、地

域協議会委員と市民任用自治振興事務所長の

報酬及び費用弁償と運営に係る事務費を計上
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しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 人件費が入っているということで理解いた

しました。自治振興事務所長６人、地域協議

会委員237名等の予算が入っているのかなと

理解をいたしております。 

 そうなりますと、内訳のほうですが、自治

振興事務所長は６人の報酬というのは幾らで、

地域協議会委員の237名の報酬は幾らという

のを、もう一度教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 自

治振興事務所長のほうといたしましては、６

名で1,824万円、地域協議会委員の報酬とい

たしましては1,050万円となっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事、もう１回ちょっと言い返していた

だけますか、６人分の合計を改めて。 

 杉本新城地区自治振興事務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 自

治振興事務所長の報酬ですけれども1,824万

円、地域協議会委員の報酬といたしまして

1,050万円となります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ６人で1,824万円というこ

と、また地域協議会委員で1,050万円という

ことで、大変大きな人件費だけでもかかって

るんじゃないかなと、私も思うんです。 

 非常に、お金というか、こういったものが

発生するもんですから、やっぱりもう少し安

くするというような必要があるんじゃないか

なということを思っています。 

 人件費を削るという考えはなかったのか、

この予算立てするときに、そういった検討と

いうのはしたでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 協

議会委員の人数につきましては、各地域自治

区の自主的な判断になっておりますので、そ

こでこういった人数という形になっておりま

す。 

 事務所長の報酬といたしましては、夜間の

会議が多かったりとか、地域との調整とか多

岐にわたって自治区の要となる要職だと思っ

ております。それですので、なかなか今の報

酬から下げるということは念頭にはなかった

です。 

 １人当たりとしましては22万円で、地区を

１地区担当とか、２地区担当されている方と

かいらっしゃいますので、１地区当たり２万

円を加算した額となっております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ほかの自治体見ますと、飯

田市は所長というのは市の職員だそうです。

ですから、こういった自治体もあるわけです

から、人口が増えてくるまちだったらいいん

ですが、どんどん人口が減って、税収が減っ

ていくという中で人件費というのは重くなっ

ていくということを、市民からよく話を聞い

てますので、こういったところも、聖域なき、

やっぱり手を下していくというようなカット

をしていくということは、見直しは大事じゃ

ないかなと思って聞いた次第であります。 

 １つ、所長さんのことで提案というかちょ

っと感じているんですが、要の所長さんとい

うことで理解はしているんですが、こういっ

た報酬が支払われている中で、ホームページ

等を見ても所長さんの名前だとかそういった

のが出ていないんですけど、やっぱりこの肝

心要の方という位置づけだったら、やっぱり

ホームページ等でしっかり名前等を出してい

ただいて、この要の位置づけというのが必要

かと思うんですが、この新年度予算の中で、

ホームページで名前をしっかり出していくと
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いうふうな検討会、また考え方、意見という

のはあったでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 ホ

ームページ等で事務所長の名前を出していく

ということは、議論の中ではございませんで

したので、今後考えてまいりたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ぜひお願いします。市の税

金から６人1,824万円出しているので、しっ

かり責任を持っての活動をしていただけると

思いますので、ホームページで出していただ

ければと思っております。よろしくお願いし

ます。 

 次の質問に入ります。 

 ２款１項16目地域自治区費、東郷地区自治

区予算事業になります。127ページです。 

 １、ワークキャリアの実施に要する内容と、

15万円の内訳を教えてください。 

 ２点目、東郷地域自治区の行事等をＰＲす

るためのホームページ等に要するお金として、

355万９千円の内訳を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 ワ

ークキャリアの実施内容ですが、東郷地域へ

の移住定住や関係人口創出を促進するととも

に、住民のＩＴ人材の育成を図ることを目的

に、全国及び市内から参加者を募集し、１か

月の合宿形式でＷＥＢスキル全般とフリーラ

ンスの仕事術を学ぶ講座を開きます。 

 150万円の内訳ですが、ワークキャリアを

実施するための運営委託料です。 

 ２点目の東郷地域自治区の行事等をＰＲす

るためのホームページ等に要する355万９千

円の内訳でございますが、取材・記事作成の

報償費150万円、ホームページの維持管理と

ホームページの運営方法や記事作成方法の改

善、東郷ＰＲ部員の教育等の委託料125万４

千円、東郷イメージキャラクターの１つかん

ぼうやの着ぐるみ作成委託費80万５千円とな

っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 自治区費で使うよというと

ころで、金額聞かせてもらったんですが、ワ

ークキャリアでウェブの勉強会、ＩＴの先生

をということで150万円分の開催する費用と

いうことであります。 

 そういった中で、講習委託料、場所の設置

料も入っているかと思います。こうしたのは、

誰に先生をお願いするというところは決まっ

ているのか、今後、決めていくのかというと

ころと、あとどういう目的、どういった効果

が見込まれているのか教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 こ

ちらの事業ですけれども、令和６年度から始

まる事業ではございませんで、継続的にやっ

ている事業でございますので、引き続き同じ

ものに委託するという形になります。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 あとＩＴの先生を呼んでや

るのかなと、今、話聞いてイメージを持った

ので、先生をどう選定するとか、何かもうお

願いする人がいるのか、教えていただければ

と。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 こ

の委託費、前年度からの引き続き同じ方に講

師をお願いしてやっておりまして、教育だけ

ではなくて、合宿とかそういったもろもろ全

般的なものもお願いするという形になります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。地域の貢献

ということで理解をいたしました。 

 あと、２点目のＰＲのホームページに
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355万円余ということでありますが、この中

に収益化につながる記事というところ、東郷

のＰＲ部員という形、記事、取材等の報償費

ということだと思いますが、この辺のこの収

益化というのはどういうふうな想定というの

を考えているのかということが分かれば、ち

ょっと教えていただきたいのと、あと着ぐる

み、東郷ＰＲキャラクター、かんぼうやのエ

ア着ぐるみ80万５千円ということです。どん

なものなのかというのを教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 収

益化につながる記事ということですけれども、

インターネットで検索回数が多いキーワード

を分析しまして、収益化に対しましては研究

する必要がございます。 

 そして、それらのキーワードを盛り込んだ

記事構成と、読者が知りたい情報を全て盛り

込みまして、ほかのライバルサイトに勝てる

ような記事をつくらないと収益化にはつなが

らないことになります。東郷だけですと、な

かなかネームバリューというものも低いもの

ですから、グルメとかそういったものも含め

ながらやっていくという形になります。 

 したがいまして、東郷住民向けの情報発信

を継続しつつ、メインターゲット層を地域外

の方として、閲覧回数を増やし、収益化を行

うという運営方針という形でやっていきます。 

 それと、着ぐるみですけれども、東郷地域

のイベント時での活用を考えておりまして、

まずは来年度１体をつくり運用していく予定

でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。ちょっとイ

メージでいうと収益化というのは、ブログみ

たいな感じで、非常に内容いいものにしなが

ら、そこでブログで収益化したものが、地域

に還元するというイメージでいいのかなと思

ったんですが、それでいいのかというのが１

点と、あと、着ぐるみのかんぼうやのイベン

トすることでどういった目的、効果が見込ま

れるのか教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 収

益化のほうですけれども、委員おっしゃられ

たようなブログ的なものということで、閲覧

回数が増えますとそこにバナー広告を貼った

りとか、そういったことで収益化が図られる、

東郷地区といたしましては地域の自立という

ことをすごく意識した地区でもございますの

で、そういったことで収益化を図りながら自

立も考えているということになります。 

 それから、着ぐるみのほうですけれども、

様々なイベントや何かに登場させていただい

て、地域のイメージキャラクターを通じて東

郷地区に愛着を持っていただくとか、また、

区域外の方にＰＲするとか、そういった効果

を狙っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。地域自治区

は、各地域の困り事だとか、そういった自立

も含めての予算ということで出されたものだ

と思って、聞いて理解をいたしました。 

 次は、２款１項16目、これも地域自治区費

になります。八名の地域自治区予算事業の

131ページです。 

 １、市道の草刈りの内容と、297万円の内

訳を教えてください。 

 ２、共育コーディネーターの配置に要する

内容、22万円の内訳を教えてください。 

 ３、八名地区の魅力をＰＲするイメージキ

ャラクターの作成に要する内容と19万２千円

の内訳を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 １
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点目の市道の草刈りの内容と297万円の内訳

でございますが、草刈りや枝の伐採と縁石付

近の堆積土除去等に係る委託料となります。 

 ２点目の共育コーディネーター配置の内容

と22万円の内訳でございますが、共育コーデ

ィネーターを置くことで、参加しやすい環境

を創出し、共育活動の継続と拡大を図るもの

です。 

 22万円の内訳は、共育コーディネーターの

報償費20万円、消耗品費２万円です。 

 ３点目でございます。キャラクターデザイ

ンを八名地区から募集して、キャラクターイ

ラストを作成するものです。 

 19万２千円の内訳は、募集した中から決定

された作品に対する賞賜費１万円、イラスト

募集ＰＲ用のポスター・チラシ印刷費16万２

千円、消耗品費２万円となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 まず、草刈りですけど、本当に今やる人が

いなくて、また危険な草刈りということで、

どなたかがやる、どこかに委託するというよ

うなものになるのか、また地域の人が寄り集

まってやっていただけるものかというところ

が分かったら教えてください。 

 あと、イメージキャラクターについてなん

ですが、こっちは募集をかけてこの人に決め

たというときに発生するという理解でいいの

か、作者さんか誰かがいて、そこにお願いす

るというわけではないよというような理解で

いいですか。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 草

刈りのほうでございますけれども、担当課で

業者等に委託して行う形になると考えており

ます。 

 それと、キャラクターのほうですけれども、

八名地域に募集をかけまして、そこで、出さ

れたものから選考する形を考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 あと、２番目の共育コーディネーターの方

に20万円ということですが、この共育コーデ

ィネーターというのはどういった方なのか、

どういうふうな選考をして、その効果という

のを望んでるのか教えてください。 

○丸山隆弘委員長 杉本新城地区自治振興事

務所参事。 

○杉本晶子新城地区自治振興事務所参事 共

育コーディネーターの方は八名地域に在住さ

れていらっしゃる方で、これまでもいろいろ

地域の団体で活動されていらっしゃる方でご

ざいます。 

 なかなか共育活動といたしましては、活動

するにはいいんですけれども、その前の段階

とか、募集とか、そういったものに非常に労

力がかかるということで、そういったものを

コーディネートする方が必要ではないかとい

うことから、共育コーディネーターを八名地

区に配置するようになったと伺っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。共育という

のも本当に大変な仕事なんだなということで、

思いました。八名だけでなく、ほかの地域も

共育やってるもんですから、こういった事業

というのは必要なのかなと理解いたしました。 

 次に、２款１項16目地域自治区費、鳳来東

部自治区の予算について伺います。137ペー

ジです。 

 乳岩の来訪者に対する臨時駐車場及びシャ

トルバス運行に要する内容ということで、

278万５千円の内訳を伺います。 

 ２点目、飼い主のいない猫の去勢・不妊手

術に要する補助内容と37万５千円の内訳、教

えてください。 

○丸山隆弘委員長 居澤鳳来地区自治振興事
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務所参事。 

○居澤正典鳳来地区自治振興事務所参事 ま

ず１点目、乳岩来訪者に対する臨時駐車場及

びシャトルバス運行の内容と278万５千円の

内訳でございます。 

 シャトルバスの発着地といたしまして、現

在、幾つかの候補地を考えておりますが、現

在、承諾を得ております富栄地内のパチンコ

店跡地から、飯田線の三河川合駅前の空き地

まで、乳岩への来訪者の方をマイクロバスで

輸送するものとなります。 

 278万５千円の内訳ですが、マイクロバス

の運行に係る委託料が223万円、消耗品費３

千円、手数料４万２千円、簡易トイレの賃借

料45万８千円、駐車場の看板の備品購入費５

万２千円となっております。 

 次に、２点目の飼い主のいない猫の去勢・

不妊手術に要する補助内容と37万５千円の内

訳でございます。 

 メスの不妊手術には１頭当たり上限１万円、

オスの去勢手術には１頭当たりり上限５千円

を補助するものです。 

 37万５千円の内訳につきましては、メスと

オスそれぞれ25頭分の不妊手術と去勢手術に

対する補助金となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 状況が理解できました。 

 まず、乳岩の来訪者に対するシャトルバス

ということで理解いたしましたが、今までだ

ったら、たしか近くで車を止めてアクセスで

きたというような認識ではあるんですが、こ

のシャトルバス運行というところが、どうい

う問題というか、状況があって、こうしたも

のになったのかというところを教えていただ

きたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 居澤鳳来地区自治振興事

務所参事。 

○居澤正典鳳来地区自治振興事務所参事 本

事業の予算の提案に至った経緯といたしまし

ては、鳳来川合地区、こちらの住民の方が地

域協議会の委員にいらっしゃるわけですが、

やはり、特に夏場になりますと、乳岩へ訪れ

る観光客の方が自家用車で川合地内、不法駐

車と言いますか、道もそれほど広くないもん

ですから、止めて、地域の方が日常生活に非

常に困っているということで、何かこういっ

た課題を解決する方法はないかということで、

地域協議会の組織の中で検討して、今回この

ような事業を、試験的にではありますが、予

算計上してやっていこうということになりま

した。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 なるほど、理解できました。 

 私も、最近ちょっと行ったことがあって、

結構歩いて行ったというとこがあったもんで

すから、こういう形でシャトルバスを運行し

ていけば非常に行きやすいなということで、

大変いい、ぜひ観光客と地元の人とは共存す

るような形でやっていただけたらなと思って

理解をいたしました。 

 ２点目の飼い主のいない猫の去勢のところ

でお伺いしますが、こちらも大変いい取組で

はないかなと思うんですが、こちらのほうは、

どういう経緯でなったのかというところと、

あと地域の人の理解がまた必要かと思います

が、そこら辺も酌んだ中での内訳というか予

算立てになってるのかというところを教えて

ください。 

○丸山隆弘委員長 居澤鳳来地区自治振興事

務所参事。 

○居澤正典鳳来地区自治振興事務所参事 本

事業につきましても、やはりバスと同じよう

に地域からの要望がございまして、こちらも

地域協議会での検討を行いまして、予算計上

に至りました。 

 あと、やはり委員おっしゃられるように、

この飼い主のいない猫の対応につきましては、

地域の理解がやはり最も必要であると感じて

おります。今回、鳳来東部地区におきまして
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はこの地域での理解、こちらのほうが非常に

高かったということで、あとは行政と地域と

の連携と言いますか、こちらのほうがうまく

いった状況の中で、このような予算計上に至

ったと認識しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 これで最後にしますが、こ

の地域猫の活動というのは、やはりここ非常

に注目しておりますし、この東部の困ったと

いう要望の中でのものということで非常に評

価したいなと思うんですが、こういった活動

が、この鳳来東部のほうで成功するというか、

してほしいんですが、この新年度、令和６年

度で根差した形のモデルケースが出たら、行

く行くはここだけの問題ではないと思います、

この地域猫の問題は。 

 ですから、この横に発展していくような、

そういったモデルケースというような見方と

いうところもできるかと思いますが、そこも

見据えたような形での予算の積み重ねという

ような理解をしてもいいのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 居澤鳳来地区自治振興事

務所参事。 

○居澤正典鳳来地区自治振興事務所参事 今

回、鳳来東部地区限定と言いますか、こちら

のほうでの事業となるわけですが、先ほどの

答弁のとおり、やはり第一には地域の理解が

必要であること、それに地域に、やはり受皿

となるような体制ができていれば、よりよい

のかなということで、鳳来東部地区では、こ

の両者が確立されている、十分な確立とは言

えないかもしれませんが、確立されていたの

で、今回このような計上に至ったと。 

 他の自治区におかれても、こういった地域

での理解と体制が成り立つようであれば、そ

して、地域の声、要望等があれば展開されて

いくのではないかと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ここで、午後２時35分まで休憩といたしま

す。 

 

   休 憩  午後２時26分 

   再 開  午後２時35分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続きまして、

委員会を再開します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 次に、７番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 それでは、質疑さ

せていただきます。 

 歳出２款１項１目一般管理費、多文化共生

事業87ページ。 

 外国人市民に向けた生活オリエンテーショ

ン動画を作成するとのことだが、事業の狙い

と期待する効果は。こちら、山口委員への答

弁で、日本人も外国人も地域の一員としてお

互い認め合えるようなものを目指すというよ

うな御回答いただいてたんですが、具体的に

解決できるであろう課題という側面での期待

できる効果という意味でお願いいたします。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 課題に対する

効果です。 

 外国人市民の方が、ベトナムの方を中心に

たくさん入ってくるということは御存じのと

おりだと思いますので、そういった方に対し

て、いかにこういった市からの事業をやって

おるかといったことを周知、あるいは広報し

ていくということが課題であるかと思います。 

 このことに対しては、このオリエンテーシ

ョン動画をつくるということについては、先

ほどもホームページへ載せたりだとか、ある

いは市民課の窓口等で案内していくというよ

うな形を取ってまいるというお話をさせてい

ただきましたけれども、さらに、ポルトガル
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語を話すブラジル人の方については、今、Ｓ

ＮＳを中心に情報を取りにきてくださってる

状況ですので、そういったところに発信する

ことによって効果が上がっていくのではない

かと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 そうしますと、具

体的な、例えばごみ捨てのこととか、そうい

ったこともいろいろ声があると思うんですけ

ど、そういったことも解決が期待できるとい

うことでよろしかったでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 このオリエン

テーション動画につきましては、市役所の手

続だとか、あるいはマナーだとかルール、今

おっしゃられたようなごみ捨ての内容につい

ても、シチュエーションと言うのか、その場

面を６か国語で案内するような形になります

ので、そこら辺も解決できてくると考えてお

ります。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 理解しました。 

 では、次の２款１項１目一般管理費、ニュ

ーキャッスル会議共同声明実現事業89ページ

です。 

 高校生海外派遣を実施するということだが、

事業の目的と対象人数、こちらは今までの御

答弁で理解いたしましたので、再質疑からお

願いします。 

 この事業目的というところでお互いの地域、

文化を知るという、高校生に知ってもらえる

というようなことあったと思います。若い人

が海外に行けば、新しいものに触れて、楽し

かったり、刺激を受けるというのは当然、当

たり前なんですが、ただ楽しいだけで終わら

せないというような、違う国を見ることで、

例えば新城や日本のよいところ、または課題

なんかにも気がついてもらえるような企画側

のちょっとした仕掛けというか、そういった

ものはやっていただけるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 牧野市民自治推進課長。 

○牧野賢二市民自治推進課長 具体的なプロ

グラムにつきましては、今、８月の中旬ぐら

いから予定をしておりまして、日程等も調整

していただく中で内容については検討してお

りますので、できるだけそういったところが

できるような計画をしていきたいと考えてお

ります。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 お願いいたします。 

 続きまして、２款１項９目企画費、ふるさ

と納税推進事業109ページ。 

 ふるさと納税のＰＲ及び返礼品の拡充を図

るとあるが詳細は。こちらも今までの御答弁

で理解いたしましたので、再質疑お願いしま

す。 

 御答弁の中で、来年度は、約4,800万円ぐ

らいの寄附を見込んでいるとありました。ち

なみに、令和４年度が2,686万円ぐらいで、

その前が2,197万円ぐらいだったと理解して

ます。 

 ですが、同時に流出分、この事業を通して

他市に流出してしまっている分というのが、

例えば、昨年度ですと5,700万円ぐらいあり

まして、それも毎年順調に増えてる状況なん

ですね。 

 そういったことというのも、その事業の中

には、例えば分析とか、何か対策とか、そう

いったものも含まれてるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 新城市民の方が、

新城市以外の自治体等に寄附された分、それ

に伴って、本来、新城市に入ってくるであろ

う市民税がその分控除されますので、その分

が新城市に入ってこないというか、それを流

出分と捉えられての話だと思います。 

 この予算につきましては、そちらのほうを

どうにかするというものでもなくて、寄附し

ないでねと言うこともできませんので、それ
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よりは新城市のＰＲをより広く全国に向けて

発信をしていって、新城市にぜひ寄附してほ

しいというような意味を込めて、シティプロ

モーションも兼ねながら新城市をＰＲしてい

くといった予算を計上しておるというところ

です。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 理解いたしました。 

 私も一般質問でちょっと取り上げさせてい

ただきましたけども、いろんな視点を持った

り、外に出てしまってる分を上回るぐらいの

目標はせめて持って取り組んでいただけたら

なと思います。 

 続きまして、２款１項９目企画費、政策検

討プロジェクト実施事業113ページ。 

 こちらは以前の御答弁で理解いたしました

ので取り下げます。 

 そして、２款１項９目企画費、移住定住Ｏ

ＳＩ事業113ページです。 

 移住定住の３本柱のうち、調査するにおい

て、効率的な移住定住施策を実施するため、

ニーズ調査を行うとありますが、調査の内容、

実施方法及び目的は。 

 お願いします。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 この事業、移住定

住おし事業と読みます。 

 この移住定住の３本柱のうちの調査すると

いうことにつきましては、より効果的な移住

施策へとつなげることを目的に、実際に移住

された方へ本市の魅力や移住の際に困ったこ

となどに関するアンケート調査を、市民課の

窓口で転入手続をされる際に実施をしたりと

か、それから移住された方を訪問して、直接

インタビューさせていただくことを予定して

おるというところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 では、実際に移住

した人に困ったこと等アンケートとか、実際

訪問して聞くということで理解いたしました。 

 実際困ったこともそうですし、なぜ新城を

選んだのか、というか何を求めて新城を選ん

だのかとか、そういうこと、外に住んでいた

からこそ分かること、私自身も実際移住者で

すので、市内の方がなかなか見えにくい新城

のいいとこというのがよく見えているんじゃ

ないかなと感じておりますので、そういった

ところをしっかり市の別の政策にも反映でき

るような取組にしていただきたいなと思って

おりますが、いかがでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉浦企画調整課長。 

○杉浦達也企画調整課長 新城に移住をされ

た方について、アンケートを、今年度もやっ

てきております。 

 例えばですが、そのアンケート調査により

ますと、やはり新城の魅力で最も多いものと

いうのは、自然の豊かさでありました。多く

の方が魅力としてそれを挙げていってくださ

ります。 

 それ以外に、アンケートでは、転入される

際に何か困ったことありますかというような

項目を設けておりまして、その中で、多くは

ないんですけれども、例えば、あったものの

中の１つとしては、ごみの分別について困っ

てるというか、そういうところがちょっと多

い傾向としてはあったかなと思いますので、

その情報につきましては、庁内関係部署に情

報共有して、こんな意見あったよというよう

なことで話をしたりとか。それ以外に例えば

空き家ないですかとかいうような相談もあり

ますので、関係部署と一緒になって、今後ど

んなふうにしていくかというような計画は調

整をしておるという状況でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 次に、８番目の質疑者、今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 では、質疑に参ります。 
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 歳出２款１項１目一般管理費、地域安全対

策事業87ページです。 

 防犯カメラ設置補助の設置見込み数をお伺

いします。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 令和６年度の設置予定

ですけれども、７地区８台になります。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 この台数にした理由をお伺

いします。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 それぞれ申請予定のあ

る行政区等からの希望数になります。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 今後もこの台数を増やして

いくことを視野に入れた計画でございますか、

伺います。 

○丸山隆弘委員長 松井行政課長。 

○松井哲也行政課長 台数等につきましては、

行政区等からの要望に基づいておりますので、

それぞれの行政区が自分のとこに必要だとい

うことが、自分たちの行政区の中でまとまっ

て、では補助金を申請しようという話になり

ましたら、増えていきます。 

 ですので、一概に増えていくとも減ってい

くとも言えません。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 分かりました。 

 では、次の質疑に参ります。 

 ２款１項５目人事管理費、職員研修事業

101ページでございます。 

 新規の研修の予定はあるか、あれば期待さ

れる効果を伺います。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 令和６年度の新規

の研修の予定でございますけども、昨今、公

務員に強く求められておりますコンプライア

ンス・倫理に関する研修ですとか、ハラスメ

ントに関する研修を行う予定でおります。 

 これらの研修を通しまして、ハラスメント

を起こさない職場づくりを進めるとともに、

職員の法令遵守に対する意識を向上させる。

そして、市民の皆さんから信頼される市役所

になるよう取り組んでまいります。 

 それから、令和６年度からＢ＆Ｇインスト

ラクターですとか、社会教育主事、これらの

資格取得に関する予算を本事業に集約しまし

て、専門性の高い資格を持つ職員の育成に計

画的に取り組んでまいります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 理解いたしました。 

 ちなみに、今お伺いしましたコンプライア

ンスやハラスメント研修、何回ぐらい行うの

かお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 こちらにつきまし

ては、一般質問でもお答えさせていただきま

したように、副課長以上の管理職を予定して

おります。それぞれ１回ずつを予定しており

ます。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出２款総務費の質疑を終了します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ここで説明員入替えのため､しばらく休憩

します。再開を午後２時55分とします。 

 

   休 憩  午後２時50分 

   再 開  午後２時54分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き、委員

会を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 歳出３款民生費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、鈴木長良委員。 
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○鈴木長良委員 それでは、歳出３款３項６

目保育所費、保育所管理事業201ページでご

ざいます。 

 （１）として、保育業務支援システム、そ

の詳細は。 

 （２）保育業務支援システムの目的と期待

する効果は。 

 以上、２問お願いします。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 それでは、保育

業務支援システムでございます。このシステ

ムの詳細でございますが、登降園管理、欠席

連絡、お知らせ配信、またアンケート機能等

でございます。 

 専用アプリによりまして、登降園のときに

設置してありますタブレットにスマートフォ

ンをかざすことによりまして登降園の確認を

したり、今まで電話で行っていた欠席連絡等

もアプリから入力し、連絡できるようにする

ことなどを予定しております。 

 ２点目です。この保育業務支援システムの

目的でございますが、利便性の向上はもちろ

んでございますが、保護者にとっては安心感

につながること、そして、保育士にとっては

業務負担の軽減が図られることで、保育の質

や安全性の向上などこども園の運営がさらに

安定していくことを目的としております。 

 期待される効果としましては、登降園管理

につきましては、登園状況が一目で分かるだ

けでなく、出欠席が園の日誌や出席簿に自動

的に反映されることで、必要書類を作成する

時間が大幅に削減され、保育士が園児と向き

合う本来業務に時間を費やすことが可能とな

ります。 

 欠席連絡では、保護者から専用アプリによ

りいつでも連絡することができるようになり、

また、感染症など流行時期には電話がつなが

りにくいといった保護者のストレスも解消さ

れるとともに、保育士の電話対応など朝の業

務負担も軽減されると考えております。 

 このように、保育の業務環境を改善するこ

とで、保育の質や安全性の向上が図られ、今

後のこども園運営が安定していくことを期待

するというものでございます。 

○丸山隆弘委員長 鈴木長良委員。 

○鈴木長良委員 まず、２つある中の（２）

番につきましては、今いただいた答弁のほう

で大変よく分かりました。理解をいたしまし

た。 

 （１）番に関しての１つ再質疑なんですけ

ども、今回導入するシステムにつきましては、

タブレットを使う、このシステムを使うよと

いう説明だったかと思いますけども、一般的

に、この登降園システムというのは、タブレ

ットのタイプと、ＩＣカードを使うタイプと

２つあるという認識を、私自身しておるわけ

ですけども、今回のタブレットタイプを使わ

れるということで、その選定をした理由につ

いてお伺いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 このタブレット

式のシステムにつきましては、愛知県内の市

町村でも、かなり今、ＩＣＴの実績がござい

ます。その中でも、多くの市町村でこのタブ

レット式のシステムを使っておりますので、

選定理由はその安定性であるとか、継続性で

あるとか、そういったことから選んでござい

ます。 

○丸山隆弘委員長 鈴木長良委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、３款１項１目社会

福祉総務費、重層的支援体制整備事業165ペ

ージです。 

 委託料（一般分）914万７千円の委託内容

は。 

 お願いします。 

○丸山隆弘委員長 後藤福祉課長。 

○後藤美紀福祉課長 重層的支援体制整備事

業の委託内容につきましては、新たに始める
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アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、こ

れはひきこもりの方や、サービスや支援が必

要であるにもかかわらず、自発的にサービス

を求めようとしない方を対象として継続的な

関わりからサービスが届くようにする伴走的

な支援のことになります。 

 また、参加支援事業、こちらが既存の各制

度における社会参加の支援では対応できない

ようなひきこもり等の状態にある方が、自ら

の役割を見いだし、社会との接点を確保でき

るようにする支援となります。 

 この２つの事業を行うためのコミュニティ

ソーシャルワーカーの配置と、その他研修費

やパソコンのリース料などの事務費が主なも

のとなります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 今、出ましたコミュニテ

ィソーシャルワーカーについてお伺いしたい

んですけど、このコミュニティソーシャルワ

ーカーというのは、相談者の属性とか世代と

かそういう相談内容にかかわらずに、包括的

に相談支援事業においてその相談を受け止め

るというようなお仕事です。 

 それだけでも多岐にわたって知識と経験が

必要だと思うんですが、この人選ですね、決

定は市だと思うんですけど人選はどこが行う

のかお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 後藤福祉課長。 

○後藤美紀福祉課長 コミュニティソーシャ

ルワーカーにつきましては、必要な資格とい

うものは特に決まってはいないんですけれど

も、社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉

主事の任用資格などを求められることが多い

ということで、愛知県内では、県の社会福祉

協議会が県内の社会福祉協議会の職員向けに

研修を行っているところです。 

 現在、まだ議決されておりませんので、委

託先について決定はしておりませんが、こう

いうところがいいんじゃないかというイメー

ジは持って進めております。 

 なので、まだそこのしっかりと事業の内容

までは細かくは詰めてはいないんですが、た

だ、社会福祉法人等の会議等では、こちらの

ほうから相談の事業者さんたちに対して、今

まで11か所、会議体等でこの事業の説明で回

っておりますので、ほぼ市内の相談事業所に

ついては、この事業の内容については理解し

ていただいていると思っております。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 ということは、まだ決ま

っていないということでよろしいですね。分

かりました。 

 この重層的支援体制整備、これちょっと調

べてみるとかなり広くて、しかも複雑なプロ

ジェクトなんですね。相談支援とか、参加支

援から地域づくり支援と、ここまでやるとそ

れこそ市民自治のほうまで入っていってしま

うような、関わる人も多くて、多くの支援体

制を連携する必要が出てくるようなプロジェ

クトだと思います。 

 それで、国は、多文化共生社会を実現する

重層的支援体制に向けて、今まではその縦割

りの中であるけれど法整備してきたり、体制

づくりを各自治体に促してきたりしてきたと

ころもあって、実際に新城市はどうかという

と、この重層的支援体制的に、もう既に動い

てきたので、ある程度、下地はできてると思

うんですよ。 

 そこで、お聞きしたいんですけど、この厚

生労働省が示した重層的支援体制事業の支援

フロー図というのがあるんですけど、それに

沿った形で、本市もこの重層的支援体制整備

事業を行っていくのかどうか、ここをお伺い

します。 

○丸山隆弘委員長 後藤福祉課長。 

○後藤美紀福祉課長 では、ちょっと答えが

ずれてしまうといけないんですけども、お答

えさせていただきます。 

 重層的支援体制整備事業ですけれども、よ
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く何でも相談窓口みたいな窓口を設けるとこ

ろもありますけれども、新城市では、既存の

相談支援事業所やサービス事業所と連携の下、

属性を伴う相談支援、また世代を超えて住民

同士が交流できる地域づくりを支援の柱とし

ていきます。 

 この２つについては、もう既にいろんな介

護分野、高齢分野、あと障がい分野や児童分

野についても、既にもう事業としてやってお

りますので、そこの事業をさらに強化してい

くのと、あとは事業者同士がつながっていく

形を取っていきたいと思っております。 

 また、これらの支援を一層効果的にするた

めに、あと社会とのつながりが希薄になって

いる人を社会とつなげる参加支援、それから、

これらの支援を一層円滑にするための多機関

協働による支援、あとはアウトリーチ等を通

じた継続的支援というのを、新たな機能とし

て強化するんですけれども、先ほども言いま

したように、参加支援事業とアウトリーチ等

を通じた継続的支援は、今後委託をしていく

んですけれども、そこのコーディネート的な

役割を行います多機関協働による支援につい

ては、市役所の福祉課に専門の職員を１人置

きまして、そこで、全体の相談の集約だとか、

それからいろんな相談が入ってきたときの会

議を行うときの準備だとか、それから会議で

決まったプランの進捗管理だとか、そういう

ものを行う職員を１人置きたいと考えて今進

めております。 

 今までのところでは、事業所の説明会が済

んだ時点で、一度デモ会議をやってみまして、

各機関でどのような情報を持ち寄ったらいい

のかとか、その会議でどのようなことが話し

合えるのかというのを、ちょっとほかの福祉

に関係のない部署の方にも参加をいただきま

して、話合いをして、これからはほかの課か

らも福祉的な支援の必要な方が見えるときに

は、福祉課のほうに一報いただいて一緒に話

し合いたいということで、また今後、議決さ

れた後は、庁内の説明会も行いまして進めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 いろいろと教えていただ

きましてありがとうございます。 

 以前から、この重層的支援体制の話という

のはあって、ほかの自治体では、先ほど言わ

れた話等々、そういうことを準備期間を設け

たり、移行期を設けたりして挑むところもほ

かの自治体では多々あると聞いてます。 

 それで、今聞いたお話ですと、本市として

は新城市全体の重層的支援体制の絵というの

は、もう描けている。その上で、連携を取る

べき委託先と一緒に話し合いながらやってい

くというようなことができるということでよ

ろしいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 後藤福祉課長。 

○後藤美紀福祉課長 一応、共通認識を持っ

て同じ絵を描いていると思っておりますので、

今後はお互いの役割分担を決めながらやって

いけると思っております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 では、次に行きます。 

 ３款３項６目保育所費、保育所管理事業

201ページです。 

 保育業務支援システムの具体的な活用方法

はということでしたが、先ほどの御答弁がそ

れに当たるのかなと思いますので、再質疑か

らいきたいと思います。 

 これは、導入はいつからかということをお

伺いします。利用に際して、規則とかそうい

うものの策定が必要だと思うんですが、いか

がでしょう。いつから導入される予定でしょ

うか。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 導入は10月から

の予定をしております。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 
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○小野田直美委員 その際、それまでの間と

言ったらいいんでしょうか、保護者の理解で

すね、こちらの使い方とか理解ですね、それ

はどのように求めていかれるのか、教えてく

ださい。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 このＩＣＴのシ

ステムに関しましては、今年度、一応、試行

的に１園のこども園で実証実験をやりました。

そのときに、保護者の混乱の有無もちょっと

見たんですが、そのような混乱もありません

でしたので、導入のほうは、説明をすれば、

保護者さんも受け入れていただけると見込ん

でおります。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員の質疑が

終わりました。 

 次に、３番目の質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、３隷の関係でありま

す。 

 ３款１項１目、165ページでお願いします。

社会福祉総務費、社会福祉一般事務経費であ

ります。 

 ２点あります。 

 １点目、委託料（一般分）の内容でありま

す。令和５年度が39万７千円であったものが、

273万７千円となっておりますので、この確

認をしたいと思います。 

 それから、委託のこの事務事業で期待する

効果について、お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 ２点、御質疑あり

ましたのでお答えします。 

 まず、委託料の内容につきましては、子ど

も医療費の通院対象年齢の拡大に係るシステ

ム改修費及び受給者証を新たに交付するため

の申請書、受給者証の印刷となります。 

 期待する効果につきましては、今回の委託

業務は通院対象年齢の拡大に対応するための

委託でありまして、対象者の抽出から受給者

証発行までの事務が迅速に行えること、受給

者の増加に対応した資格管理、給付管理のほ

か、医療費の審査事務で発生する過誤調整な

ど一元管理することにより、適正でかつ確実

な処理ができるものと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解をしました。高校生の

子まで対象ということで、これが提供される

という理解でよろしいんですよね。分かりま

した。 

 では、続きまして３款２項１目であります。

老人福祉費、敬老会の敬老金支給事業の

175ページであります。 

 報償費を前年度498万円から、半分になる

わけですが、201万円にされたこの要因につ

いてお伺いをしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 前年度498万円

から201万円とした理由につきましては、敬

老金の支給対象者の見直しを行ったことによ

るものです。 

 具体的には、現行90歳になる方と100歳以

上の方を支給対象者としておりますが、

100歳以上の方のみに対象を変更するもので

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 今まで90歳になったら、市

役所から何かくれるよねって言われた方がも

らえなくなるという、簡単に言えばそうなん

ですよね。 

 そこでお伺いしますが、なぜそうしたのか、

例えば、90歳になる方が非常に多くなって、

このまま行くと、ある程度、捻出する財源が

枯渇しそうだということになるのか。人生

100年という時代が来たので、100歳以上の方

を市としても祝意を表してお祝いをしてあげ

ようというふうにするのか。これ過渡期です

ので、偶然今年、90歳になる方が楽しみにし

てみえた。ところが、もうくれないのとなっ
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て気力を失ってしまってはいけないと思うの

ですが、その点についてはどのような考えの

下でこのようにされたのか、ちょっとその経

過、経緯についてお願いしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 先ほど委員が言

われたのも理由の１つかなと思いますが、限

られた財源の中で、大きな見直しをさせてい

ただいたと思っております。 

 見直しの根拠としましては、東三河４市の

現状も確認しておりまして、その中で全ての

市において100歳以上を対象にしているとい

うことも確認ができましたので、そんなとこ

ろを参考にしまして今回見直しをさせていた

だいたものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 自身も、地域の敬老会をや

るときに、年齢を上げさせていただきました、

物すごく人数増えてしまったので。 

 そうしたところ、そうだよねって言ってる

方が大分見えまして、５年頑張るぞって言っ

たので、逆の効果もあるのかもしれませんが、

そういった意味ではよく説明をしてあげない

といけないという部分がありますのでお願い

をしたいと思います。 

 では、３款３項１目に移らせていただきま

す。193ページでお願いをしたいと思います。

児童福祉総務費の中の放課後児童対策事業で

ありますが、４点ほどお願いしたいと思いま

す。 

 事業費全体が9,859万円が令和５年度に盛

られた予算でありますが、令和６年度予算は

１億3,197万円と増額した経緯と事業の内容。 

 次に、会計年度任用職員報酬を前年度から

減額した理由、これ恐らく上期までは現状、

下期からは新体制ということでありますので、

そういったことが原因しているのかなと思う

ところでありますが、再度お願いしたい。 

 そして、委託料（一般分）の内容と積算の

根拠であります。 

 そして、この事業で期待する効果について

お伺いをしたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 では、まず１点

目です。 

 前年度から増額の理由といたしましては、

人事院勧告に伴います報酬等の増額と、この

会計年度任用職員勤勉手当の新たな支給、そ

れと配慮が必要な児童への支援員の配置の増

加で約1,800万円、令和６年度10月から民間

業者への委託による運営経費の増額が約

700万円、今まで秘書人事課の予算で計上し

ておりました児童クラブ主任支援員分の人件

費につきましても、10月からは委託料の中に

計上されていきますので、これで約800万円

の増額となっております。 

 事業内容につきましては、市内の全小中学

校13校の計20クラブの４月から９月は、先ほ

ど委員言われました直営分で運営してまいり

ます。その人件費や光熱水費、賄材料費とな

っております。10月からは新体制となります

民間業者への委託料というところになってお

ります。 

 ２点目、会計年度任用職員の報酬ですが、

これもおっしゃるとおりでございまして、４

月から９月は直営分ということで、報酬への

計上。10月以降は、それは委託料の中に入っ

ておりますので減額となっております。 

 ３点目、委託料の積算でございます。現在、

先ほど言いました放課後児童クラブは、会計

年度任用職員が20クラブを開設しております。

令和６年10月からそのスタッフの雇用、また

労務管理、また各施設におけるクラブの運営

全般を民間の業者さんに委託するというもの

でございます。 

 委託料の積算の内訳でございますが、委託

料が6,533万９千円でございまして、そのう

ち人件費部分が5,122万１千円、そのほかの

児童クラブの運営経費といたしまして
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1,411万８千円となっております。 

 ４点目、この委託によります期待する効果

でございますが、会計年度任用職員の雇用の

安定化が図られること、それとまた、こちら

の職員の労務管理等、そういった時間の削減

ができることによりまして、正規職員が別の

市民サービス向上に充てられると、時間を費

やすことができるということが効果と思って

おります。 

 また、児童クラブに求められるニーズとい

うものは多様化しておりますので、これらの

ニーズに応えるためにも、専門の業者よる多

様なノウハウというものを期待して委託する

ものでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 確かに、指導していただけ

る方に対応する労務管理というのは大変な作

業なんですが、下期にあっては、それが削減

される、やらなくてもよくなるという部分は

理解できます。 

 そこで、この所管の課として、今までその

部分をどの部分に回すのか、恐らく余剰が出

てしまったからということではいけませんし、

今まで以上のどういったものにシフトして、

市民サービスを図っていくか、その点を下期

の計画の中でありましたらお願いをしたいと

思います。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 本来であれば、

その分を市民サービスの向上のほうに使って

まいりたいと思っておりますが、今現在、も

うその職員の労務自体が結構厳しくて、時間

外労働ももちろんございますもんですから、

まずは今のその労務管理、うちの正規職員の

労務管理のほうをまずは徹底して減らして、

労務の削減をして、正常時間に戻した上で、

市民サービスの向上のほうをどういうふうに

使っていけるのかというものを考えていきた

いと思っております。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 次に、４番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、お願いします。 

 ３款３項４目子ども医療費、市子ども医療

費助成事業199ページです。 

 18歳までの無償化拡大の目的をお伺いしま

す。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 目的につきまして

は、子どもを産み育てる環境づくりの推進や、

子育て世代の経済的支援でございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 委員会のほうで少し聞いた

んですが、これ18歳になるということですが、

これは学校の学年でいう18歳ということで３

年生ということでよろしいでしょうか、確認

ですが。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 今委員がおっしゃ

られたとおり、学年となりますので、18歳の

誕生日の年度末まででございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 次に、５番目の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、質疑通告に従い

まして質疑を行います。 

 ３款２項１目老人福祉費、市民後見人育成

事業177ページです。 

 市民向け成年後見人育成研修の内容を伺い

ます。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 市民向け成年後

見人育成研修につきましては、認知症や障が

い等により判断能力が低下し、自分自身で十

分な判断ができない方を支える成年後見制度

の担い手として、市民後見人を養成するもの

です。 
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 具体的な研修内容につきましては、市民後

見人として活躍するために必要な知識の修得

を目的とし、基礎研修を３日、実務研修を６

日、座学及び演習を織り交ぜながら約半年間

をかけて行います。制度や法律の基本的理解

から支援の具体的な方法まで、内容が多岐に

わたることから、各講座に合わせた講師を招

くことで、質の高い研修を提供するよう計画

しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 成年後見人の育成というこ

とであります。 

 研修等で結構みっちり期間、半年間かけて

やるということで、そういうもんなんだなと

いうことでちょっと身につまされたんですが、

こちらの育成、後見人になるための試験とい

うのはあるのか、それともこういった市民が

研修を受けてなれるものなのか、そこら辺の

制度というのを教えていただきたいのと、あ

と、新年度に向けてのこの研修を行うことに

よって、何人を育成して、後見人をしていっ

てもらうというような計画というのがあれば

教えてください。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 まず、制度につ

きましてですが、この研修を受講できる条件

としましては、25歳以上の方を対象に市民後

見人をやってみたいですとか、興味のある方

だけを対象にしております。 

 ２点目の人数ですけれども、今年度20人を

予定しておりまして、来年度も同じく20名を

予定しております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。25歳以上の

市民の方でやりたいという方だったらいいよ

ということで理解をいたしました。20名とい

うことですが。 

 これは、研修を受ければ試験とかもなく、

後見人になれるというようなものでしょうか。

というのは、何か自分の中でこの後見人とい

うと、結構資格とかそういったものがあるっ

て、専門性が問われるもんですから、そうい

う免許が必要かと思いましたが、そこら辺ち

ょっと教えてください。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 試験につきまし

ては特にないんですけれども、この研修は厚

生労働省のカリキュラムに基づいた研修にな

っております。その研修を終えられた後に、

新城市社会福祉協議会であるとか、東三河後

見センターに市民後見人として活躍をしたい

という御登録をいただきまして、その中でそ

れぞれの機関で面接及び適性などを判断して、

後見人業務についていただくというような流

れになります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。じゃあ、も

う本当に業務に就くというような形の研修と

いうことで理解しました。 

 後見人は行政書士とかそういった方が結構

なるのかなとちょっと思ってたもんですから、

こういうふうな制度でやっていけるんだとい

うことで理解いたしました。 

 認知症だとかいろんな今、本当に高齢者で

自分のことができない、また財産のこともと

いうふうなところは大きな問題だと思います

ので、こういった事業が行われるということ

で、心強いというか、やっていただければと

は思います。 

 ちょっとここで１点ですが、そういう後見

人のすばらしい制度がある一方で、デメリッ

トとして、後見人の権力がかなり強過ぎると

いう声とかも聞いたんですけど。 

○丸山隆弘委員長 浅尾委員、研修内容のこ

とで通告を受けておりますので、どうでしょ

うかね、広がっておりますが。 

 浅尾洋平委員。 
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○浅尾洋平委員 そういった研修の中で、そ

ういった後見人のトラブルだとか、そういっ

たものというところも、勉強として教えると

いうか、そういう状況もトラブルにならない

ようにというようなものも含まれての勉強会

というのがあるのか、そこら辺は認識という

か、分かりますか。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 カリキュラムの

中には、実際に市民後見人をやっていらっし

ゃる方のお話を聞くという講座も設けられて

おりますので、その中で実体験を聞いたりで

すとか、市民後見人の大変さを聞くというよ

うな勉強も含まれております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。なるべくト

ラブルがないような形で、こういった後見人

制度、やっていただければなと思い、聞かせ

ていただきました。 

 次の３款３項１目児童福祉総務費、放課後

児童対策事業193ページになります。 

 正規職員の配置の効率化による経費削減と

サービスの質の向上を目指す包括的管理業務

委託に要する経費の内容と内訳を伺います。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 こちらの委託業務

の経費と内訳でございますけども、先ほどの

山口委員のときにお答えしたとおりでござい

ます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 こちらのほうでは、経費のことであります

が、放課後児童クラブの運営を民間委託する

という予算だということで理解いたしますが、

そこの委託費というのは6,500万円というこ

とでいいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 人件費と児童クラ

ブの運営費含めた額でございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 この人件費、委託費、

6,500万円ということですが、これは現在、

直営する料金、かかる経費よりも幾らか高い

のか安いのかというのが分かったら教えてい

ただきたいと思います。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 こちら先ほどの山

口委員のときにもお答えしましたけども、人

事院勧告による人件費の増ですとか、勤勉手

当の増はございます。 

 それから、委託にすることによりまして運

営経費の増額として先ほど700万円の増とい

うことでお答えさせていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。プラス

700万円という形で理解いたしました。 

 あと、民間委託をするときに、10月にすぐ

行けるものなのか、また協議というところが

されるということだと思います。そこら辺の

スケジュール感、またスケジュールの中で、

そごが起きないような、従業員というか現場

で働く人の声だとか、そういった理解も含め

たスケジュールというのは、分かったら教え

てください。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 ３月定例会におき

まして、予算が認められた場合、すぐにプロ

ポーザルでこの業者を決めたいと思います。

大体６月の中旬から下旬頃には決めたいと思

っております。 

 その後、所管課と業者による綿密な打合せ、

それから業者と現在働いてくれております会

計年度任用職員、この方たちとの面談もしっ

かりと行っていきまして10月１日に委託をス

タートさせたいと思っております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 プロポーザルで、６月に行うということで
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あります。スムーズに業者選定なり手を挙げ

てくれる方々がいればいいかと思うんですが、

そこら辺の見通しというか絶対手を挙げてく

れそうだなとか、ちょっとこれは分からない

とかというふうなところ、また、挙げなかっ

たらずれ込むということも想定に入っている

のか、その状況を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 塩澤秘書人事課長。 

○塩澤宏樹秘書人事課長 今回、全国のこう

いった自治体で経験のある業者を候補として

選定させていただきたいと思います。 

 いろんなところで調べますと、そういった

業者、たくさんございますので、10月１日の

スタートが遅れることはないと思っておりま

す。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。たくさん企

業があるんだなということで理解をいたしま

した。 

 それでは、次の３款３項１目児童福祉総務

費、こども園再編・整備計画策定事業197ペ

ージになります。 

 委託料2,182万４千円の主な内容を伺いま

す。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 委託の内容でご

ざいますが、これは人口推計から、また施設

の状況確認など、こども園の実態把握による

現状把握と課題整理を行っていただきまして、

また市民アンケート、それから市民ワークシ

ョップ等の運営支援を含めた市民の意見聴取

から、持続可能で安全・安心なこども園再

編・整備計画の策定をしていくものでござい

ます。 

 なお、この予算につきましては、令和４年

12月補正予算で債務負担行為としてお認めを

いただいたものでございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。このデータ

も含めての、人口データでの統廃合も含めて

の計画ということであります。 

 このデータが正確かというところも、私、

ちょっと疑問を提示させてもらったんですが、

そういう中でも、こういった統廃合を進めて

いくというところで、この2,000万円以上す

る予算というのはどういったもの、資料づく

りにこんだけかかるのか、それとももう実施

設計だとかそういったところも含めてやって

いく。つまり、この2,000万円以上かかると

いうこのイメージがちょっと分からないんで

すが、その内訳分かったら教えてください。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 これにつきまし

ても、恐らく令和４年12月補正の予算で御説

明をさせていただいたとは思いますが、先ほ

ど言いましたこども園の実態把握等にかかる

経費、それから人口推計にかかる経費、また

アンケートやワークショップ、繰り返しにな

りますが、そういったところの運営支援等も

全て人工分かかってくるもんですから、そこ

ら辺の経費でございまして、計画の策定の経

費でございます。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 策定ということですね。て

っきり、検討委員会のほうで、もう作ってい

ただいた資料見てたもんですから、もうそこ

で基本が終わってるとちょっと思い込んでい

たので、まだ策定をするというお金がこんだ

けかかるということですね。分かりました。 

 あと、その中で１点、指摘させていただき

たいのは、保護者の気持ちというか、例えば、

廃園になってるスケジュール等を見て、あら

廃園になっちゃう。私入ったばっかりなのに

どうしたの、どうやっていくんだろうという

ような不安とか、そういったことも起きるか

と思います。そうした声だとか思い、また、

千郷中こども園なんかは、今まで現在地で建

ててほしいという地域の声だとか、署名等が

あるもんですから、やっぱりそこら辺の考慮

というのは必要かと思いますが、認識を伺い
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ます。 

○丸山隆弘委員長 中山こども未来課長。 

○中山恭成こども未来課長 今回、策定に当

たっては市民の方のいろんな意見を聞いてお

ると思っております。アンケートからワーク

ショップ、また検討委員会を含め、それから

あと、関係の地元の保護者会から地域協議会、

地元の区長会等にも出向いて意見を聞いてお

ります。 

 その中で、主にはしょうがないなという意

見でございましたが、やはり今、委員おっし

ゃるように、寂しいという意見ももちろんあ

ると思います。あると思いますが、総合的に

勘案して、しょうがないなという意見が主で

ございましたので、そこら辺の意見について

は全ては受け止め切れはしませんが、それに

寄り添ったような形で計画をしていきたいと

思います。 

 １点、保護者会から特に言われたのは、来

年度、年少さんで入るお子さんたちがそのま

まその園で卒園できるだけの期間は猶予が欲

しいという声は、保護者会の総意としていた

だいております。なので、それはしっかり受

け止めた計画にしていこうと考えております。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 それでは、次の質疑に入りたいと思います。 

 ３款３項４目子ども医療費、子ども医療費

助成事業199ページになります。 

 主な内容を伺います。 

 財源とスケジュールを伺いますであります

が、内容は分かりましたので、いいです。あ

とスケジュールも分かりました。 

 あと財源のほうを教えていただきたいと思

います。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 財源につきまして

は、愛知県の補助対象事業等ではございませ

んので一般財源となります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。非常にいい

内容だなと思っております。18歳までの医療

費の無料化が通院もオーケー、入院は前から

無料ということで、拡充されるということで、

非常に評価できるものだと思います。 

 こちらの内容については、議会からも政策

要望を含めて出していると思います、18歳ま

で医療費の無料化やってほしいと。また、豊

橋もやって、豊川もやっていくというところ

も含めての経緯、またこういったことをやろ

うと思ったその内容というか、理解、どうい

うふうな形で進んできたのか伺いたいと思い

ます。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 今回の引上げにつ

きましては、子どもを産み育てる環境や子育

て世代の経済的支援、また子どもの健全な育

成とか、福祉の増進を考えております。 

 また、国も次元が異なる少子化対策の実現

に向けての動きがありましたので、今回の年

齢拡大をいたしております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 特に、議会からの予算要望

もあったと思いますが、そこら辺は考慮しな

いということでいいですか。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 それにつきまして

は、議会の要望もあったことから今回の引上

げをいたしました。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 議会と行政も含めて、共同

でこういった内容ができたということは本当

に喜ばしいし、また、市民に還元というか、

子育てができる、充実した新城市に一歩近づ

いたなと思っております。 

 本当に、大変よいと評価しますが、一方で、

もっと早くやっていただきたかったなと思っ
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ております。豊川市は半年前からやったりし

て、今、卒業するお母さん方にもかかるよう

な形で、恩恵を受けるような形でやっていま

す。今回の形だと、もう３月に卒業した保護

者は何もこういった恩恵を受けれずに卒業し

てしまうというところで、非常に憤慨してい

るお母さん、親御さんの話も聞きますので、

そういったことにおもんばかるということは、

今回なかったのか、また、そういう方に対し

てどういう認識なのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 今回の医療の子育

て世代の拡大につきましては、拡大について

検討した時期が遅れたということもありまし

て、どうしても10月１日という形になってお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 10月１日ということで認識、

分かりました。 

 でもちょっと、市民の方とか、親御さんの

思いを考えれば、配慮というかしたらよかっ

たなとか、そういった気持ちというのはない

んでしょうか。認識は。 

○丸山隆弘委員長 先ほど、第１問目のとこ

ろで、内容については理解されたと。それか

ら、スケジュールについても理解されたとい

う発言がありましたので、それに沿って今、

進めておりますけれども、再度また確認をさ

れるような質疑をされておりますので、二重

の答弁になってしまいますけれども、よろし

いですか。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、この予算を立て

るときに、令和６年度こうしようという形で

予算立てしたと思います。 

 でも、そのときに、そこに線引きどうして

もなってしまいますので、そういった方々に

は、何か配慮とか申し訳なかったなとか、そ

ういった気持ちというのは、話合いの中でな

されたのか、なされてなかったのか伺います。 

○丸山隆弘委員長 浅尾委員、認識を問われ

とるわけですかね。 

 もう少し明確に質疑を出していただきたい

んですけれども。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 この予算立てをつくるとき

に、この話の過程の中で、こういった線引き、

どうしても、どんな事業でもそうだと思いま

すけど、やっぱりそこで切られてしまう親御

さんとかもいるよねというところで、ちょっ

と申し訳ないなというような気持ちの話合い

とかがあったのかなかったのか。なかったら

ないで全然いいんですが、この積上げの過程

の中で、どういうふうな議論というのが、令

和６年の新年度の中であったのか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 どうしても時期的

に、事務の作業、あとはシステムの改修等が

ありまして、どうしても半年、10月１日とい

う日付になってしまいました。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、６番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 では、３款１項１

目社会福祉総務費、重層的支援体制整備事業

165ページです。 

 事業目的と内容はということでしたが、小

野田委員への答弁などでおおむね理解いたし

ました。 

 再質疑なんですが、もしかしたら御答弁い

ただいてたかもしれないんですけど、例えば

どんなケース、重層的支援を必要としている

ケースというのは個人が特定できない程度で

いいんですけども、例えばどんなケースがあ

るのかというのを教えていただけますでしょ

うか。 

○丸山隆弘委員長 後藤福祉課長。 
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○後藤美紀福祉課長 例えばということで、

具体的なケースということでよろしいですね。 

 既存の制度では対象になりにくいようなも

のということで、まず、制度のはざまのケー

スといいますと、例えば、障がいの認定を受

けてはいないけれども生きづらさを抱え、社

会とうまく適合できずに引き籠もっているよ

うなケースだとか、あとは複数の生活課題を

抱えているケースということになりますと、

ヤングケアラーとかダブルケアといった１つ

の課題解決だけでは、その世帯の問題が解決

できないようなケース、あとごみ屋敷、

8050問題など、複合的な課題が絡み合ったケ

ースなどが想定されます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 理解いたしました。 

 ３款３項１目児童福祉総務費、放課後児童

対策事業193ページですが、こちらもこれま

での答弁で理解いたしましたので取り下げま

す。 

 ３款３項６目保育所費、保育所管理事業費

201ページ。こちらも今までの討論で理解い

たしましたので取り下げます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 次に、７番目の質疑者、今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 では、質疑に参ります。 

 歳出３款１項１目社会福祉総務費、重層的

支援体制整備事業165ページです。 

 事業内容を伺うということですが、この質

疑は先ほどの小野田委員の質疑への御答弁で

おおよそ理解いたしましたので、取り下げさ

せていただきます。 

 次に参ります。 

 ３款２項１目老人福祉費、高齢者の健康寿

命延伸事業177ページ。 

 どのように高齢者に関わっていくのか、お

伺いします。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 地域における高齢

者の健康課題を洗い出しまして、個人に向け

た支援や通いの場での健康教室・健康相談を

行い、支援が必要な方には受診勧奨を行うと

ともに、庁内連携や関係機関へのつなぎなど

継続的に関わっていきます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 分かりました。 

 次の質疑に参ります。 

 ３款２項４目介護保険事業費、認知症高齢

者等見守りネットワーク事業189ページです。 

 どのように周知していくのか、お伺いしま

す。 

○丸山隆弘委員長 後藤高齢者支援課長。 

○後藤知代高齢者支援課長 周知方法につき

ましては、ホームページ、広報ほのか、市政

番組いいじゃん新城、イベント等でお知らせ

をしていきます。また、本庁、各総合支所、

新城市地域包括支援センター、市内６か所に

ある高齢者ふれあい相談センター等で相談を

受ける際にも、対象となる方に対しては個別

に案内をすることで、高齢者本人と支える家

族の安心につながるよう、事業の周知をして

いきます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 理解いたしました。ぜひ、

なるべくたくさんの、こぼれることのないよ

うに周知していただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 次、３款３項１目児童福祉総務費、児童虐

待等防止対策事業195ページ。 

 本事業の内容と期待される効果を伺います。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 本事業の内

容は、こども家庭センターの児童福祉に関す

る機能であり、子どもとその家庭及び妊産婦

を対象に、実情の把握、子ども等に関する相
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談全般から在宅支援を中心とした、より専門

的な相談対応や、訪問等による継続的なソー

シャルワーク業務までを行います。 

 期待される効果としましては、子どもや子

育て中の保護者から相談を受け援助すること

により、子どもの権利侵害に当たる児童虐待

の未然防止が期待されます。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員。 

○今泉吉孝委員 どういう形で未然に防ぐこ

とができるのかというのは、御相談に来た方

ということなんですかね。 

○丸山隆弘委員長 加藤室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 事前に相談

があった保護者の方には、早めな支援が届け

ることができるということで、そういうケー

スもありますし、今、学校のほうにもこども

家庭委員さんのほうが実情の把握ということ

で、いろんなケースの状況を把握していただ

いておりますので、そういうところからも、

支援に入る方法などを考えることができます。 

○丸山隆弘委員長 今泉吉孝委員の質疑が終

わりました。 

 次に、８番目の質疑者、齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 歳出３款２項１目老人福祉

費、高齢者の健康寿命延伸事業についてお聞

きします。177ページです。 

 １と２、両方ともお願いします。 

 事業の詳細等。 

 ２番目ですが、高齢者の健康寿命について、

現在の状態と、この事業から期待される成果。 

 よろしくお願いします。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 まず、事業の詳細

につきましては、健康診査や医療機関未受診

者で介護認定のない健康状態不明者へ保健師、

管理栄養士など医療専門職が家庭訪問等をし

まして、一人一人の状況に応じた個別支援を

行います。また、高齢者の通いの場に医療専

門職が出向き、フレイル予防の普及啓発、運

動、栄養などの健康教育、健康相談を行って

いきます。 

 続いて、期待される成果でございますが、

健康寿命の指標の１つであります介護保険レ

セプトデータを用いました要介護１以下を健

康として算出する日常生活動作が自立してい

る期間の平均ですが、令和５年は男性が

80.7 歳、女性が 85.3 歳となっております。 

 期待される効果としましては、多くの高齢

者にフレイル予防の普及啓発や健康教育、健

康相談を行ったり、また健康不明者の個別支

援を行うことによりまして健康問題を早期に

発見し、重症化予防をすることで、高齢者が

自立した生活と社会参加ができるものと考え

ております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 再質疑させていただきます。 

 そうしますと、報償費や旅費などというの

は、先ほど言ったような医療専門職の方々が

出向くというそのお金になるということです

かね。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 そのとおりでござ

います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 続いて、（２）の再質疑に

なりますが、レセプトデータとか、あと日常

生活動作の自立度というもので測るというの

は何となく理解してるんですけれど、フレイ

ル予防とか、あとはいわゆる御認識いただく

という部分ですよね、事業の詳細のほうにも、

ハイリスクアプローチとポピュレーションア

プローチという部分が書かれてるんですけれ

ども、ここには、一応事業としては高齢者の

健康寿命延伸事業と書かれてるんですが、事

業所さんのほうには、ポピュレーションアプ

ローチの際に、生活習慣病に関する知識の普

及とかというところも書かれております。 

 高齢者というのは、基本的にフレイルが対
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象となると思うんですけれど、生活習慣病と

なると高齢者から外れると思うんですけど、

これ両方ともやるんですか。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 生活習慣病につい

ても、今まで若い世代でそのまま引きずって

というか、そのまま高齢者になっても生活習

慣病というのがありますので、その生活習慣

病についても引き続き行います。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 これって新規の事業だと思

いますけれども、これまでってこれに対する

対応というのは、これと違う事業で対応され

てましたか。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 これは新たな事業

でございまして、今までは保健事業と介護予

防事業、別々であったものが１つになったも

のでございます。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 そうしますと、地域包括ケ

アを進めていくに当たって、こういったこと

って結構重要になってくると思うんですが、

一番重要なのは、先ほど言ったようなデータ

が改善していかなければ、いわゆるここで言

うとおり、高齢者の健康寿命の延伸だったり

とか、生活習慣病の方々がそこから脱却する

ということが必要になってくると思うんです

けれど、これは私が今まで20年近くこういっ

たことに携わってきたんですけれど、もう１

個違う専門家が今後多分、必要になってくる

と思うので、そういったところの見直し等は

必要だと思うんです。 

 例えば、要は生活習慣病の方々に、あなた

は生活習慣病ですよといったら、そんなの本

人絶対知ってるんですよね。何が原因かも大

体本人は知ってる。そういった中で、生活習

慣を変えなきゃいけないというようなテーマ

だったりとか、お年寄りの方々だって体が痛

いけど動かさないといけないということはよ

く理解されてると思うので、このハイリスク

アプローチ、ポピュレーションアプローチと

いうのは結構難しくなってくるのかなと思い

ます。 

 今後、取りあえずこれ令和６年度、この事

業で進めていくということだと思うんですけ

れども、先ほど私がちょっと言いました今後

のいわゆる地域包括ケアとして、長い目で見

ていくような事業にしていくのか、それとも、

こういったことは今まではこういうふうにや

ってたのを今回一緒にしましたという形でし

たが、ほかにもいろんな事業がまとめてやっ

たほうが本当は効率がいいのかなと思うんで

すけれども、取りあえずこれは、この事業を

進めていって、今までどおりデータを取って、

また前進していくという形でよろしいですか

ね。 

○丸山隆弘委員長 河口保険医療課長。 

○河口昌和保険医療課長 今回の新規の事業

で、また新たなデータ等を取りまして、その

まま継続していく形になります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員の質疑が終

わりました。 

 以上で、通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出３款民生費の質疑を終了します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ここで休憩を取りたいと思います。再開時

間は、午後４時10分とさせてもらいます。 

 

   休 憩  午後４時01分 

   再 開  午後４時10分 

 

○丸山隆弘委員長 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 歳出４款衛生費の質疑に入ります。 

 最初の質疑者、竹下修平委員。 

○竹下修平委員 それでは、４款１項４目母

子保健費、出産・子育て応援交付金推進事業

219ページです。 

 （１）事業費の内訳について、それぞれ詳

細を伺う。 

 （２）今後も継続的な交付が可能かどうか、

市の現状認識を伺います。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 事業費の内

訳につきましては、妊婦や子育て家庭に寄り

添い、面談や情報発信などを通して安心して

子育てができるようにサポートを行う伴走型

相談支援のための事務費と、妊娠届出時と産

後にそれぞれ５万円の給付を行う事業費です。 

 今後も継続的な交付が可能かどうかの現状

認識につきましては、令和７年度から国の法

定事業として妊婦のための支援給付という名

称で制度化され、継続的に交付されると認識

しております。 

○丸山隆弘委員長 竹下修平委員。 

○竹下修平委員 内容を理解ができました。 

 その上で、１点だけ再質疑ですが、（１）

の中で出産した世帯への給付というようなお

話があったんですが、こちら予算立ての中で

は何人程度の出産を見込んで予算立てをして

いるのか、その人数の確認だけさせてくださ

い。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 年間170名

ぐらいを予定して、予算立てをしました。 

○丸山隆弘委員長 竹下修平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、２番目の質疑者、小野田直美委員。 

○小野田直美委員 ４款１項４目母子保健費、

出産子育て応援交付金推進事業219ページで

す。 

 母子手帳アプリの導入提案の経緯について、

お伺いします。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 母子健康手

帳アプリ導入提案の経緯としまして、３点あ

ります。 

 １点目は、子育て世代保護者の情報取得方

法の中心がスマートフォンになっていること

です。妊娠週数や月齢といった利用者の状況

に応じて必要な情報を即時に直接届けること

ができます。 

 ２点目ですが、多言語翻訳機能により、増

加する様々な外国籍の妊産婦や子育て家庭に

情報を分かりやすく発信するためです。 

 ３点目は、災害時等により紙の母子健康手

帳を紛失した場合でも、情報をクラウド上で

管理しているため復旧ができることです。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 保護者の情報収集手段が

スマホ等になっていることと、情報発信収集

が割と簡単にできるということと、データが

紙の場合はなくしたらそこでまた再発行とい

う形になる可能性がある。いわゆる情報共有

とか、あとデータ保存等々の面からいうと、

このアプリの導入というのがこれから主にな

ってくるんではないかということでやるとい

うような考え方でよろしいですか。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 今後、アプ

リ主流になっていくかなと思いますが、母子

健康手帳の紙と併用という形で、そちらはそ

のまま継続です。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 この母子手帳のどういっ

た項目をデジタル化するのかというようなこ

とをちょっとお伺いしたいんですけど、私が

母子手帳を発行した20年ぐらい前の話なんで

すけど、そのときをちょっと振り返ってみる

と、妊婦の健康状態から経過、これは診察ご

とに腹囲とか血圧とか浮腫とかを調査するん

ですね。そこに記入していったり、あと出産

の状態から母体の経過、あと歯の状態とか、
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保護者の記録として、１か月健診から６歳ま

であるんですね。ほかに、身体の発育曲線と

いうのがあって、身長とか体重を曲線でこう

やって追ってって、この範囲だといいですよ

というようなことをやってたり、あと予防接

種の記録等々このようなことが記載できるん

ですよ。 

 実際この母子手帳アプリは、どの程度、こ

こをやっていくのかというのを教えてくださ

い。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 今、言われ

た成長曲線ですとか、妊婦の検診ですとか子

どもの検診のところは、御自分での入力には

なりますが、そちらを入力して、御自分と御

家族で管理をしていただくというような形に

なります。 

 あと、その月齢に応じて、こちらから例え

ば何々教室ありますよですとか、その対象と

したお子さんに対してでしたり、妊婦さんに

対して、こちらからプッシュ通知というか、

こういう事業がありますので参加どうですか

というようなものも送ることができます。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 あと、昔ですけど、予防

接種を受けたときによく、こんなシールもら

って、一緒にペタペタ貼り付けていったんで

すが、ああいうのも自分でやっていくという

ことですか。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 スケジュー

ルは一応そのアプリのところで、ここでやっ

たら次、何週間後のここみたいなところで事

前に予定の連絡が来るといいますか、そうい

うような機能があるんですけれども、やはり

打った時期とかは御自分で入力してっていた

だくことになります。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 先ほど、紙の母子健康手

帳と併用するということでしたが、併用する

というのは具体的にどういうことなのか、い

わゆる両方つけるのか、どっちか選べるのか、

どういう意味なんでしょう。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 基本的には、

母子健康手帳、紙のものがベースになりまし

て、アプリを導入するかどうかというか、入

れていただくかどうかは御本人の任意的なと

ころにはなりますので、なるべく100％に近

い方に入れていただく努力はしますけれども、

アプリは必ず入れなければいけないものでは

なく、任意のものとなります。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員。 

○小野田直美委員 ということは、紙の母子

健康手帳は必ず書いてねというようなことで

すね。アプリのほうは、こっちも使っていい

よというような関係になるということでよろ

しいでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 加藤児童養育支援室長。 

○加藤久美子児童養育支援室長 アプリで管

理をしていくというのが、今、若いお母さん

方、書くよりかは入れるほうが得意なのかも

しれませんし、紙の母子手帳は、必ず病院で

も結果が来ますし、乳幼児健診とか予防接種

とか、医療機関や私たちでも記入しますけれ

ども、アプリのほうは、お母さんが入れてい

っていただきながら管理をしていただくこと

になります。 

○丸山隆弘委員長 小野田直美委員の質疑が

終わりました。 

 次に、３番目の質疑者、山口洋一委員。 

○山口洋一委員 では、４款１項９目でお願

い申し上げます。231ページであります。環

境衛生費、浄化槽設置補助事業でお伺いしま

す、２点。 

 補助金1,213万６千円の内容について。 

 そして、これに期待する効果についてお伺

いします。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 まず、１点目、
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補助金の内容ですが、くみ取り便槽やし尿の

みの処理を行う単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換費用に対する補助金です。内

訳といたしまして、５人槽が４基、７人槽が

20基、10人槽が１基の合計25基分の設置と、

あと単独処理浄化槽の撤去22基分を予定して

おります。 

 次に、２点目の期待する効果でございます

が、くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併

処理浄化槽への転換を推進しまして、生活雑

排水を合併処理浄化槽で処理してから河川等

へ放流することで、公共用水域の水質保全に

つながると考えます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 ここでお伺いをさせていた

だいたのは、806万円から1,200万円と400万

円ほど増えましたので、そういったニーズは

多分かなりあるだろうと理解をしますが、そ

ういうことを含めての25基の合併槽、22基の

単独槽とこういうふうにされたということで

よろしいんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 問合せの電話や、

あと設置事業者からの情報交換等によりまし

て、25基程度必要ということで予算化してお

ります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 これによって、きれいな河

川がということでありますが、庭野のセンタ

ーの汚泥を引き受けるその量について、これ

がたくさん出てくるとかなり多くの量が入る

と思うんですが、まだまだ容量は十分あると

いうことで理解をしてもよろしいですか、

25基、22基増えたとして。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 し尿等の投入施

設の機能については問題ないと思っておりま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員。 

○山口洋一委員 理解をさせていただきまし

た。 

 続きまして、資料の251ページ、４款３項

１目であります。公害対策費の中の一般公害

対策事業についてお伺いをします、２点。 

 手数料が前年度から減っております。

322万３千円であったものが、290万４千円と

いうことであります。その減少の理由。 

 そして、委託料が今の数字でありまして、

手数料は91万１千円から52万８千円というこ

とでありますので、双方の減額の理由につい

てお伺いします。 

○丸山隆弘委員長 浅井環境政策課長。 

○浅井直樹環境政策課長 １点目の手数料を

減額した理由につきましては、５年ごとに必

要となる騒音計１台の検定料が令和６年度は

不要となること、また、自動車騒音常時監視

に係る実施計画策定が令和５年度で終了し、

電子地図利用ライセンス料が不要となったた

め減額となったものです。 

 ２点目の委託料（一般分）を減額した理由

につきましては、自動車騒音常時監視に係る

実施計画策定が令和５年度で終了し、令和６

年度は減額となったものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山口洋一委員の質疑が終

わりました。 

 次に、４番目の質疑者、山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、４款１項10目しんし

ろ斎苑費、再編整備事業235ページ。 

 火葬炉の更新スケジュールは。 

 伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 火葬炉の更新に

つきましては、平成29年３月に策定したしん

しろ斎苑長寿命化計画に基づき、計画的な改

修工事を実施し、施設の安定稼働を図ってい

るところです。 
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 具体的には、４炉ある火葬炉の耐火れんが

の全体積替えを令和４年度に一通り終え、今

後は各炉ごと６年周期で全体積替えを計画し

ております。 

 なお、耐火れんがの表面を保護している耐

火材や燃焼バーナーなどの消耗部品につきま

しては、毎年度点検を行いまして、劣化状況

を確認し、その都度、修繕工事や取替工事を

実施しているところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 最近、また火葬が結構多く

て、うちの近くもそうだったんですが、なか

なか日にちを遅らされたりしておったんです

が、今４基あるということで、６年周期で更

新してる。これ、大体耐用年数というのは、

10年とか20年なんでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 火葬炉の耐用年

数というところというか、使用によっての劣

化具合が、当初８年程度のところが、ここ数

年やっぱり使用数が伸びてきましたので、今

後６年ごとに全体積替えをやっていこうとい

うところでございます。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 分かりました。 

 では、次の４款２項３目クリーンセンター

費、ごみ処理施設整備事業247ページ。 

 基本構想策定のスケジュールは。 

 伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 ごみ処理施設整

備基本構想では、本市と北設地区におけるご

み処理の現状と課題の整理、将来人口やごみ

排出量の予測、施設整備方針、施設整備スケ

ジュール、概算事業費などについて検討いた

します。 

 北設地区の各町村やコンサルタント業者と

内容の協議を進めているところでございます

が、令和６年12月までには、基本構想をまと

め、来年、令和７年１月から２月にかけまし

てパブリックコメントを経て、令和７年３月

に基本構想を策定したいと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 令和６年12月ということで、

パブリックコメントをいただくに当たって、

様々な意見が出てくるのを期待するんですが、

この策定に当たる会議とか、ミーティングは

年に何回ほど計画があるんでしょうか。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 令和５年度につ

きましては、３回、もう１回、今月末に予定

して４回行います。 

 来年度につきましても、可能な限り月１回

程度は、北設地区とコミュニケーションを取

っていきたいと思っておりますので、月１回

程度を目標に会議を行っていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 議会報告会で塩沢地区に行

ったときに、そういうところの話がありまし

た。これで、私、この策定に当たって、地理

的な条件で、新城市なのかなというようなこ

ともあったんですが、これも今後の課題にな

るかと思いますが。 

 では、こういう迷惑施設をつくるに当たっ

て、大体、反対運動とかいろんなことが起き

るんですが。 

○丸山隆弘委員長 山田委員、今、迷惑施設

と言われたんですけれども、その辺の解釈を

もう少し明確にお願いします。 

 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 視察に行ったときに、当時

は迷惑施設だという言葉があったんですが、

近年、煙も出なくて、非常に快適なところだ

ということで、候補地とかそういうところも

今、出てくるそうなんですよね。 
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 それで、策定の中に候補地とかそういうと

ころの話とかいうのは、会議で今まであった

のでしょうか、伺います。 

○丸山隆弘委員長 杉山生活環境課参事。 

○杉山陽治生活環境課参事 基本構想の策定

業務の中に候補地選定も入っております。 

 そんな中で、具体的な話合いというのはま

だこれからでございます。現在、コンサルタ

ント業者におきまして、主に非適地、除外す

る地域の網かけを行っております。 

 それを見て、また来年度末には３、４か所

程度まで絞れるように、今進めているところ

です。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 昔を思うと、イメージが大

分変わってきたもんですから、豊橋市で、り

すぱ豊橋というプールがあったり、西尾市も

安城市もそういう施設があるもんですから、

今後、新城市はプールだっていう話がありま

したし、その辺りも構想に入れてくようにお

願いできればと思って。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 山田辰也委員の質疑が終

わりました。 

 次に、５番目の質疑者、浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 それでは、質疑通告に従い

まして質疑を行います。 

 ４款１項１目保健総務費、保健衛生一般事

務経費になります。215ページです。 

 １点目、若年がん患者の在宅療養支援に要

する内容と、90万円の内訳を教えてください。 

 ２、新規事業として立ち上げる課題等があ

ったのか、市内の状況を伺います。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 では、順次、答弁さ

せていただきます。 

 内容ですが、医師の医学的知見に基づき回

復の見込みがない状態に至ったと診断された

40歳未満のがん患者が、在宅にて療養生活を

送るに当たり、在宅サービス等の費用を補助

するものです。 

 90万円の主な内訳ですが、幾つかの補助金

がございまして、若年がん患者在宅療養支援

事業に係る補助金は32万４千円、がん患者ア

ピアランスケア支援補助金が32万円、骨髄提

供者助成金が21万円となっております。 

 次に、対象となる方からの相談ですが、相

談自体は受けておりませんが、40歳未満の回

復の見込みのないがん患者の方の在宅療養に

対しての公的な制度がないため、住み慣れた

環境で家族と過ごすことを望まれた方が、経

済的な負担を考慮して在宅療養を避けること

のないよう助成制度を設けるものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 状況が分かりました。 

 まず、若年層、40歳未満の方が対象という

形で、がんの進行度も早いということも含め

ての対象者になるかなと思うんですが、この

内容というのは、在宅支援とか、がんのこと

とか骨髄のこととかということがあったんで

すが、その３つ、早くて分からなかったもん

ですから、それぞれどういう支援策かという

のを、簡単でいいので教えていただけないで

しょうか。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 若年がん患者在宅療

養支援事業につきましては、訪問看護ですと

か、訪問入浴介護等の在宅サービス、手す

り・スロープ・歩行器・車椅子等の福祉用具

のレンタル、入浴の補助用具・腰掛便座等の

福祉用具の購入にかかる費用の助成をするも

のです。 

 がん患者アピアランスケア支援につきまし

ては、治療に起因するがんと診断されまして

その治療を受けている、または受けたという

者が、医療用のウィッグですとか、補正下着

ですとか、補正パッドまたは人工乳房を購入

された方で購入にかかった費用を助成するも
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のです。 

 骨髄提供者助成金につきましては、公益財

団法人日本骨髄バンクが行います骨髄等の提

供のための通院や入院に際しまして、提供者

１日につき２万円、勤務先に１日につき１万

円といったものを助成するものです。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 状況が分かりました。非常

に大事な事業だなと感じております。 

 そこで、お聞きしたいのが、まずその財源

というのはこれ市独自でやるというような事

業なのかというのを教えていただきたいのと、

あと、この予算を立てるときに、大体何人の

方が利用するだろうという見込みの数という

のがあれば教えていただきたい。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 ３つの補助金でござ

いますが、全て県のほうから２分の１の補助

がございまして、市のほうが２分の１という

内訳になっております。 

 見込みは、３事業とも全てということでよ

ろしいでしょうか。 

 では、若年がん患者の在宅療養支援事業の

見込みですが、愛知県の計算方式に基づきま

して、愛知県が、愛知のがん統計資料、終末

期医療に関する調査、介護保険受益期間平均

等から想定したような人数がございまして、

それを新城市のゼロ歳から39歳人口に換算し

たところ、数値が１件と算出が出まして、来

年度、１件掛ける６か月という形で計上させ

ていただいております。 

 それから、アピアランスケアにつきまして

も、愛知県の統計がございまして、一応その

統計に基づきまして、試算16件としておりま

す。 

 骨髄の助成につきましては、提供者１件、

勤務先も１件というような計上にさせていた

だいております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。３つの事業

で、それぞれ計算してということで理解いた

しました。 

 あと、これを利用する状況で聞きたいのが、

利用するためにドクターの診断書というのも

必要になるのかどうなのかというところと、

あと、こうしたホスピスではない、在宅に戻

られるという状況を支えるケアだと思うんで

すが、そういった方たちへのこの制度を使い

ながら、ほかの訪問看護とかも使えたりだと

かできるよというものであるのか。 

 あと、最終的にもしも病院に戻るというこ

とになったら、それはそれでその道もあると

いうようなものなのか、そこら辺教えてくだ

さい。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 順次お答えさせてい

ただきます。 

 まず、医師の所見が要るかということでご

ざいますが、医師に一般的に認められてる医

学的所見に基づき回復の見込みがない状態と

判断されたと要件を設けさせていただいてお

りますので、医師の所見が必要となっており

ます。 

 それから、そういったサービスですが、医

療保険の適用のものはこれは除外されまして、

医療保険では賄えない部分の在宅サービスで

すね、医療保険を使わないということである

訪問看護ですとか、訪問リハビリテーション

では、この事業の対象とさせていただいてお

ります。 

 また、これは在宅に係るサービスというか

補助に出しておりますので、在宅が終わりま

して、病院に戻られる時点で補助はなしとい

う形になりますし、ただ、選択として、また

在宅に、病院から戻られるといったときには、

また使えるというようなサービスになってお

ります。 

 以上です。 
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○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。 

 最後ですけど、こうした大事な事業ではな

いかなと思うんですが、こういったことの周

知だとか、こういうことをやってるよという

ようなことが、対象者にしっかり届けれるよ

うなかたちになったらいいなと思うんですが、

そういった周知などの考えというのは、この

新年度、令和６年、どういうふうな認識なの

か伺います。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 周知の方法でござい

ますが、広報、ホームページに載せることは

もちろんでございますが、市内のそういった

相談の関係機関のほうにも周知させていただ

きまして、使いたいというような相談があっ

たときに速やかに対処できるように周知して

いこうと考えております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。 

 次に、６番目の質疑者、カークランド陽子

委員。 

○カークランド陽子委員 では、４款１項５

目予防費、予防接種事業223ページです。 

 任意接種、おたふく風邪、帯状疱疹ワクチ

ンの費用１億4,594万円を助成とありますが

金額の根拠は。 

 お願いします。 

○丸山隆弘委員長 武川健康課参事。 

○武川裕江健康課参事 金額の根拠ですが、

おたふく風邪及び帯状疱疹ワクチン接種は保

険診療ではないため、現在のところ医療機関

は接種料金を自由に設定できます。そのため、

市内医療機関で行われているおたふく風邪及

び帯状疱疹ワクチンの接種料金を調査し、そ

の平均額の半額程度を助成金額としておりま

す。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 人数とかそういっ

た根拠もちょっと教えていただきたいんです

けども、お願いします。 

○丸山隆弘委員長 武川健康課参事。 

○武川裕江健康課参事 接種の見込数ですが、

おたふく風邪ワクチンのほうにつきましては

１歳児のお子さんが対象ですので、年間の出

生数を約150人と想定して、それの80％ぐら

いの接種率を見込んでおります。前年度、令

和５年度の未接種者も含めて30人を見込んで

合計180人のうちの80％ということで144人分

を計上しております。そのうちの１回分が

2,500円を助成しておりますので、合計で

36万円になります。 

 帯状疱疹のほうについては、50歳以上の方

が対象で、50歳以上の方の人口約２万

4,500人、接種率のほうを２％を想定してお

ります。２万4,500人の２％で、約500人の方

が接種されるということで想定しております。

ワクチンのほうが２種類ありますので、シン

グリックスというもの２回接種を行うものの

ほうが80％ぐらいの方が接種の見込みで、

500人のうちの400人、ビケンという水痘のワ

クチンになりますが、そちらのほうが20％と

いうことで100人分で、400人分のほうが２回

接種になりますので、ワクチン代も高くなり

ますので助成金額が１万円で、400人分の１

万円の２回分ということで800万円、ビケン

のほうが100人分の3,500円で35万円というこ

とで、合計で835万円を計上しております。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 財源を教えてくだ

さい。 

○丸山隆弘委員長 武川健康課参事。 

○武川裕江健康課参事 全て一般財源です。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 ということは、市

独自の事業としてやると理解しますが、その

必要性を教えてください。 

○丸山隆弘委員長 武川健康課参事。 
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○武川裕江健康課参事 おたふく風邪につい

ても、帯状疱疹についても、やっぱり罹患を

する方がありまして、かかってしまうと後遺

症が残ってしまったりということで長く治療

がかかる方もあります。そういったものを予

防するためのワクチンになります。 

 接種を受けたい方がちょっと助成をいただ

くことで、受けやすくなるようにということ

で設けております。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 特に、帯状疱疹の

ほうは免疫の低下も大きな原因の１つになっ

てると思うんですけども、そういった原因を

解決するようなことも周知とか、そういった

ことも同時に考えていらっしゃるのか、お願

いします。 

○丸山隆弘委員長 武川健康課参事。 

○武川裕江健康課参事 申し訳ありません。

ちょっと質問の意味がよく分からなかったの

でもう一度お願いいたします。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員。 

○カークランド陽子委員 原因が、感染とか

ではなくて、免疫の低下が大きな原因になっ

ていると理解してるんですけども、帯状疱疹

はですね。免疫低下なので、つまり免疫低下

しないような予防をしていただけるような、

そういったことも同時に考えておられるのか、

お願いします。 

○丸山隆弘委員長 武川健康課参事。 

○武川裕江健康課参事 帯状疱疹にかかわら

ず、皆さん元気に暮らしていただくというこ

とが大切だと思いますので、ふだんの生活の

中から免疫低下をしないような予防というも

のを啓発とかはしていきたいと思っておりま

す。 

○丸山隆弘委員長 カークランド陽子委員の

質疑が終わりました。 

 次に、７番目の質疑者、齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 ４款１項１目保健総務費、

保健衛生一般事務経費です。 

 具体的な経費内容、分かりました。対象者

のほうです。なので、先ほど浅尾委員の質疑

で幾つか分かったんですけど、それの再質疑

というふうに捉えていただければ結構です。 

 まず、具体的にどのような経費かというの

をちょっと理解したんですけれど、一応これ

新規事業として立ち上がってたんですが、先

ほど説明いただいた３事業、それ全部新規で

すかね。 

 骨髄ドナーのやつって前にあったような気

がして、僕も１回ぐらい予算・決算委員会で

お伺いしたような気がしたので、それちょっ

と確認させてください。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 新規は、今、委員の

言われるように若年がん患者の在宅療養支援

事業のみでございまして、がん患者アピアラ

ンスケア支援は令和４年度から開始させてい

ただいております。骨髄提供者の助成金につ

きましては、令和３年度から開始させていた

だいております。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員。 

○齊藤竜也委員 そうですね。記憶じゃなく

て体が覚えてますので。分かりました。 

 あと対象者の件、こちらはいわゆる30代未

満というか、40歳は入らないですよね。39歳

以下ということだと思いますけど、あとその

中で、助かる見込みのない、回復の見込みの

ないという表現があったと思います。こちら

が、ドクターがどのように表現してくるのか

分かりますかね。例えば、その名のとおり、

「回復の見込みはありません」と言ってくる

のか、例えば、がんの重症度、例えばステー

ジングだったりとかそういったところ、場合

によっては、例えば、５年生存率何％とかと

いう言い方をされることがあると思うんです

けれど、そういったときに、病院じゃなくて

自宅を選択されれば、一応さっき言ったのが

最初になると思うんですけど、浅尾委員が言
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ってたように、20％であれば20％助かる可能

性もあったりとか出てきちゃうので、ドクタ

ーはどのような、もうこれは完全に無理です

というような状態で来るんですかね。 

○丸山隆弘委員長 伊與田健康課長。 

○伊與田吏美健康課長 申請のときに主治医

の意見書という形で、主治医の方が、回復の

見込みがないと、医学的所見に基づいて判断

されたらお認めするという形になります。 

 以上です。 

○丸山隆弘委員長 齊藤竜也委員の質疑が終

わりました。 

 以上で通告による質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。 

 歳出４款衛生費の質疑を終了します。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 お諮りします。 

 本日の予算・決算委員会は、これまでにと

どめ、散会したいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会は、散会することに

決定しました。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

 次回は、18日午前９時から再開します。 

   閉 会 午後４時49分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   予算・決算委員会委員長 丸山隆弘 


